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「モラトリウム』レて關する研究

中　村　宗　雄

第一章　序 論

　「モラトリウム」と云ふ言葉は、今日迄我々に取つて他人の書

葉であつたが、此度の關東地方の大震災に際し、政府が昨年九

月七日勅令第四〇四號を以てr私法上ノ金銭債務ノ支彿延期及

手形等ノ穫利保存行爲ノ期間延長二關スノソ件」を公布して以擁、

突然吾人の漢意を惹くに至つた。此勅令は、所謂「モラトリウ

ム」法なるもの、一に属すべ：きものであつて、一般に之を「支彿

猫豫令」若しくは「支彿延期令」と呼んで居る様である。

　此種の内容の法令は、隊米の文化輸入せられて以來の我國に

於ては、今同を以て嗜矢とするも、漱米に於ては、遠ぐ羅馬法

に於て之れに似た規定を登見する。爾家中世紀に於ける羅馬法

の復興、寺院法の登達、績いては猫逸に於ける普通法の出現等

の影響を受け、江蝕曲折を纒て、主として羅馬法系の諸國に登

達したものであつて、其名を拉典語に探つて、諸國に於て之を

皿o磁oriumと欝し〔註閑〕濁逸に於てはまたhd磁とも稽して

居る。此庭には假に之をr支沸猫豫」と課して見る。



2 「モラトリウム」に關’する研究

〔註〕　第十五世紀の初頭、儒帝法典の勅法典第一編第十九章第二條（1．2。Cod．

　L19）中のPraescriptiQ　Mo瓢oriaザら探つて、之を孜【o賦orまumと構す

　ろに至つア誌のである。夫れ迄は一定の名禧がなザつて一般に於てはQu・

　inque雌neloderQuin嵯uerne11多Scぬutz－brieflムns伽dsbriefゆforatorie虹；

　Auss伽du窟gewisseZei右zuz曲ヱe駕Eissenbrie艶・dereyseme：Bri晩

　等と呼ばれて居つ7こ。羅馬法に於ても亦一定ぜすo　M：oratoria　（sc．pr我es－

　eripもi・）3：M・戯orium（sαrescrip加皿）3Htter乱ei血duci飢e＄dilat・riae3mo酬

　t・riae5quinquem舳3五tter批erespirati・nis3dilatiGnis多謝viconducもus；

　謝U熾ぬs　sta撫S等多数の名構か襲見すろ。特に猫乙に於てに又血面1も

　と稽し、佛蘭西に於てば1ettres　de　r6pit，叉は1e毛重res　d／6t編とも稽ぜられ

　？こ。

　羅馬法蚊に濁逸普通法に於ては、金銭債務に關し債権者の意

思に反して、債務者に封し其債務の履行を猫豫若しくは延期

S乞undu皿g　oder　AufSc五ubを與へらる、事がある。即ち一定の

期間を定めて、其期間内は債権者は、假令履行期が到來して居つ

ても履行の請求をなし得ぬのである。此場合を分つて先づ二と

する。〔註一〕多歎債灌者の多敷決によつて支沸の猫豫を許す場

合と、國家櫨力に依つて之を許す場合と即ち是れである。前者

は濁逸普通法を経て、今Bに於ては破産法中に協階契約若しく

は強捌和議として霧在して居る。後者部ち主椹者の礎力を以て

許與ぜらるる支沸の猫豫が即ち愛に所謂rモラトソウム」であつ

て、〔註二〕此「モラトヲクム」も亦、個々の債務者に到し、個々

の揚合に許與せらる》「特別支沸猫豫」Spezia1一斑or就oriunlαier

Ind画　と、一國一州全髄若し之は、或る階級全髄に封し附輿
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せらる、r一般支彿猫豫J　GeneraL皿or島toriumoder　Indu1七と

に分ナZれ’る。

　〔註欄町〕　Amdt：一1£ぬrbuch　der　Pa血de】冠Gn，S加【ttgarむ1889．S。436．

　〔駐二〕「毛ラトリウム」に依つて履行の延期を受くろ債務は澹革上主として私

　　　法上の金銭潰務に隈ろが、時として公締金の支携若しくは代替物給付の

　　　債務に就てもその適用のあつた例もある。此黒占に就ては渦革を述ぶる場

　　　合に詳蓮すろ。

　　　　　　　　　　　　　スペチアンいモラトリウム
　此rモラトリウム」は先づr特別支沸猶豫」の形式に於て登達し

　　　　ペチアバハモラトリウム
た。此「特別支彿猶豫」とは邸ち個人が不慮の災厄失敗等に依て

一時的支沸不能の欺態に立至つた場合、主穫者が其者の請願に

依り其権力によつて一時債務支沸の猶豫を許可し、債務者に饗

し債樫の取立を禁すると同時に、其間に債務者の支沸能力を同

復せしめんとする目的を有するものである。部ち羅馬法に於て

は勅定Rescri脚m又中世に於ては皇帝若しくは領主の登する

保護状8chu七zbr観oder　ge量eitbriefσ）形式を以て債務者に封し

許與せられナこものであつ泥。これは中世以來近世、就中第十七

入世紀に於て繁用せられπが、後章蓮ぷるが如くその悪用鼠用

盛に行はれ、漸次批難の氣運昂まつたが爲め、今日に於ては其

跡を断つに至つカ。

　ゲネランいモラトサウム　　　　　　　　　　　スペチアフいモラトリウム

　「一般支沸猶豫」は元來此r特別支沸猶豫」から登達したもので

あつて、其目的とする所時代によつて多少異なるが、之を要す

るに「特別支沸猶豫」と些か異なつて、戦箏、洪水、餓饒其他外

來的天災に因つて、一般経濟界が破綻の危険に瀕しすa際、…時
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主権者の構力を以て・一般に債務支沸の義務を猶豫し、以て金融

の破壊を防ぎ、其間に一般経濟界が新纒濟事情に適慮し．一般

に支沸能力の同復するを待たんとするものである。此r一般支

彿猶豫」の淵源も亦、後逡の如く羅馬法に之れを求め得るが、

羅馬時代から中世時代に至る間、此法制の利用せられた事稀れ

であつた。その霞々利用せらる＞に至つたのは、かの三十年戦

孚（1618－1648）以來の事であつて、爾來欧洲大陸では戦孚の度

毎に登せられた。第十九世紀に入つても、例之一八〇七年rチノソ

シツト」の購和條約後普魯西に於て、ヌ．一八七〇年の普佛戦箏に

當り、佛蘭西に於て「モラトヲウム」法が布かれ、又最近世界の

大戦勃登するや欧洲各國は、その墾戦と否とに拘らす、雫ふて

「モラトリウム」法を登布し、以て李時の経濟歌態から戦時の纒

濟状態に入る過渡期の激動に備へた。今同我國の大震災に當り、

我政府は之れが先例に徹つて、支彿猶豫令を登したものである◎

　此rモラトリウム」なるもの大騰は以上の如きであつて、中世

　　　　　　　　　スペチアリレヤモラトリウム
は勿論の事、近世尚r特別支沸猫豫」の盛に行はれセ當時は、軍

　　　　　　　　　　　　　スヘチアルらモラトリウム
にrモラトリウム」と云へば、「特別支沸猶豫」を指したものであ

　　　　　　スペヂアルバそラトサウム
つたが、近代「特開支彿猶豫」の消滅して以來、「モラトリウム」

　　　　　ゲネラルヤモラリトウム
と云へば、「一股支沸猶豫．iに外ならない。而して此法制は上述

の如く羅馬法に淵源し、羅馬法系諸國に登達したものであつで・

英國の如き、中世にか＞る制度を存在せるや否や不明である。第

十七世紀に至ゲチャーノンス」二世（1660－1685）が、屡々特赦の
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形式を以て、債務拘留に慮せられた債務者を解放したとの事で

あるが、〔註鱈〕當時之れを「モラトヲウム」とは稻せなかつ弛。

實に英國に於てMorat・riumなる語の用ゐられ泥のは、逞く一

入七五年九月二十八日のrタィムス」紙を以て最初とする由であ

る。〔註二〕

　〔註一〕K血ie：一Geldu．Krediち1875，BdII．ers偽H飢f加，巳229。

　〔註二＝〕　Chitty7s　S｛atu士s，XVI肛．P．167．note茅ヌ』W五arton乃至Byme等

　　　の法律辞典か引くも、Moratoriumなろ語のなきか見ても、英國に於て

　　　は從來此制度の行はれなかっアこ事が鋼炉ろ。

　離つて我國では如何と云ふと、中世鎌倉、室町時代に所謂「徳

政」なるものがあつた。此「徳政」は「モラトリウム」の如く履行

期の延期を規定しπものではなくて、南行難録にも「永仁五年

一天下の徳政行はる、……沽却の田畠質物悉瞬本主」とある

通り、元來そのもの、打切りを命じたものであつて、是れは後

述する鰍洲中世に於けるr貸借棒引」Tδ七m⊃9と同一種類のもの

であった。降つて徳川幕府時代に至つて、御定書百ケ條中「借

金銀取捌之事」の條中に、先づ借金銀、祠堂金、官金、書入金、

立替金、先納金、職入手間賃金、手附金、持滲金、責懸金、仕

入金、諸道具類、諸物責渡、讃文にて金子借う候類、御家人亦

は御用達町人等拝領屋地代店賃を書入金子借候類の項目を撃

げ、而して「右之分は、延享元子年以來之滑は、毎月四日廿一日

呼出し、三十日限に濟方可申付候。右日限の節少々も相濟み候

はや、一ケ月雨度づ＞切金に爲差出云を」と定められてあるの
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は、欧洲中世に於ける「特別支彿猶豫」と頗る似た所がある。既

方面に關する日本並に支那法制史の研究は、自分の及ばざる所

として貌れ專門學者のカを待つとし、只「徳政」に就ては三浦博

士の「法制史之研究」中に詳細なる研究の結果が螢表せられてあ

る事を一言するに止むる。

　此「モラトリ1ウム」なる法制は、一見洵に簡軍なるカ∫女口くでは

あるが、殆んど総べての法律關係と交渉を有し、而かも元來が

経濟上緊急の需要に慮する事を目的とするもの故、纒濟事情と

密接なる闘係を有する事論を侯たぬ。而して経濟状態なるもの

は千憂萬化捕捉するに苦しむ底のもの故、之れと不則不離の關

係にある此「モラトリウム」なるものが、時代により．場合によ

り、其内容に多大の差異ある事は洵に其所である。此rモラ

トリウム」を経濟學若しくは経濟政策の方面から研究する事は

頗る興昧ある事であらうが、それはそれ專門の學者に譲る事と

し、此慮には些か法律學の立場から見て、研究の歩を進めて見

たいと思ふ。只之れに關し、参考し引用すべき著作少なきを怨

とする。「リプラツーノソ謎は軌れ末尾に之を掲げる。



第二章浩 革

　　　　第一節　法制．史より見たる洛革

　「モラトリウム」の歴史上の起原は殆んど不明である。自分は

多少埃及並にrバピロン」の古代法を調べて見たが、不幸にして

何ものをも見出さなかつた。只「イズエラノソ」の法割には所々債

務着保護の渕度を螢見する。例之、奮約全書にも見えるr利足の

禁」〔註画）の如きその一である。爾「モーぜ」の法に六年の聞田畑

を耕作した時は七年目は耕作を休止すべき「安息年」臨bba癖硬

の掟があつた。〔註二〕而して此：安息年には貧困なる債務者から

債椹を取う立て得ぬこと＞定められてある。職三〕之れが今薙

塵に謂ふrモラトリウム」の起源であるか否かは知らぬが、兎に

角面白い事柄と思ふ。

　〔註回〕　醤約全書、出填及記第二十三章第二十玉節、利末記第二十五章第三十

　　　六、七節、　申命言己第二十四章第二十乃至二魂4三匠籔参照、　倫Siehe　H（藝c丑

　　　＝一Das我1ttes亡a，n≧entlich∋Zinsverboち1907．

　〔註二〕奮約全書、出填及記第二十三章第十及十一節利末記第二＋五章第一瀞

　　　至五節参照。

　〔註三〕奮約全書、申會記第十五章第一及二笛参照禽Sie五e　Berolz赴eilaer＝一

　　　Systenl　der　Rechts－u．Wir，1臨c｝1a・ftspllilosoP五ie，Bd。II・S・64。

　相當法律的髄系をなし祀ものを、吾人は初めて儒帝法典中に

之を登見する。勅法典第一編第十九章第二條r皇帝コンスタン

チンがセヴエノソスの地方長官に輿ふる勅定」磁一〕を初めとし㍉
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同第四條、磁二〕同法典第七編第七十一章第八條〔駐罠〕並に法學

全書第四十九編第十四章第四十五節第十條〔註四〕1ま貌れも「特別

支沸猶豫」を規定したものであつて、皇帝rユスチニアン』の「イ

タリア並にシ・リァに於ける債務者の爲めに輿へたる法律」

磁劫は即ちr一般支沸猶豫」に就て定めた最初のものである。其

内容の詳細は後蓮す畜が、羅馬法には．足らのながらも之れに關

する組織立つた規定が設けられて、多少儀務毒保護の途が講じ

られて居つた。而してその貌れも「特別支彿猶豫」に關する規定

であつて、r一般支彿猶豫．1に關する淵源は前述の如く僅かに一

を探出し孝尋るに過ぎぬ。

　〔駐一．二〕1．2．Cod．L19，14。eodem．

　〔註三三〕　　1．8．Cod．V【1　71。

　〔註四〕　菊・を10．Dig・X：LIX・14・

　〔註亙〕　Scho11：一Corpus　juris　ci▽ili・，IBd。皿L鼠803。No▽elle瓶app．NαVln．

　　　“1£x嵯uaed晦estpr・debitoribusini回iae圭sicilia”

　降つて中世暗黒時代、羅馬法未ナz欧洲の野に復活せざりし當

時には、此制度も亦行はれす。僅かに敷會が多少なりと債務者

保護に蕎眼し、奮約全書にも現れナこ「利足の禁」を支持するの外、

第八世紀には羅馬法王「グレゴリー」二世が令を登して、寺領内

に於て債務拘留Schu1凸a｛七を禁止し、且つ此制度の非難すべ

きものなる事を明かにした事等もあつた。

　大艦此穣な駅態が第十二世紀の頃迄縫績しナεが、十字軍の後．

激洲の纒濟界の規模獲大し、且つ金銭取引盛となるに連れ、實
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際上の必要から、先づ伊多利の商業都市に於て飼al乱蚤d瀬o

丘d6ntia若こ．ぐは、s飢vus　conductu3なるものが行はる＞に1至つ

テZ。部ち官憲が一種の保護欺gelei七briefを登し、之れに依つて

債務者は拘留から解放せられ、債灌者と和議をなす二とを可能

ならしめられたものであつて、元は不完全ながら羅馬法の知識

を借りたものとも思へる。併しながら鯨程例外の場合でなくて

は官憲は債権者の同意なくして之れを登する事がなかつπ故、

此方法も鯨り大した効能もなかつたらしい。

　純然たる羅馬法の系統を引いた、即ち今日のrモラトソウム」

の先鯛れともなるべきものは、第十三世紀の中葉に至り漸ぐ佛

蘭西虹に伊太利に現はれ、績いて、濁逸にも伊太利よ今移入せら

　　　　　　　　ゲネラルヤモラトリウム　　　　　 スペチアルヘモラトリウム

れた。此當時衙所謂r一般支沸猶豫」とr特別支沸猶豫」とが、理論

上にも實際上にも殆んど厩別せられなかつたが、併し先づ羅馬

法と同じぐ主としてr特別支彿猶豫」の部類に属すべきもの計）

であつた穣である。伊太利に方全ては一二五一年「マイジンド」に

て、皇帝rフヲードリヒ」二世（1212－1250）との戦後一般債務着

が八年間のrモラトリクム」を許可せられた。〔註一〕是れ恐らく

中世に於けるr一般支沸猫豫」の嗜矢であらう。他方恰も此當時

佛蘭西にr特別支沸猫豫」の前身とも見るべきものが現れ、第十

四世紀の初頭に至つて稽々完備せる禮裁を整ふるに至つた。而

して當時佛蘭西に於ては着々中央集櫻の實畢つたが爲め、「モラ

トリウム」の許與は、諸候より寧ろ國王の特穰たゐに至つたo



ユo rモラ｝リツ森』に關すろ研究

既事は當時登せられた無数の債務關係に關する法令よう推察す

る事が毘1來る。〔註一〕一三〇三年蚊に同一八年の法令〔駐二〕に

よれば、國王拉に其代官Lieuもen＆砧は猫豫状Le伽es　des　r6pi奪

を磯するの構を有する。併し一五三九年に至り、法令を以て國

王直轄の官廃が此特権を行使して、裁判所の司法運行を妨害す

る事を禁じ、〔註三〕次いで一五六〇年に至今、猫豫朕を登するの

権を裁判所に付與するに至つた。〔註翻而かも街國王直轄の官

羅に於て「モラトリクム」を許與する事跡を臨つに一至らないで、

反つて一六六九年「ノレドウイヒ』十四世（1643－1715タは、「モラト

リウム」に關する詳細な規定をなすと同時に、此特擢を以て自

己の專灌となし、裁判所に之を禁じた。幟卸

　〔註一〕Knie3一鳳0。斑n．ersteHalf乏e．S．229E

　磁二〕Or伽cesur1’乱d痴n圭stra毒1α】delaj・1sticedansl＆sさn6c｝auss6ede

　　　T・ulouse1303（Recueilg蝕6ralde弓1・ise飴rrets，T・・臨：肛・塾807。Nα

　　　397．）et・rdnancer㎝duesur＿。leslett鵬der6pitetd’6tatNotred我me

　　　曲ch3mpsdeP飢is25免▽rier1318（Re¢uei19舳6r飢etαTo臨m。

　　　群19軌Nα559．）

　〔駐…三〕　　Ord、ユance　sur　le　fゑit　de　lふjustice1539．

　〔陸四〕Ordn鋤ceg6n6我headuesurlesplei塾tesd’01e瓢c㏄etremonstr鋤oes

　　　des6亡a七鵠e曲16s批Or1鋤sdej窃vier1560・（：Rec・cilg6n6r凸1etcTom・

　　　X■V．p。80。No．8．）

　〔駐五〕Or戯cepourla曲rm3ti・血de岡usticedea・at1669，TitreVI

　　　I）e3repits．（R㏄ueil　g6n6raL　etc．Tom，XVI皿，p．369．Sie｝1e　auch　Reh・

　　　通e：一Gese血icとte　de3Han（1elsreehむe3，工βipz嶋　1914．S，181．）

　而して濁逸は如何と云ふに、濁逸は此法制を先づ伊太利より
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亨けた。その最初のものとしては、皇帝rヘンリー」七世（1308－

1313）が伊太利のrプレシア」に行在せる際、rエスリンゲン」市に

封し、「ユノソテンベルヒ」の「エー一ベノソハノソド」伯とのi交箏に依る

疲弊を理由として、猶太人に封する債務の支沸延期を許可し

た。〔註一〕之れが先例となつて、聯邦各領主は盛に其領民に封

し支沸播豫の保護状を許與した。例之一三七九年懊地利の「ア

ノレプンヒト」侯が領民「スプフアン・ニュノソンベノソゲノソ」に與へ

たるが如きその一例である。〔註二〕其間羅馬法研究の進捗する

に連れ、その内容も漸次完備するに至つナa。之れに關する猫逸

最初の一般的立法は、一五四八年の：Reic臨polizeiordnungの第

二十二節に存する。それ以來答聯邦は領主の名に於て皇帝から

rモラトリウム」を受け、領民は其領主から之れを許與せらる＞

を原則とし、稀れに緊急なる場合に限り、直接皇帝から許與を

受け得べきことが定まるに至つた。而して當時の思想として領

民の領外に封する債務は、結局其債務者の居住し且つ所属する

領土若しくは其領主の債務と見傲されたが故、領民の封外的債

務嵩み、困難する時は、領主が其聯邦の名に於て皇帝よりrモ

ラトリクム」の許與を受けセのであつた。

　〔註甲〕Wiener：一：Regesteαzur　Geschichte　der　Jude且1ゑDeutschlan（l　wah繋一

　　　end　der　Mittdalters7RannoveL1862．Tei1：L　NL142

　〔註二〕舳kenberg：一Sammlu紅gv・血㎜9・druckten，rare並Sc五ri銑enzurEr・

　　　1賎uterung　derer　I㎞hte　u！1d　geschichten　vou　Ik）utschlan（1．Fraむkfbrt，17

　　　51．No．Lxxxns282．



工2 fモラトリウム」に關する研究

　其後三十年戦雫（1618－1648）に至つて》戦鵬の爲め濁逸全土

疲弊の極に達するや、各聯邦は、此戦役に依つて益じナa債務に

付き、績々と皇帝よりrモラトリウム」の許與を受けた。即ちrゴ

ースラーノン」嘩一〕は既に一六二七年に、「クーノソ、フアノソツ」〔註

二〕は一六五四年に向ふ二十ケ年間、rナツサウ、ザーノソプリユツ

ケン」は一六六六年に向ふ十ニケ年間、而して其満期花る一六

七八年に両向ふ十ケ年聞、一「ウオノソムス」〔註……〕は一六七〇年に

向ふ十ケ年間、rホノソシュタイン、ゴトノソプ」は一六八四年に向ふ

五ケ年間の「モラトリウム」を皇帝から許與せられたと云ふ。こ

れは聯邦が皇帝から「モラトリウム」の許與を得た例であるが、

當時各個の領民も必要の場合領主から「モラトリウム」の許與を

得τ居つだ事は申す迄もない。而して濁逸では第十七世紀に入

つて、一方三十年戦役の爲め上述の如く此制度の繁用せられ沈

事と、他方當時恰も濁逸に於て羅馬法の承縫Rezepti的が完成

せるとに促がされ、「モラトリウム」に關する學理の進歩すると

共に、何時しか領主が領民に代つて皇帝からrモラトリウム」の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スベチアルヘ許與を受くるの制が跡を断つと入れ代つて、愛に漸く「特別支
モラトリウム　　　　　ゲホラルヤモラトリウム

沸猶豫」とr一般支沸獄豫」とが、其態標に就ても、將た其目的に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スベチアルヤモラ
就ても、劃然として匪別せらる》に至つた。而して「特別支沸
をリウム

猶豫」は其後一時頗る繁用せら軸、第十七八世紀の頃其絶頂に

達しすこが、同時に其弊害亦嵩み來つて、途に耐えすな弧第十

九世紀の初迄に各國とも之を磨止した。其経過は軌れ後章に之
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　　　　　　　　　　スベチアルそラトリウム
を述べる。以上は先づr特別支沸猶豫」の部類に入れられべきも

の》浴革である。

　〔謎一〕Mo8er卜Teu｛schesS舶飢s一：Rδc｝・も，Fr㎝k伽むu・Leipzig174伍4・TeiL

　　　S399．f巳

　〔註二〕　Sc｝10皿auer：一Dispu亀tio　juridica　de　liもteris　moratoriisetc．Hdmstadii．

　　　1704．S．4g．

　〔註三コDie　Zeitsc込曲，，Vo狐Rhein，一‘m19053一”E且Kapitel　Wormser

　　　Finanzgescねic｝te‘‘マonM：ax：Levy．

　中世時代には、既「モラトリウム」と似て非なるものが濁逸に

行はれた。所謂r貸借棒引」T6tung即ち是れである6これは領

主がr貸1昔棒引欺」Tδ七ungsbriefなるものを螢して從來の貸借を

棒引せしむるものであつて、支彿の延期を目的とするrモラト

リウム」と根本的に相異し、我國の「徳政」と全く同一である。

これは屡々行はれたもの、如く、例之、佛蘭西ではrフイリッ

プ」二世（1180－1223）が一一入○年にrノソドウイヒ」八世（1223－

1226）が一二二三年に、又國王「ウエンツェノレ」（1378－1400）が

一三九〇年に此令を登しす乙といふ。街此他澤山の例がある様で

ある。〔註一コ要するに當時欧洲に於ては、金貸業を螢む者は猶

：太入に限つたが爲め、此合に依つて迷惑する者は猫与孤立無援

の而かも世間から惜まれて居る猶太人のみの事故、國内領民の

債務が嵩むと忽ち此奥の手を出したものらしい。併し其後羅馬

法の研究の進歩と共に、此制度は羅馬法の精紳と相容れす、何

時しか漕滅するにi至つた。



ユ4r 「モラトリウム」に匿罰すろ研究

　〔註一〕Wi㎝er：一aa．0．

　　　　　　グオラマレヤモラトリウム
　中世に於てr一般支沸猶豫」の部類に入るべきもの騨菖矢とし

ては、前述一二五一年のrマイラインド」に於けるrモラトリク

ム」である。其後堂分例を見す、一五八七年に至つて西班牙國

王「フオヲップ」二世（1556－1598）は、…其所領「ネーデノンランド」

に於て、荒駿せる土地の所有者に劃しr一般支沸猶豫」を許與し、

磁国〕一六三一年即ち三十年戦雫中rプランデンブノレグ」も亦比

例に徹ひ、其後数同之れを更新した。一六三八年皇帝「フ野ン

ディナンド」三世（16374657〉は、其相綾旗たる「べ一メン」拉に

　　　　　　　　　　ゲネラルもモラトリウム
rシュレジエン」に於てr一般支沸猶豫」を行ふセ。嘩翻而して

其営時盛に聯邦が皇帝から「モラトリウム」の許與を受けた事は

　　　　　　　　　　　　　　ゲゆネラルベモラトリウム
前違したが、結局に於て之れはr一般支彿猶豫」と同一の効果を

齎したものであつテこ。事情斯くの如くであつたが爲め、「ウエス

　　　　　　　　　　　　　　　　ゲネラハヘモラトリウム
トファヲア」の講和條約（1648）にも此r一般支沸猶豫」に關する

條項挿入せられ、之に基き一六五四年の濁逸帝國議會では、戦

雫によりて生じた債務の三年間支沸猶豫を決議しπ。〔註蔦〕

　〔駐一〕G・theinミーGese五ichtedesKrcditsinDeユ｛sc1伽d・Einl・鼠XX

　〔註二〕Gothe1n＝一a，泓αEn1．S．XXIX．

　〔註三〕　SammlungンNeue　u．vo11standige　der　Reich脇bschied▽on　Kaiser　Kon。

　　　どad工£．bis1747．etc．FrankfUrta。Ml．1747．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲネラルヘモラきリカム
　之れ以來、欧洲大陸では戦事の勃登する毎に、「一般支沸猶豫」

が布かれ、且つ購和條約中にも之れに關する國際規定が設けら

る、の例となつナこ。即ち西班牙相績戦孚（1701－1714）に當り、
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・一七一三年皇帝相績領拉に濁逸に於て、叉一七六三年「シユレ

ジエン」、rボンメノンン」及びrノイマノソク」に於て、一七…七年蚊

に一七六八年7）爾度rメクレンプノソグ」に於てr一般支沸猶豫」が

布かれた。叉一八〇七年rチノソシツト」の購和條約後、普魯西で

は、土地所有者に樹し、無期限で而かも頗る有利な「一般支彿

猶豫」が許輿せられた。〔註齢〕

　〔註一〕Ver・rdnung略ege箆ei塾esGru・dbesitzem皿biwilligende甑ge捻e瓢血du1㎏

　　　uロd　wege血des　Verf乞hrens　in　Moratorien－S昂c五en　und　bei　gericLtlichα巳

　　　：Exe㎞tionen。Vom19．Mlai1807．（aus　S＆mm1．der徹r　die　kgl．Preus銑

　　　Staaten　erschienenen　Ges，u。Verordnungen　1806－1810，Be最in　1822）

　爾雍～九一四年世界の大戦に至る迄、欧洲文明國に於て憂災

に因つて此法制を施ける事實に十敷同の多きに達して居る。

〔註一〕帥ちこれを年代順に記列すれば次の如くである。

　〔註一〕Vg1，Meyer＝一Da3Weltwec五s31rec比Lもipzig，1909．Bd。IL賎54．

　　1）、一八一四年佛蘭西に於て、聯合軍侵入の爲め。

　　2）、一入三〇年同じく佛蘭西に於て、巴里擾胤の7こめ。

　　3）、一入三〇年白耳義に於ては、同年九月二十七日、十月二十三日、十一

　　　　　月三日の爾三度に亘り、右「プ即ツセル』假政府の命令か以て之れを

　　　　　曇し康。

　　4）、一入四八年填地利に於て、「プラーグ」の動胤か原因として、爲替手形

　　　　　の手携呈示の期問が延長ぜられ7㌔

　　5）、…八四九年濁逸に於て、「エーべかフエゆトJ蚊に「バかメンJの暴動に

　　　　　際し、同年五月十七日の命令を以て同地か支携地とする：爲替手形の

　　　　　支沸期日を十四日間延期しす㌔

　　6）、一入至八年濁逸「ハンザ」都市に於て濁遙爲替手形法第ニナ九條の適用

　　　　　わ乳“時停止ぜられすこ。



＆6 幅ラトリ「ウム」に關すろ砥究

　　　7）、　一・入玉九年伊太利「ぜアモン’ト」に於て0

　　　8）、一入六六年局じく伊太利「バソシ毛」に於て。

　　　9）、一入七〇年同じく伊太利「ローマ」に於て。

　　10）、　一一八七〇年佛蘭西に於て、讐佛開戦後問も簡なき同年八月十三厨附法律

　　　　　　な以て爲替手形に關庵ろ担繕登書作成期間描一ケ月間延長し、翌年

　　　　　　七月に至ろ迄数同之れか延長し顧σ詳細は後蓮すろ0

　　11）・一入七一年三月十三日「エかザス、ロートリンゲンー総督が爲替手形に

　　　　　　拒絶言登書作成期問か入日問延：長しアこ。

　　12）、一八八七年佛蘭西に於て、「モラトリウム」法案が提出ぜられ療・

　　13）、一九九六年伊太利「ミハリアJに於て。

　　14）、一九〇入年伊太利「カラプリエンJ競にfミハリア」に於て、火山爆婁の

　　　　　　爲め。

　　15）、　一九一一G佛繭西に於て事攣に際し曇すべ：き「モラトリウム」に關する法

　　　　　　律が公布ゼられた∩

　　1《）、一九一一年佛蘭西巴里に於て．大洪永の爲め巴里宛爲替手形の支沸期

　　　　　　日を十四β間延期1．アこ。

　以上の内、最も世人の浬目を惹ける、之れに因つて幾多の論

雫を惹起せるもの獄、帥ち一一八七〇年より七一年に亘れる佛蘭

西のrモラリウム」法であつね。帥ち同年七月十九日、佛蘭西の

rナポレオン」三世が進むで、普魯西に向つて宣戦するや、須奥

にして濁軍は佛蘭西の東方諸洲に侵入し來り、爲めに佛蘭西全

騰の驚駿一方ならす、諸般の交通拉に取引が極度に阻害せられ

セ。於是乎、政府は議會にrモラトリウム」に關する法律案を提

田し、後述の如く議會に於て有力なる反欝があづて盛なる論戦

があつだが、八月十三ロ途にr商業手形の期間に關する法律」が

公布せられ、流通謹券に關し一ケ月間の支沸延期規定せられ、其
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後敷同此期間が延長された。之に關し、種々法律論其池もあっ

たが、それは貌れ詳細に後述するとして、兎に角之れにより好か

れ悪かれ一般維濟界に甚大なる影響を與へたと同時に、蕾に佛

蘭酉に於てのみならす、猫逸、懊太利の學界、司法界乃至は纒

濟界に激しき論雫の胚子を播いたのである。

　其後最近に至つて一九一四年世界の大載勃登するや．欧洲各

國は機宜を失せす雫つて、これ若しくはこれに類似の法令を登

布し、以て李時欺態から戦時斌態に入る経濟界の激攣に備へた

のである。詳継は後章に之を述べるとして、例之、填太利の如

きは逸早く七月三十一日勅令・を，以て不取敢十四日問の一般的支

彿延期を規定し、次いで入月十三日「私法的金銭優務ノ支彿延

期二關スノレ勅令」を公布し、其後数同に亘つて之を修正した。

佛蘭西蛇に勾牙利は同じぐ七月三十一日、英國は八月二日先づ

之れに關する第一岡の法令を螢布し、其飽伊太利、瑞西、rセノソ

ゼア」、1一モン』テネグロ」、rノソPマ轟ア」、「ブノソガリァ」、希月叢、土耳

古「スェデン」、Fノノソウエ炉」、「プラジノソ」、「アノソぜンチン」等其

参戦の有無を問はす、此例に徹つナε。醗面〕但し濁逸は些か此

等諸國と異なつて、八月四日の聯邦墾議院の告示を以て、一般

の私法的金銭債務に就ては、裁判上の支彿猶豫蔵る方法を採用

し、軍に外國手形に就てのみ同十疑の告示を以て「一般支沸猶

豫」の法・制を探つたのである。

　〔註一隠〕　ZalmaP：一一K：ommen｛躍zロ讐neuen、駕【QraもG冠u斑sveτord㎏ung、Vまe篇，1914・
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Bd．　II。　S．　262．

第二節　其襲生並に襲蓬の沿革

　債務關係は、古代に於ける程債務者に劃し酷であつた。債務

不履行の場合には、蕾に債務者の財産に封する攻撃に止まら”重㍉

進むで其身上に迄鋼限を加へ、或は甚しきに至つては債穫者に

債務者それ自騰の生殺輿奪の権を興ふることがあった。rバピロ

ン」、「イズラエノソ」、羅馬、濁逸古法貌れもその例に洩れなかつ

た標である。〔註剛〕而してか、る法鋼は、東方議國では、債務者

の身腱は債務者の所有財産と同榛に債権者に封する一種の搬保

物と見徹し、古代羅馬の思想では債務不履行を魁會に封する一・

種の犯罪として之れを罰ぜんとし、叉濁逸古法では、債務者の身

髄を以て債務不履行の賠償に充てんとする考から生じたもので

あつた。債務者の身髄に劃する執行方法としては．簡輩に債務者

の身髄に就ての一切の穫を債穫者に附與する方法を初めとし、

債務者を奴隷として費却する事、債務奴SC｝・寝ldknec地債務拘

留Schuldh麟，導和喪失：F■iedlos等種々の方法があつた。嘩識

要するに歴史を遡る程に、其方法酸烈を極めたのであつた。

　〔註一〕Kuieこ一a轟0，Bα∬．ersteTe三1．S，218。

　〔註二〕SteinトGrロndrissdesZivilprozessrec五ts．S。247．

羅馬法も亦此例に洩れなかつたのであるが、時代を経るに從
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ひ漸次緩和せられ、途に皇帝が、窮迫した債務者に封し其情願に

依つて勅定を下し、債務履行の延期を許可するの例を開いた。

ヌ皇帝rユスチ昌アヌス」は、蟹族の侵入による國ニヒの荒壌を理

由として、rイタリア」拉に「シ・リア」地方に、債務の一部棒引

拉に支沸の延期を命令した事があつた。其詳細は後述するとし

て、これ等が先づ今日の「モラトリウム」の淵源である。

　降つて中古暗黒時代、欧洲に未だ攣人法Lex　b＆rb泓rommの

行はれて居つ泥當時には。此庭にも亦殆んど何等債務者保護の

途が講じられて居らなかつた。併し羅馬法の擾頭と共に漸次局

面輻同し來つて、反封の第一聲は先づ寺院に依つて撃げられた

のである。即ち第八世紀の頃、羅馬法王「グレゴリー」二世は、

令を登して寺院内に於ける債務拘留を禁じ沈。併し此の如きは

洵に微々たるもので、債務者の状態は依然として頗る悲しむべ

きものであつたが、其後纏濟組織螢達し、取引の規模籏大する

に連れ、か、る債務法の到底怨容すべからざるものなる事一般

に徹底するに至も、其結果として、前節に述べたるが如く、俳太

利の商業都市に一種rモラトリウム」の先身とも見るべきものが

登生した。それ’これの間、十字軍（1096－1270）の時代に入り欧洲

の経濟組織に大攣動を生じた時に當つて、恰も第十一世の末葉

伊太利の一角rボ・ナ」に羅馬法復浩の曙光現はれ、註繹法學者

Gloss旗enなるものが世に出でナa。此註繹法學者は時代の要求

に推され、羅馬法中から債務者保護に關する絶好の淵源を登見
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したのであつた。その螢見した所のものは大膿に於て前蔀に掲

げたものと同しであつたらしいが、随分その意昧内容を穿き違

へて居つた所もあつたらしい。〔註一〕

　〔籠〕VglH蹴dw6・terbuc五derSt麟5wissenschaft・Je臨190α：Ba・IV・a

　　　1345ff．

　十字軍以後に於ても、此rモラトリウム」の登蓬を助長すべき

敷多の幾多の事情が績出しπ。第一に十字軍以家厭洲には戦働

縄えす、戦飢と其結果たる勢力の不足との爲め、田畑山林は至

る所荒康に鋸し、土地所有者主として貴族は甚しき困窮に陪つ

た。か》る場合諸侯は屡々地租の減免をなし又時としては賠償

をも奥へて土地所有者の困窮を救ふたが、〔註一〕それとても何

程の事もなく、而かも諸侯夫れ自身も十字軍以來の戦飢で財幣

を傾け端して、其困窮亦此等貴族に當らざるものがあつた。そ

こで兎角政椹に近い彼等は、御手盛のrモラトリクム」乃至はr貸

借棒引」によつて其難關を切抜けんと試みたのである。その後

r貸借棒引」は浩滅した爲め、彼等は釜々此rモラトリウム」の方

法を飢用しπ。而して彼等一昧の利害は概ね一・致する所から、

先づ前節に述べたが如く領主が聯邦の名に於て、皇帝から其邦

の一切の封外的債務に付きrモラリウム」の許與を受くるの手

　　　　　　　　　　グネラルヤモラトリウム
段を登見し、進むで「一般支沸猶豫」なる便宜の方法を探る起

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲネレラルしモラトリウム
至つたのである。されぱ第十六七世紀に於けるr一般支彿猶

豫」は、土地所有者の債務に限らる、事も多かつナε（前節参照〉。
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　〔註一〕Recueilg6n6r飢etqT・瓜H、P・80＆N監392．

　第二に十字軍以來欧洲の纒濟界は一大登展をなし、商人は以

前の如ぐ地方取引に曇如たらす、廣く國外と交易をなすに至

り、其手は遠く地中海より東方諸國に迄及ぶに至つた。而して商

人階級は、十字軍の結果による貴族階級の困窮に反比例して猛

々其勢力を増大し、塗には伊太利の市府、獅逸の「ハンザ」同盟

の如き、淘に王灌を凌ぐ程になつたのである。然るに商人なる

ものは時と場合とに依つて事業の盛衰あるもの故、其一時的窮

追を凌ぐには此「モラトリウム」はその最も便利とする所、爲め

に彼等は其肚會的地位を利用して、事ある毎に領主より此恩悪

を蒙らん事に努力し沈。而して彼等の欲する所は、貴族の夫れ

と異なつて純然たるr特別支彿猶豫」であつた。如上の有標で彼

等に「特別支沸猶豫」の法令が利用せらる、事盛なる爲め、途

に一五四八年Reichspolizeiordnungには之れに關する一一般的規

定が定められ、〔註一〕爾後此種の法会が屡々登せられた。斯く

の如くにして三十年戦孚の頃迄には「モラトリウム」は、その貌

れも肚會経濟上不可敏の制度として頗る利用せられる、様にな

つた。是れと同時に、元來其登生の當時に於ては、必要に慮じ

殆んど之れと擦る所なく各個の場合に定められたもの故、何等

統一的内容をなさなかつナZが、其間羅馬法の研究の進捗と共に

漸次整美の域に至り、此當時に至つては完全なる法律的騰系と

爲し、從豪兎角混同され易かつたr一般支沸猫豫」とr特別支
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沸猶豫」との目的態標等が劃然ど匪別さる、に至つた。

　〔註一〕：Re角rma伽guterP・五zeizuA疑gu3purgkU聴ericht1548，Tiも2環

　　　3．”Vonverdorbenen：K我u田e繭en”．

　嘗時rモラトリム」に關し新紀元を劃し乾るものは、かの三十

年戦雫（1618－1648）であつπ。此戦雫の爲め欧洲諸國は國を暴

げて困磨疲弊の域に沈喩し、其窮鯨の策として大規模なる「モ

ラトリウム」帥ち、「一般支沸猶豫」、拉に皇帝の聯邦に樹する

r特別支沸猶豫」が相次いで行はれ陀。其結果一六四八年の「ウ

エストフアリア」の購和條約にも、「一般支彿猶豫」に關する條項

挿入せられ、之れを基本として一六五四年の濁逸聯邦會議は、

戦雫によつて生じた債務の三ケ年間に亘る支彿猶豫を決議した

事は前笛既に蓮ぺたるが如くである。而して此猫逸帝國議會の

決議は、r一般支沸猫豫」に關して長大なる六ケ條の條文（§§1

70－175）を割いて、

　1．支彿の猫豫を得くべき債灌の種類拉に其猶豫期間。

　2．利率の引下、蛇に其支沸方法。

　3．元本償還の方法。

を規定したが爲め、爾後「一般支沸猶豫」の登せらる、毎、其準

擦たるに至つた、i其當時濁逸にては恰も羅馬法の承縫が絡つた

のと、如上の如く此制度繁用せられた爲ダ）、學者の此制度の研

究に意を濃ぐもの多く、從つて之れに關する数多の著作論文も

著は、れ，、此制、度は頓に登達し沈。
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　其後第十八世紀に入つてr特別支沸猶豫」が一時盛となつて面

力》も途に消滅しナこ事情は別に節を改めて蓮ぷる事とする。1叉領

主が邦土全禮の爲め皇帝からr屯ラトリウム」の許與を受くるの

方法は、三十年戦雫の頃を絡りとして消滅したが、反之「一般支

沸猶豫」は爾來今日に至る迄樹事ある毎に利用せられ、同時に

内容も亦完備し、例之、一八〇七の普魯西のrモラトリウム」法

の如き、至燈十五條よりなり、総べてに亘り細心に規定せられ

てある。蓋し近代に至つて各國の経濟組織盆々尼大すると共に

頗る入り組むだ有機禮を組織するに至今、一旦事あつて國民経

濟組織に大衝動を與へられた際には、か、る纒濟手段を是非必

要としたからであらう。且つr一般支i沸猶豫」は「特別支沸猶豫」

と異なり、一國最高政策によりて決定せられ、何等凱人的の關

係なく、從つて彼に於けるが如く官私腹を合せて私曲を磐むの

鯨地なかりしにもよらう。

　而して「モラトリウム」に新紀元を劃したものは、實に一八七

〇年佛國のrモラトリウム」法である。即ち當時既にr特別支沸

猶豫跡を断つて、「塘ラトリウム．露るもの人の記臆より去らん

として居つた際であつたと、又從來のr一般支彿猫豫」帥一八〇

七年の普魯西に於けるrモラトリウム」法に至る迄は、r一般支

彿猶豫法」は主として戦後経螢の爲め登せられ、其猶豫期間も

長期に亘つて居つたが、普佛戦箏の秋に當つては、第十九世紀

に於ける科學の進歩に基く新肚會経濟組織とrナボレオン」法典
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に依つて開拓せられπ新しい法律制度とを背景として、此「モラ

トリウム」法は、實に季時より戦時に入る緊急の手段として用ゐ

られ’、i其期間も從來と異な蔭僅力》一一ケ月と定められ，ナZるカヂ：如き

（尤も後に数同延長せられたが）、從凍の「モラトリウム」と全く

異つた態様拉に立場に於て現はれたカ）らである。

　引績いて世界の大戦勃登するや、從來羅馬法系の國に於・ヂの

み登達蚊に利用せられπ此法制が、世界各國殆んど総べてに利

用せられ、引いては今同我國にも移入せられた次第なのであ

るo

第三節　「特別支彿猶豫」Spez烈mora－

　　　　torium悪用の歴史と其消滅

rモラトリウム」と云ふものは、例之村正の名刀の如きもので

ある。之れを善用すれぱ其稗盆する所鮮少ならすであるが、其

利用の途を誤まり、或は之れを悪用する事あれぱ、其弊の及ぶ

駈途に知る可からすである。而して此r毛ラ回ウム」を許與す

るの專権は、浩革上常に施政者の手中に存した關係上、此制度

は常に飢用せられ、中世から近世に至る此制度の浩革と云へば、

就中r特別支彿猶豫」に就ては即ち其飢用悪用の澹革であつたと

云ふて過言でないo

　中世組に於けるr貸借棒引j　T伽ngは．要するに當時金貸業
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を猫占して居つた猫太人虐めに外ならなかつた事は前節に述べ

た。叉領主がrモラトリウム」許與の特権を利用して其配下の念

を救ひ、或は斯ぐして恩恵を與へ、以て萬一の場合に役立沈せ

んとし忙例もある。〔註一〕それ，等は我國の「徳政」と全くi其規を

一にして居る。〔註二〕

　〔註一〕Ordnanee　de　Paris，25．飴vrier1318。餓0。

　〔註二〕　三浦博士著法制史の研究、七七二並に入〇四頁等参照

　降つて第十六七世紀の頃に至蔭、経濟界の登展に俘ひ、此制

度の必要壇して來つたと同時に、其内容完備し、法律的騰系を

整ふる様になり、其必然の結果として手績頗る繁雑となり、且

つ其許與を情願するに當つては、一定の租税納入を必要とせら

る、に至つた。そこで一般の人民には其窮追の際此制度に頼る

事全然不可能となり、結局中流階級以上、就中大商人のみの利

用し得べき制度たるに至つた。此の如く此・制度が一般的のもの

でなく一部階級の者の便宜にのみ供せらるべきものとなるや、

同時に贈賄、講托、詐欺等盛に行はれ、途には殆んと牧聚すべ

からざるの欺態となつ泥。

　領主が聯邦の爲め皇帝から「モラトリウム」の許輿を受ぐるに

當転屡々宮中に勢力ある者の口添へを懇願した事あり、〔註一〕

叉一般人民の中では悪辣な商人は、其財政危機に瀕した鐸でも

ないのに、詐って「モラトリウム」の許與を受け．若しくは一度其

許與を受くるや、其間に財産若しくは、叉：新たに獲得した利盆…を
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隠慧するとか、甚しきは負債嵩むや先づ國外に逃避し、其庭か

ら或はrモラトリウム」の許與を受け、或は之れを脅喝の種とし

て無理矢理に債務者をして支沸の延期に同意せしむる等、随分

此制度は、其本來の目的たる一時的支彿不能による破産を豫防

せんとする事から離れて、反つて財産壇加の手段として利用せ

らる、事が多かつたらしい。雌事は當時の古文書中にも屡々記

載せられつあるを見受ける。〔註二〕叉當時の諺に「モラトリウム

は地獄の沙汰」〔註三〕と云ふ様なのもあり、』叉有名な藪訓詩作家

rロノソレンノ・一ゲン」〔謹卿のr蛙と土鼠との戦雫」〔註五〕中にも

　　　　「此時悪魔は地獄から、

　　　　　　　日延べの御沙汰書を持つて來ナε。

　　　　　そんな事なら肉屋が鐵や鋼を持ち出しても、

　　　　　　　世の人は文句なしに品物を差出すだらう。」

と云ふ句もある位で、如何に此制度が世人から呪はれて居つ泥

力）や孚唖るカ》るo

　〔註幽〕VgL　Zei乏sch雌，yom　Rhe漣‘紘aD・皿・1905・

　〔駐二〕忽B．Christoph　Kuppeロefs　Schri銑vom　Wucher，：Leipzlg150＆（D：e

　　　　Geschichte　des　Wuchers　iゑDeutsc肋d　vo丘Neuma加．H醐e．1865．S

　　　　606E）

　　　　これは長丈のものであろが其一笛に

　　　　，，＿＿Nun　vormerkもauc五，das　etzliche　betr三gliehe　kau且£uもe　sein　in　kur・

　　　　c鴉niarenine三nboszefurne鵬agekom㎝，unn幻so，wensieireng1残u－

　　　　bigeun　eine　mergkliche　summe　geldes　scぬuldig　worden　seiP，so　welden

　　　　sie　eyseren　oder血ren　gen　straszburgk　unn　en廿au飾11（unn　d泓s　五eisst
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　　man　nun　ezur　czeit　auff奮es重anden）unn　erwerben　dan　priviIegla・我der　re－

　　seripta　von£ursteu　unn　steもen，d薦man　solche　czu　e士zI…chen　iare賦血ichも

　　通㎝eP，η翫chrechtliche皿au曇urdernk飢・n・ぬmagk・・一‘‘

〔註ミ〕”Qu1nquennelleaSeh・renindieH：6He恥“

〔註圏〕　飾lieぬhagen，Georg．　（1542－16Q9）　有名亨よ敏創ll詩f乍1家てfあろと同時1こ、

　　激育家として永く「マグデプ1レゲ」の宗教學校：Domschule　i其飽の校：長の

　　職に在つアこ。

　　　Fro£c五meuεelerは彼の傑作であって、「永一マ・一凶の詩な振って、當時

　　の政治朕態か看風刺し7こ作であろo

〔註五〕Aus：Ro11enhageゴs，，：Froschmeuseler，“Tei11LCap。14・”D我bringt

　　derTeu免1翫usderHe1L：EynSe五utzbrie促mi士der◎u1nquenne1，Da

　　wird　der　Fleirchm呂nn　St＆hl　un（1：E玉sen，　Da，wiU　man　ihm　die　g枇er

　　weisen．“

　か、る弊風その停止する所を知らす。第十七世紀の絡に於て

は、所謂r恩恵的支彿猶豫」Indultum　gra七iaeなる壱のが生する

に至つた。〔註鱒〕　これは何等の條件を要せざる「特別支彿猶

豫」であつて、領主は頗る之を鼠用したらしい。〔註二〕それが源

を尋ねて観ると、一五九入年西班牙の「フイジップ」三世が其師

位蚊に大婚の記念として、其所領rシ・リア」王國に封しr一

般支沸猶豫」を許與したに濫膓する。

　〔註一〕Schuler：一D三ss飢atiQjur油cain歌ngumliset銭giessae17虹S103．

　〔註ニニ〕　　Freundeberg＝一De　rescriptio　mσratoriis　etc．】㌔1【我rpurgi　1629，ccncL9。

　　　S。73．Nr。1．

　．以、ヒ蓮べた所は、主として猫逸に於ける事情であるが、其飽の

國々も其例に洩れす、例之伊太利の如き諸侯これが許與の令を
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飢登して、良民頗る苦しむだと云ひ、〔註㎜〕佛蘭西に於ても同

様の次第で、一六九九年のDecl雛a七io虹にも此創度の弊か説い

τゐる。〔註二〕

〔註一〕Fre媒ndeberg：一包．a。O・c・ncl．亀74．Nr．1．

〔譲二〕：D6cl凱rぬ・nsurl’・rdonna！エced’浦tetr6diもdem我B1673P・rtantr6－

　　glementsurleslettresde・6画VersaiUes2ad6cenエb∬e1699（Reoue」1

　　9血翻eもc・T・m．XXp。348ウ

　如上の動くrモラトリウム」の鼠用甚しく、就中第千六七世紀

に入つて「特別支彿猶豫」に就て殊に著しかつた。併し何分之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆれが與許の擢は皇帝若しぐは諸侯の手中にあり、且つ當時は專

制時代であつたので．如何にそれが戯用せられやうとも、陰に

非難する者はあつても、後難を催れて表立つて之れを批難する

者はなかつた、尤も皇帝若しくは國王の側で自登的に一五四八

年の　：Polizeiordnu簸9　とか、一六六九年のOrdnance等が登せ

られ（前節参照）、之れに關する相當な制限を設けた事もあつた

が、之れとても愛飲家の禁酒の決心と同様何程の効果もなかつ

た次第で、此制度飢用の弊は、此劒度曇生の當時から、一般の認

むる所であつたが、如何ともなし難く、途に其儘となつて居つ

たのである。

併しながら時代は獲轄した。第十八世紀に入つて、自由民椹

の思想生じ、三椹分立の學説現はれ、民椹漸く伸張の方向に向

ひ、過去の專制政治から近代の立憲政治に轄移せんとする趨向
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現はる、や、積弊の権化たりし此制度に就ても、亦甚大なる打

撃がなくては濟まなかつたのである。之れが結果として、先づ
スペチアルヤモラトリウム

r特別支彿猶豫」許與の樺を裁判所の專穰に蹄せしむるの法制が

現はれた。此法制に憂移する第一段として、一七四八年の普魯

西のCodex　Eredereei蹴usには、確定せる判決に基く彊制執行

に封しては、國王若しくは司法省に宛てナa情願を以て其執行を

免る》事を得ぬものとし、但し一般破産法の規定に遵つて特別

の場合彊制執行が停止若しくは取滑されナこ時は、裁判所は之に

劃し異議を挿むことを得すして、直ちに其事情を司法省に報告

t、且つ債椹者の債構保全の爲め相當の手段を藍すべきものと

規定した。〔註一〕進むで一七九三年の普魯西普通裁判所法は、

〔註二〕「モラトリウム」許與の権を全然裁判所の手に移し、且つ

之れに關して詳細なる規定拉に鋼限を設けた。又佛蘭西に於て

は一五六〇年・rdmnceを以て「モラげクム」許與の権を裁判

所の專権としたが長績きしなかつた（前々節参照）。併し一八〇

四年のrナポレオン」法典は再び此主義に立戻り、裁判所は債

務者の朕屍を観察したる上、愼重の浬意を以て相當なる瑚間内

支彿の延期蚊に強制執行の一時停止を命する事を得る旨を定め

た．（篠棄三農四）。

　〔註一〕C・dexFrederecianusv・n1748．Ti1・XX疋V・をを33．34。

　〔註二〕Pret鵬aUgem。Gerichts・rdn㎜gv・n179aT飢ITitXLV皿罷1・

　　　116．
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　併しながら此の如き党協的方法に満足せす、登然此制度を葬

り去らんとする主張が漸次勢力を得て來た。此鋼度即ち「特別

支彿猶豫」の屡止を明言した最初のものは、實に一七八一年の

懊地利普通判裁所法第三五三條である。〔註』〕之れに勢を得、第

十九世紀に入つて猫逸に於ては、契約自由の原則、司法灌の猫

立なる立場より此制度塵止の氣勢盛となり、途に各聯邦は憲法

上の明文を以て全然之を禁止し、叉は特別なる例外としてのみ

之を認むる榛になつた。全然之を禁止するに至つた聯邦は、「バ

イエ〃ン」（Verfassungsqrkundev．1818・Ti七・VIII・§4・）「ザクセ

ン」王國（Ver｛a蕊v．1831§54・）rザクセン、コープノソグ、ゴー

タ」（Sta挑sgrundgesetz　v・1852・§57・）「ク・一ノソヘ』ツセン」　（Verf・

＆ss。v。1828・§129）、rノぐ一一デン」（：Edik七v・馳VIIL1832・〉rブ

ラウンスシュワ・イグ」（Neue工la’n．dso：b抽粍so：rdLv・1832・§209・）立立

に「オノソデンプノソグ」（St照tsg・一ges・v・1852・§49）であつて、特別

の例外として之れを認めたのはrノ・ノーバー」（Verfass．§9）であ

つた。〔駐二〕

　〔註一〕DieallgemGerichtsordnungvom1．皿ai1781・

　　　：K我P。XXXI工馨353，Kαn晩hinis七einemS曲励de（M：oratorum）

　　　nihDtmeぬrstattzu8eben．

　〔註二〕BetLd・e・bigenVerf£U’rk．vgl・Posen艦一：DieStaatsve漁ssmge巳

　　　desErdballs，Charlottenburg，1909．

　普魯西に就ては其纒過少しく異なり、一入五〇年蓬は．上述の

　七九三年の普通裁調所法が効力を有し、裁判上のrモラトソ
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ウムが認められて居って、同年一月欝一日憲法施行せられて以

來、事實上に於て行はれすなつたが、別段明文を以て之れを禁

じた謬ではなかつた。而して一八五五年の同國破産法にては．

総債擢者に封する「モラトリクム」を禁止し、唯個たの債穫者に

封する債務に就でのみ、其元本拉に利子に相當する捲保を供す

るによつてのみ一年間の支彿延期を許可し得る旨を定め、而か

も手形債権拉に商行爲より生する債灌に就ては、其適用を除外

しナZ（異築藤〉。それ故、之れ以來普魯西に於ては此制度が事實上

に於て禁止せられねものと見る事が出來る。但し徹底的の禁止

は途に猫逸聯邦組織後の事業となつた。

　一入七一年一月、普魯西多年の宿望陀る濁逸の統一成り新猫

逸聯邦帝國組織せられて以豪、猫逸國内に漸次統一法典が施行

せらる＞に至つ泥。於是乎一八七七年の民事訴訟法は其施行法

第…四條に於て、又同年の破産法は其施行法第四條に於て、之

れに關する磨止規定を設けた。帥ち前の規定は各個債権者の債

権に到する「モラトリジム」を、後の規定は総債権者の債権に封

するrモラトリウム」を磨止する旨を定めた。

　今日裁判上のrモラトソクム」の残存せる國は佛蘭西であるが

〔註一〕同國では之れをrモラト死クム」と欝せ鳳が故に、今日に

於てrモラトリウム」と云へぱ、r一般支沸猫豫」を指すに外なら

ない。

　〔註一〕Zac五ari氏・Crome3－Haudbユchde鐙轟ロzDsi亀c五enCivilrec輪．Freiburg
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】」　B．1894．　Bd．II．　S．330．



第三章　史上に現はれたる「モラ

　　　　　　1’リウム』の季既観

　　　第一節　羅馬時代の「モラトリウム」

　此制度の淵源は之を羅馬法に求め得る事、蚊に當時行はれた

ものは、主として「特別支沸猶豫」の部類に薦すべきものであつ

た事は前述の如くである。而して當時の法制は至つて簡輩で、

窮迫せる債務者の講願によ）、塘保提供を條件として皇帝は勅

定の形式を以て支彿の猶豫を許可し、以て債務者をして債務不

履行による制裁よウ免れしめたのである。此制度に關する淵源

として、儒帝法典から左の如き條項を抽出する事が出來る。

　第一㌦勅法典第一編第十九章第二條：L2・Codex：LJ　Tit19・

　　皇帝r・ンスタンチン」がrセヅエノソス」の地方長官に與ふる

　　の勅定

　　　輩に験が勅定により債務者に封し義務履行の延期を許す

　　　べき事のみが問題なる場合には、其者が嘆願書を提出す

　　　る事其者の自由とする。云々。（三二五年五月二三日）

　第二、同第四條1ゑCodex　L：L　Tid9・

　　皇帝rグラチアヌス、ブァレンチアヌス、テオドシウス」が

　　「フローノソス」の地方奉行に與ふるの勅定

　　　債務者に封し支彿期限延長の同意を與へたる勅定は、其



34r 「モラトリ『ウム」に關すろ研究

　　債務履行に關し充分なる推保の提供せられたる場合に限

　　り其敷力を有する。（三八二年二月二二β）

第三、勅法典第七編第七一章第八條1・8・Codex：L・V皿Tit・

　71．

　皇帝rユスチニアン」がrイオアネス」の地方奉行に與ふるの

　勅定

　　之れは些か長文であるが債椹者和議の方法が定めてある

　　ので、要するにr皇帝は屡々債務者に恩寵を輿へて破産の

　　厄を免れしめる。部ち債椹者1亡封し五ケ年の支沸延期若

　　しくは債務者の財産譲渡の貌れかを撰揮すべき事を命

　　じ、且つ之れによつて債務者の名聲を殿けざらしめ、街

　　何等の刑罰を受けざらしめる。此場合債権者相互の間に

　　その襲れを撰揮すべきかに就て意見一致せざる時は、1債

　　椹額の超過せる方の意見に決し、債権額同一なる時は債

　　構者の人敷の多敷なる側の意見に決し、爾者共に相一致

　　する時は、債務者の利盆沈るべき五ケ年の支沸延期に決

　　する。」と定めてある。

第四、法學全書第四九編第一四章第四五節第一〇條L狐

　§10』Diges七。XHX．田i七14．

　　國庫に劃する債務者に就ても、其請願ある時は、期限を

　　定めて納入を命すべきものとし、総べて判事の自由なる

　　意見に依つて裁判する。但し互額に昇る時は三ケ月以内
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　　　の期限とすべく、夫れ以上の期限を附するには皇帝の裁

　　　許を受ぐる事を要する。

　以上は先づr特別支沸猶豫」の部類に驕すべき規定であつて、

r一般支沸猶豫」の部類に属すべきものに就ては僅かに一を探出

し得るに過ぎ鳳。即ち皇帝rユスチニァヌス」が、伊太利に於け

る束rゴート」王國を征服した際登した勅定rイタリア拉にシ・

リアに於ける債務者の爲めに與ヘセる法律」嘩邸〕是れである。

夫れは大髄に於て「此地方に於て野攣人占領の當時登生せる事

件に封し、本來の法律を適用するは種々困難を惹起するの虞れ

あむ、且つ野螢人占領なる事實は共通の災害なるに、其鳳状周

復の義務を一部人民にのみ負捲せしむるは不可能のこと故、フ

ランク侵入以前の債務に就ては、伊太利の李和同復後其債務総

額の二分ノーを打切り、利子は之を免除するものとする。質物

に關しては其滅失したる時は其儘とし、其他の揚合には本主に

蹄する」との規定である。

　〔註一〕　Schblh－a．a．O．S，Bd．皿．S，803．

　　　第二節　中世紀より近世紀中葉に至

　　　　　　　る時代の「モラトリウム」

第十一二世紀の交、伊太利拉に佛蘭西に此制度が現はれてか

ら、第十四五世紀の頃に至る迄の間は、此制度の未完成の時代

であつ惚事は前述の如くである。而して時代により、地方によ
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り、將た叉場合により夫々其態穣が是なり、且つそれに關する

古文書も稀れであるが故、今之を統一的に序蓮する事不可能で

ある。當時の「モラトリウム」とは、主として「特別支沸猶豫」の

部類に属するもので、皇帝が聯邦全膿に劉するrモラトリウム」

許與なる方法も、此時代の絡頃から現れて來たのであつた。要

するに此時代は、羅馬法研究の進捗に俘ひ此欄度螢達の時代で

あつた。今試みに一三七九年頃懊地利のrアノソプレヒト」公が領

民「ステファン、ニュノソンベノソゲノソ」に劃し登しナZ「モラトリウ

ム」許與の保護状の一節を掲げて見やう。〔註顧〕

　　，，Wir，Albrecht　etαbecトennen　uad　tunkunt　eもα，da3wir　unserm　geslrewen

　　Stepぬaa　dem　Numberger　uuserm　purger　zu　wienn　und　der　erbem　kathreyne

　　seiner　Haus丘awen　dureh　der　frumkeit　willen，die　wil　vo垣in　vernomen　llab－

　　en，diegnadhabe1・getanundtunaucぬ瓢itdembrieらdassiv・ndem

　　taga1；diserbriefgebenist，zwaiganz3Jars・cherselnsu11envoranePiren

　　geltem，siseinkr1steユ・derJuden，wansi・nsversprcc五enhabe夏ちdILs

　　si　dieselben　ir　gelter　ln　der　egen轟nnteu　zeit　r三chten　und　　bezahlen　wellen．

　　Davon　gebieten　wir　e｛nstlic：h　allen　Richteru　und　amptleuもen　und　aUen　an－

　　dem，den　der　br：ef　gez泓igt　wi耽uud　sunderl1oh．de皿sta，trich土er　und　dem

　　Judenrichter　zu　wienn，wer　die　ye　zu　d∈臓　zei‘en　　sind，un（i　weilent　ern．

　　stlich，das　si　denselbe益Nαmberger　und　sein　h歌us£raw　bey　d1ser　unser　gnαd　die

　　egenante丘istbeleibe・1翅euundcLainirrungdara凪unn・chyema！・鋤

　　d〕mge3敏enze伽deindh＆inenweg．etα

　〔註一ユSenkenberg＝一蹴0．
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第三節　近世紀中葉以後、就中濁逸普

　　　　通法に於ける「モラトリウム」

　近世紀に入b、佛蘭西に於ては一五六〇年一六六九年等の

Ordn＆nce．1濁逸に於ては一五四八年のReicllspolizeiordnung以

來の数次の法令に依り、此鋼度は漸く劃然たる法律組織を構戒

すると同時に、三十年戦争以凍所謂r一般支沸猶豫」〔註一〕なる

ものが猫立して、濁特の目的態穣を有するに至つた事は既に遽

ベセ所である。而して此時代に於ける「モラトリウム」なるもの

の法的構成を蓮ぶれば大髄以下の如ぐである。

　〔駐一〕　：Mlor飢oriumか分つてGe鵬ra1臓っr飢oriumとSpezi撮mor鵠oriumと薦

　　　すろか通常とすろが、仲には愛に所謂8pez煎m・r＆t・riu搬中総債構者に

　　　劃1するものをGeaeralindulち一部債横者に劃1すろものをSpezia1加duh

　　　と欝する場合あろ散注意を要すろ。（ZB・preuss・A・G・O・v．

　　　1793，丁鼠tLTit。47。§G貸）

第一欺総 説

第一、rモラトリウム」の法的基礎

　中世拉に近世紀初頭に於ては、rモラトリウム」は實際上の必

要に依つて産れ、學着は其内容の完成に心を奪はれ、根本の問

題沈る、元來此制度は理論、ヒ是認すべきものなうや否や、ヌ是

認すべきものとすれぱ其根擦如何等の問題には未だ何人も鯛れ

なかつプεのである。併しながら時代は愛轄した。第十六世紀に
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入う、後期註繹學派も亦途に凋落し、時代思潮であつた人滋學

涙の威免を享けて、羅馬法の精紳を閾明せ，㌧とするの氣勢畢る

や、學者は途に此閥題に迄立ち入るに至つすこ。其第一矢は先づ

第十六世紀の中葉伊1太利の學者によつて放たれ、績いて恰も羅

馬法の承縫≧絡れる當蒔の氣鋭なる濁逸學者に依つて纒められ

ナこク）である。

　伊太璃の學者は、先づ之れに關する根蝶を羅馬法に求め、衡

李Eg誼aeなる観念を以て説明せんと試みた。嘩皿培群、或る

一部の者が自己に何等の故意過失もなく、全く不測の災厄に依

つて損害を蒙つた場合．夫れを偶然にも其災厄に逢着した者に

のみ其損害を負罐せしむるのは肚會共存の原理に照して不衡李

なる故、多少な5と其不瀾の損害を肚會一般に分搬せしめんと

する所に此鋼度の生命が存すると云．張にある。而して「クシー

ウス」嘩笥の如き「此飼度は一の例外規定でめつて、此例外は

衡李の観念に基くものである」と云ひ、且つ之を以て紳』又は自

然の法則を引用するに外ならぬと説いて居る。

　〔駐一〕ZβA。α・e面us．”Onユnisexcepti・（箪・r漁riu誼・）esもinacquミ繍e

　　　f臨d飢aζ‘

　〔註二〕Cucc込ius3一”Dem・ra伽apr呂e8cr三pt’α・eTr乱c緬7“enもha1もeniu

　　　，，Tractatusillus伽umetcJur圭sc・nsu1｛・rumTomXV∬も‘，Nr・5・u・6・

　降つて第十七八世紀に至今、濁逸の學者は爾之れに目的論的

の理由を購して居る。帥ち此制度は一部の者の破産に依りも瀧

會全騰の秩序に封し悪影響を生するを妨止せんとするものでふ
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ると云ひ，或は樹一一歩進’むで、元豪此翻度は債樺者の罐利の溝滅

を目的とするものではなぐ．輩に其履行を延期せしむるに過ぎ

諏故、債樫者の立場から見ても、債務者が一時的支沸不能の鹸

態にある場合には、其；者を破産せしむるより、寧ろ支彿をi猶豫

して徐ろに債務者の支沸能力同復を待つ方有利の結果を生する

と主張しナこ。〔註個〕

　〔註一〕例一六五四年の獄逸聯打議會の決議第一七〇際に次の如き一籔がある

　　　恥＿．．，d出r＆ufwirunsd鍛nn仙ders＆chen艶瓢ere笈e讐wegen偽1ge皿醗

　　　：Relc加sa伽ng　und　Ordnunぎzl　der　algemeinen　Woh1勧rちεo　d徽血d慶

　　　GlaubigeruudSehuldnerbe33eどeVers三cLerungund，dam託m撒beider。

　　　SeitSimErid，R幽・Uad：E五nigke三tbeyeiR謡erSte滋enUUdも1eib鍛

　　　m6ge，entsc翫10sren．‘‘

第二、「モラトソウム」許輿の権を有する者

　「モラトリウム」許與の原穫を有する者は何人なりやに就ては

學説は結局羅馬法の思想を受け．領主に非すして皇帝なりとし

沈。而して皇帝の此椹を以て、其大椹中就中狡義の大擢の一種

な）とし、他方皇帝は免穫の行使を諸侯に委任し得る事を認め、

同時に皇帝に隷属せざる國王も亦此椹を有する事を認めセ。灘

して實際上に於ても一五四八年のReichspoHzeio虹nung以來、

皇帝が前遍の知く聯邦に封しrモラト琉ウム」を許與し、叉は其

所領にr一般支彿猶豫」と許輿せるの外、原期として各私入には

其優主がrモラトリジム」を許輿しナε。皇帝が直接私人に許與す

る事は全べ例外の場合の外行はれなかつた。
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且つ皇帝、國王蚊に諸侯の有する此権利は、性質上公穫の一

種であるから、之れによら私人の権利を渕限し得るは當然の事

で、只衡李の観念並に自然法若しくは紳意法に依ら制限せらる

＞の外全く無欄限；であると説かれね。

第二款r特別支沸猶豫」Spezi勘1mo麟ori砥狙

　スペチアルヘモラトリウム

　「特尉支彿猶豫」は、特定の債務者が、不測の災厄の爲め一時

的支沸不能に陥つた場合、公盆上の必要ありと認められ沈る時

に限今、其者の情願に依り許與せらる》ものであつて、之れが許

輿の灌を有する着は、皇帝、國王若しくは諸侯である事は既に述

べた。而して其目的とする所は、一個人の破産によ郵一般経濟

界に悪影響を蒙らざらしめんとするにあつて、元來公i盆的性質

を有するものではあるが、其間饗人的關係の存する事は否み難

い。而して債務者に劉し支沸の猶豫を許與する形式として、通

常其債務者に宛てた皇帝、國王若しくは諸侯の署名せる保護状

SCぬutzbriefを登した。而して此保護状は形式より云へぱ債務者

に宛てたものであるが、其實債穫者蚊に裁判所其飽魁會一般に

封する命令書であつて、債穫者に封しては其債権の取立を禁じ。

裁判所に封しては、支彿を猶豫せられた債権の取立に關する訴

訟の受理を禁止して居る。此鮎に就ては後述する。

第一　許奥の條件
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　rモラトリウム」を許與せらる＞に就ての條件は、時と場合と

によセ異なつたが、磁一〕學理上大騰次の如き條件の満たされ

テZ事を必要としセ。先づ其實盤的條件として、〔註謝

　第一、債務者が支彿不能に陥つた事は、債務者の故意過失に

　　基かざりし事を要する。從つて賭博、浪費等により窮迫する

　　も此恩悪に浴する事は出來ぬ。

　　　學理は此條件を以て最重要のものとし、一五四八年の

　　Reichspol玉zeiordnungをよ此謹明を嚴重に規定したが、實際上

　　に於ては蝕り働行せられなかつπ。

　第二、支彿不能は一時的のもので、全く無資力に照らざりし

　　ものなる事を要する。

　　　通説として債務者の財産撒態に於て、貸方が借方に超過

　　するか、少くとも爾者李均する事を必要とし、債禮者の要

　　求あれば、債務者は相當の搬保を供する義務あるとせられ

　　た。併し實際上は軍に債務者が必す猶豫期間経過後は支沸

　　ふべき旨の誓約をなせぱ足りたらしい。

　第5、支沸不能により破産に瀕せる事を要する。

　　　帥ち蕾に支沸不能の欺態がある計りでなく、債椹者から

　　訴訟の内外を問はす現に債務履行の請求を受け、破産に瀕

　　せる事を必要とする。

　以上の要件具備する時は、債務者は場合に慮じて、皇帝、國

王若しくは領主に宛て、支沸猶豫の嘆願書Supp欺を提出する
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ものとし、其嘆願書には次の如き書類を添付する事を必要とす

る。〔謎置〕

　第一、現在の支彿不能は、自己の故意又は過失に基《ものに

　　舞…ざる冒と立霊登するに足る書面、立立に宣誓を欝騒し沈財隔産目

　　録。〔謹圏〕

　第＝、右債務者に饗しCモ』ラトリウム」を許與するを相當と認

　　むる旨を記載せる地方官露の登しだ蕎文書。

　1以王の條件を履践するも必すしもrモラトリシム」を許輿せ

らる＞ものとは定まら澱。而して許輿朕の交付を受けナε場合に

な．必要ある毎に．債灌者若しくは裁判駈に封し之を呈示せね

ぱならぬ。

　〔鍵剛〕前鋤二述ベアこ所の第十七入澄紀に行はれアこ駈謂M・蹴。コi疑mgr甜ae

　　　に．は何等の縫…件も必要とし’なザつ瘡。

　（註識VgLCbr往dQ漁一D＆sマQmL・ndesiエer蹴・derSt欄wege鼠erteilte

　　　薙or＆toriu狙．Grei邸eld。1905．S．18．

　〔毒註三〕　　Re　Ic蝕spohze三〇rdロロng　vc11　15呑8

　〔駐摩題〕　Z　B．　die　ドIeuss。＆皿gem．Gelichtqor♂nung．Tei1工Ti虹47．壱　13。

　　　aue為▽9n工曲1：一Prakt三sc加Bei｛ragezur：Ree簸tsle五re肌玉一・r＆t・riu稿

　　　1798．Teil　I．S．3垂。ffち

第二　其適用より除外せらるべき債権

　債務者が「モラトリウム」の許輿を受けた場合には、其者に封

する一切の債務が一定期間内支携を延期せらる》鐸であるが、

公盆其飽種々の理由からして、或種の債樺は其適用から除外せ
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らるあ。

　初期に於ては大騰羅馬法の例に微つて、國庫に封する公法上

の債務を主とし．其飽領主に封する債務．寄託．嫁資Dos・鉄養

料、責懸代金、賃料拉に恩給に關する債罐及び未成年者．未亡人

拉に寺院に封する債務も亦rモラトソウム」の適用から除斥せら

るべきものとなしπ。然るに第十八量紀に入つて債穫者保護の

立場から、其適用よも除斥せらるべき債罐の種類増加琶られた。

〔註面〕之れに属する債擢は大騰次の如くであつた。醗翻

　〔誌㎜・〕　稀れには総べての債櫨に「モラトリウムJを漣用し7こ場合もあつ添o例

　　　へぱ一七一七年皇帝「カール」六世（1711－1740）がfメ〃ソンプルグ」の騎

　　　士に與ヘアこ「モラト号ウム」の如き、其例である。

　〔註二〕ZumDe槻，vg1M曲h一徽αTei11＆100猛

　1〉、動産不動産より生する牧盆、利子、果實等。但し元本

　　が何等の牧盆を齎さぬ時は塾「モラトリウム」乃許與を受け

　　得る事もあつセ。〔註劇〕

　　　〔註一〕ZumDe｛ai1，vg1．muh：一a．誌O。Tei11・S・100飢

　2）、軍に寄託せられすa金鏡、拉に債椹責却の代金

　3）、　費買の手附金。但し債務者が其責買の昌的物を所有す

　　る場合し限る。

　4）、不動産の使用を原因とする賃貸蚊に租借料。

　5）、被傭者拉に僕碑の給料、手工者蚊に日傭人の日當、r其

　　他俸給、報酬、及び児童藪養の費用に關する債椹。

　6）、後見人、保佐人、管財人等の職務上支出しセ費用。
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7）、市場若しくは公の競責場に於けるが如き、通常現金を

　以てすべき取引の代金。

8）、放行者の買入れ泥る品物の代金。

9）、國庫に封する公納金。禽不法行爲又は契約に基ける國

　庫に封する債務に就ては議論が一致しなかつた。

10）、寺院其飽の禮拝場、學校等に封する一切の債務。帥此

　等のものは國庫と同様に見徹されたからである。但し契約

　に基く、既等に封する奉納金、寄附金等の債務に就ては種

　々議論があつた。

11）、判淡確定し執行中なる債務。〔註一〕一旦訴訟が提起せ

　らるればrモラトリウム」の適用から除斥せらる＞との説、

　ヌ，判決確定せる時は除斥せらるとの説もあつすこが通説でな

　いo
　　〔註一〕　VgL　preu＄s．AG．0．v・1793蜜eiL　L　T焦47・を33・u・preus斗　aユ辱

　　　　Ig。Justiz一・rdn皿ng肌1713・鼠フ7・

12）、　日々の生活に宛つる爲め市場若しくは小責商人から買

　入れね日用品の代憤。之れは小商人保護の規定であって、

　若し債務者が極度の窮迫し居る場合には、之れも亦rモラ

　トリクム」の適用を受くる事があった。

13）、手形債務。此黙し關しては各地、各時代により異なり、

　最初は手形債務も亦「モラトフクム」の適用を受ぐぺきも、

　只其條件を嚴重とするのが通常であつたが、後に至つて漸
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次之を除外するの方向に向ひ、一七九三年の普魯西普通裁判所

法は、或種の手形債務に就てのみrモラトリウム」の適用を認め

ナz。〔註繍〕

　　　〔註一〕　Preus銭AG．0．▽．1793．Tei1工Ti七47・ぞ6（瓦

　　　『商人拉二之レト同等ノ権利ヲ有スノレ者ト見徹サグ・

　　　者、例之、工場主、藥捌師、自己ノ計算ヲ以テ爲ス水上

　　　運逡人、商業二從事スノソ猶太人、商業ヲ螢ム婦人ニシ入

　　　官磨ヨリ手形行爲能力者ト宣書セラレタノソ者2・、手形訴

　　　訟ノ判決二劃シ自己ノ爲メ「モラトリウム」ノ許與ヲ受ク

　　　ノ門ヲ得ス。其飽ノ債務者ノ・其手形債務二關シ、各個ノ

　　　手形債務者二劉シ「モラトリゥム」ヲ以テ封抗スノソヲコヲ

　　　得ス。但シ総債穫者二封スノソrモラトリウム」ノ許與ヲ得

　　　タノソ場合・・此限ジニ非ス。』

　14）、要式の宣誓を以て期日に於ける履行を約束した債務。

　　最初は寺院法の精紳から、か》る債務はrモラトリウム」の

　　適用を受くる事を得ぬものとしたが、實際上の不便からし

　　て法律家は之れに封する逃路を考へπ。印ちr不能は債務

　　を浩滅す」唯一〕の原則からしで、此宣誓は履行期に於て

　　債務者の支沸能力の存在を前提としすこものと徹した。

　　　〔註一・〕　　，∫【mpossibilium　llulla　obli9“io・‘‘

　15）、債務者が豫め如何なる場合にもrモラト覚ウム」の許與

　　を受けざるべく約束した債務。此場合も上述第一四の場合
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と同しぐ最初の頃は．此約束を、以て飽迄拘束力あるものと

した。之れは羅馬法の精紳には適ふて居るが、兎角債務者

は無意i識も輕卒も淺慮等により、カ》＞る約束を爲し易きも

ので、元來當事者本察の意思と合致せざるもの故無致なり

との説も現れた。通説はrモラトヲウム」は公の利i益を目的

とする規定故、：私人間の約束を以て景珊限せらる、事はない

との見解から、此譲1を探る様になつた。〔註団〕

　〔誌一〕Muh1：一蹴．αTei1LS．199．

第…　規定の内容

「モラトリウム」は結局次の三黙に就て規定を設くる。

　　第一、債務支彿の延期拉に欄彊執行の禁止。

　　第島．：利子支彿の程度拉に方法。

　　第竃、元本支沸の方法。

　而して其規定の内容は時代によ参多少異なるが、大騰に於て

以下の如くである。

第一、債務支彿の延期拉に強制執行の禁止。

　「モラトリウム」は債務の支沸を延期し、且つ強制執行を禁

　止する。而して有期なる事もあり、無期限なる事もある。期日

　に就ては實際上何等の制限もなく、時として十年、二十年に及

　むだ事もあつて、撹難ノ）聲昂まり、學者は原則として羅馬法に

　於けるが如く〔註麟〕五ケ年を標準とすべく、嘩二〕特別の場
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合にのみ多少長期の期問を許輿し得べきものと論じた。〔註謹

ヌ無期限なる場合には、最初の頃は同じく羅馬法に微つて、

通説は之を以て五ケ年の期限なりとなしたが、其後實際上に

於ては其取溝ある…迄は敷力存綾するもの乏なすに至つナこ。而

して延期の方法としては、前違の如く債務者に宛てたる保護

1状の形式を以てゼー方債擁i者に到しては、訴訟の内外を問は

す其債椹の行使を禁じ、他方裁判所に劃しては此種の訴を受

理すべからざる事を命する。〔註隙而して此債椹者に饗する

禁令は．時として慮罰を俘ふ事もあ外又蕾に債罐の行使の

みならす、其債灌の譲渡、移轄を禁じ、之れに反する揚合に

は其債灌を喪失する事を規定せる事もあつた。匿駒　こ、に

問題なるは、訴訟¢髭績中「モラトリウム」の許輿せられたる

揚合、其訴訟コ）運命如何と云ふ事で、樋説は此場合訴訟を却

下すべきものとしたが、巽穣第十九世紀に入つて裁判所は蕗

見解を離れ．rモラト7，ウム」は輩に張制執行を疎止するの敷

力を有するものであつて、事件の内容の確定を妨ぐるものに

非すとの見解から反封説を探るに至つた。〔註翻

〔註一〕　1．S　Codex．L．VIL　T三t．71．

〔註二〕　Arndt：一a．aC．S．436。

磁三〕Freundeberg：一・訊熟血C・nc1、X：LVIII，S・255・

〔…翻〕Z．BM・rat・rimde3Kalse㍗FerdinandIII（1637－1657）f丘rChur・

　　両1zv・n1654。（Seh備1・er3鴫a・αS44）

，，Un隻lgebiehten幅u仔aUenundjedenObrigkeitenuHdins・nderheiも
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meb　gedac｝1毛es　C五urfdlsτen　in　der　Pf乞1tz　habendeu　Creditoren，wo

die　allenthalben　im　Heil　Relch　gese～sen　seyn，das　si　職i｛seiner　Lbd。una

dero　］し＆ndea　u！ユ（I　U皿terthanen　obbestimnユte　　Zei愈　亡ber　obver～tandener

I進as3eu　】n　（｝edult　steぬell　und　dieselbe　d＆rwie（1er　mit　Arresten　　Exekutions

pr㏄εssen7noch　i【1ande撃　weise　und　wege　nic批　bek蓑mmern，　aufbc五ten，

noch　b㏄c五weren，　fondem　dfeselbe　bey　unser　KayserL　Verordnung　ruhig

un（I　unturbire七verfieiben　lassen；．．．．．．‘‘

（S・eh餓・c五M・蹴・r三u皿Ilerz・gv・nOste㍑eichv・n1379．拓a・α）

（註重）忽B．Mor蜘rium　des　Kaiser：K乏逸rl　IL　f伽die　Sもadt、Wor狙s，1670

　　（Zeitschrift”Rkei【Σ‘‘a．a，O，IV㌔1905）

　，，Ebenmagsig　geb1eten　wlr　d三ckbesagter　Stadt　Wcrms　C盤editoren　sam加塾d

sonde箆，bol　Verlust　ihrer瓢dieselbe　habenden　Forderungen｝1iermi七e蹴

stlick　und　wolIenンdas～ie　ihre箆n（iie　Stadt　pra，etendiereude　Sch撮de【x＆ロ

我ndere　und　fremde　noeL　mよehtlgere　auf　ke量nerley　We至ss　noch　Weg，wie

gdchesgescねehenn6ge，alieniren7cedlrenund置berl窃ssen，oder▽er如ssem3

sondern　sich（！esse訟aユ1erdings抽bthuen，enthalten　und　m貢ssig　gehen．．．．．．‘‘

〔謹六〕　Seuf琵践：一Ar＆i▽fur　E環scゑeidllngen　der　oberstengerichte　in　de馨

deut．S伽ten』Bd　XIV」S．119．（Urtei1▽．13，：L1826）

第＝、利子支彿の程度拉に方法。

　　利子に就ても亦「モラトジウム」を許與し得るや、拉に「モラ

　トヲウム」により既に支沸時期の到來せる利子の額を逓減す

　る事を得るや否やに就ては、論議一致しなかつた。三十年戦

　孚以前に於ては之れは鯨り問題とならす、主として寺院法の

　影響を受け通説は利子に封する「モラトリウム」の適用を是認

　して居つだが、其額の遊減と云ふ事は行はれなかつた。然る

　に三十年戦箏以来此問題が非常に喧ましくなると同時に、其
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　額を逡減し得るや否やが問題となつた。併し當時の経濟状態

　頗る逼追した所から、學理の如何に頓着せす、一六五四年の

　濁逸聯邦議會では、三十年戦雫に基く債務に劉する「モラト

　リウム」に關し利子四分ノ三の逡減を決議した。〔註圃〕それ

　が先例となつて、rモラトリウム」中少くともr一般支沸猶豫」

　に就ては、利子の支沸延期のみならす、其逓減をも認むるに

　至つた。

　　〔註一〕Re油sabseLiedv．165生ぞ173．

第…、元本支沸の方法。

　　最初の程は軍純に債務総額に就て一定年限若しくは無期限

　の支彿猶豫を與へ、從つて此期間が絡了すると、債務総額を

　一時に支沸ふ必要を生じ困難を惹起した。そこで上述一六五

　四年の帝國議會の決議は、三年の猶豫期間後、其債務の額に

　從ひ公李なる見地より、二年乃至七年の期間を設けて、分割

　償却すべき旨を定め沈。〔註一〕此例は爾後「特別支沸猶豫」に

　も準用せられナε。

　　〔註一〕ReichsabscLiedv・16肱撫anぞ172・

第四　其取消拉に絡了

一旦許與せられたrモラトリウム」も次の原因に依りて取清さ

る』を原則とする。［註燗〕

1〉、債穫者が、元來債務者に於て「モラトリクム」の許與を受
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～
　　くべき條件備はらざる旨、若しくは詐欺行爲を以て其許輿

　　を受けだ旨を立讃した場合。

　2）、債灌者が債務溜に劣らざる程度で窮迫せる旨を立澄しね

　　場合。

　3〉、債務者逃走の虞ある場含。

の、猶豫期闘中、債務者の故意、過失を以て、財産欺態を盆

　　力不良ならしむる傾向ある場合。

　　て註一〕S油eObemdorf3一臨鉱0．S．26．31．u3且，（10嬬Z〔t臨

．叉期限の到來の有無を問はす。「モラトソウム」の敷力溝滅す

る原因としては次の場合がある。〔註画〕

1）、rモラトリウム」を許輿せられた債務者の死亡。是れ帥ち

　rモラトリウム」は封人的に許與せらる、もだからである。

　但し豫め許輿款に其敷果が、其者の逡産に迄及ぷ旨を定め

　　られてあつた場合は此限むでない。

2）、債務者が猶豫期間中に、其債務辮濟に充分なる程度に支

　沸能力を同復した場合。此灘に就ては異論もあつて、學者

　の中には、一旦許與せられた以上は、其後に於ける債務者

　の財産状態如何とは關係がないと論する者もあったが、飴

　説は實際には探用せられなかつた。

3）、債務者がrモラトリウム」の利盆を樋棄した場合。

　〔註一〕S油eOわerndo漁一a凸（λ£3LdortZitatα

　　　第三欺「一般支沸猶豫j　Genera三mo麟orium
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　r一般支彿猶豫」の・部類に薦する「モラトリウム」は、主として

三十年戦孚以後に於て行はれたものであつて、帥ち不濁の鍵災．

主として戦雫により経濟界の困難に立至つ泥場舎、皇帝若しく

は國王が、其事鍵により困難に階れる債務關漂を救濟するの必

要あbと見徹したる時、法令・の形式を以℃登布せられた。而し

て之れが利盆を受くる者の範園は、事攣の大小により一定せす、

或は一般に及ぷ事あく、或は商人、貴族、土地所有者若しζは

戦雫によら損害を蒙れる者等と限定せらる、事もあつたが、要

するに封人的でなく…般的であつた。其適用を受ぐる債灌に就

ても亦一定しノなかつたが、大騰不動産上の牧釜、薮養料、給料

等前節第三款に掲げたものは、其適用から除外せられた。延期

の期間は全く一定せす、時としては無期限に延期せられた事も

あった。嘔一〕利子は多くの場合多少逡減せられ、元本に就て

は多く分割支沸の方法が規定せられた。兎に角、此制度は痩災

のあつた場合に限蔭登せられたもの故、r特別支彿鱈豫」程豊富

な例を有せ諏が、其主なものは既に前章に掲げすZ。（註二）

〔註一〕　Preusモ・MQr呂torium－Verordnu疑9マon1807．a渇．（｝を1，

〔註二〕　就中一入〇七年の普魯西の「モラトリウムJ法は、最も新らしく、且つ

　　其規定詳細を極めて居ろが故に、以下「一般支沸猶豫」の實例として、其

　　大瞠か揚げて見ろ。

　　第一、同國に於けろ総、べての土地所有者の総べての優務、帥ち：元本並に

　　　　利子に適用あξを原則とし、但し債樽者が債務者アこる土地所宥者が、

　　　　土地以外の財産態以て其債務毎辮濟すろ資力鑑）ろ：事態立諜しアこ時は
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　　之か除外すろ。

第二、次に揚ぐる債穫は其適用から除外ぜられろ。

b
　
、
　
、
　
、
　
b
　
、
　
、
　
b

1
2
3
4
5
6
7
8

田畑に非ざる土地駈有者の嘉上債務の利子o

商人7こる土地所有者の身上債務o

租税、公課。

扶養料。

給料、養育料等。

手工業者の手當、日當、其勉日常の支彿。

賃借料並に用盆賃借料。

寄託物に關し支出しアこ費用等。

第三、次の場合には、土地所有者巽ろ債務者は「モラトリウム」の利釜を

　　主張し得ぬ。

　　　1．戦争開始前、跣に差押、強制管理開始ぜられ、若しくは訴訟

　　　　の提起あつ伽場合0

　　　2、　土地の管理宜敷を得ざろ揚合。

　　　3、　猫豫期問中土地虜有者が、其敬盆を：利子の支沸若しくは、戦

　　　争によろ損害の同復に利用ぜぬ場合。

第四、総べての勇上債椹者ば、猫豫期間中に其債櫨か登記簿に記入すろ

　　に工り、不動産上の物懐を取得する。

第1五、，此「モラトリウム」は、何等裁鋼上の手績か要ぜすして、土地所宥

　　者六る債務者に與へられす誌のとする。但し債櫨者が、其債櫨に就

　　琶「毛ラトリウム」の適用なき事か主張すろには裁鋼上の手績に俵ろ

　　事か必要とすろ。

第六、其地詳細の壽占に就ては、一七九三年の讐通裁鋼所減第四十七章（特

　　別支沸猶濠に關する規定1の規定に一部攣更を加へて、準用し☆o

第四款rモラトリウム、ユの封外關係

中世より近世に掛廿て、萬事排外的であつたが爲め、法の敷
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力範園に就ては、絶蜀的属地主義が探用せられて居た事は申す

迄もない。此rモラトリウム」に就ては、夫れがr一般支沸猶豫」

であれ、或は「特別支沸猶豫」であれ、夫れを許與若しぐは公布

しナε皇帝若しくは領主の所領に於てのみ敷力をを有し、爾又r侍

別支沸猶豫」は身上的特権たりし結果、皇帝拉に領主は其所属

民にのみ許輿し得るものと認められて居つた。勿論皇帝は各聯

邦の意向如何に拘らす其領土一般に於てrモラトリウム」を許與

若しぐは公布した事は論を侯たぬ。備営時に於ては國際間拉に

聯邦間には頗る報復的思想盛んであつたが爲め、他國若しくは

他領よりの報復あらん事を恐れ沈所から、一般に「モラトリウ

ム」は、其所薦民以外即ち飽國人若しくは他の聯邦の人民に封

し敷力を有せざる原則が行はれて居つた。以上の事實は、かの

一・六五四年の猫逸帝國議會の決議中にも現はれて居る。〔誼一〕

〔註一〕鼠17生derReic五sabschied，1654。（徽0・）

　　”Dami七aめer　glei曲wol　durcL　obgeεe｛zte　regulas　die　Schanken　der　bil；

　　Iic麹eit　nit血berschri亀ten　und　in　richtigea唱a、chen　alle　ver騨颪rru勲g　und

　　weitlau丘gkeit　verh廿te七werde，so　wir（I　davon　aussgenommen

　　6。Was　ein銀jussor　oder　eiP　expromissor癒r　einen　andere血allberei亀

　　　La毛bezahlenm渡ssen・dernocム㎞銑igaus討erhalbde3Reichs，wod紬

　　　constitutionnitb伽di9，bezahlenmuss・

　併しながら第十八世紀に至り、國際法の基礎確立し、國際問

の相互主義が認めらる、に至つて、此「モラトリウム」も亦國際

的性質を帯ぷるに至つた。「どユツタF」が創めて「揚所ト裁判
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籍トノ・行爲ト其敷カトヲ支彿ス」1cus（et　foru憩regi毒ac毛Um

（eもe窪ectum）の原恥を塞げて、「モラトリウム」法は、外國入た

る債権者も亦承認すぺきものと主張した。〔註一〕爾來國際法の

曇達と共に、rモラトリウム」の國際的關係に就き、一八七〇年

の「佛蘭西の「モラトジシム」法に至る迄の間如何なる學説難に

實例が存しすこかは興昧ある問題であるが、何分材料敏くる所あ

つて途に研究し孝尋ざるを遺滅とする。

　〔註一〕　　P疫t撫r：一Hisもorische　E無七w二ekerung　der　heutigeロ　Sもa晶ts．Ver魚ssじ臓9

　　　Gb究tingen31788・



第四章　現今の監モラトリウム』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲホラルヘモラトリウム
　現今に於てrモラトリウム」と云へぱ、大髄r一般支彿猶豫」を

指すに外ならぬ事は既に述べた所である。故に以下輩にrモラ

　　　　　　　　　　ゲネラルヘモラトリウム
トリウム」と云へぱ、r一一般支彿猶豫」を指すものと御承知あ秘

たい。而して現今の「モラトリウム」は、第十九世紀に至つて全

く其目的態機を異にするに至つた。即ちrモラトリウム」は戦箏

其飽の事憂に因り一國経濟界が突然の攣調を呈した際、其過漉

期の非常手段として利用せる、榛になつた。〔誰姻〕而して之蜘

に關しては極めて最近の例を除いては、嘩二〕豫め何等糠るべ

きの基準なく、其必要を生する毎に制定公布せらる、と、其警

景たる経濟事情は時と庭とに因つて鍵化あう到底蹄一すべから

ざるものなる所から、此「モラトリウム」法の内容竣に態様は各

國に於て、將π叉國を同じふするも各場合に依つて著しき差異

あるを免れない。而かもその關係する所多岐にして複i難、或は

法律行爲に、或は契約に、或は手形法に、或は國際私法に、至

る所に關連を生する事以下に叙違するが如くである。

　〔駐顧〕　，此瓢に・就ては、第二章第二鯵照o

　〔註二〕例之、一九一〇年の佛蘭西の立法（次節参照）。

　併しながら羅馬法以來の洛革を有する此’制度には、亦自ら動

かす可からざるの根本観念が有するが如く見受けられる。目分
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は之れを骨子として、現今に於ける「モラトリウム」法の大髄の

法的構成を試みて見たいと思ふ。惜むらくは之れに就いて未だ

統一的に研究せる著作なく、止むなく自分で組立つたもの故、

慧に満たざる所多いが、之れは他日に補正を期する。

第一節　各國の『モラトリウム』法の概観

先づ本論に入るに先立つて、一八七〇年の佛蘭西の「モラト

ジウム」法を初として、各國乃「モラトジウム」法の：大髄を：叙遽

して置くを以て便宜としやう。〔註幽〕

　〔駐一〕本笛に蓮ぶる場合の外、歓洲に於ては駈謂「歳の市」Messeに於て、其

　　資買に冠り携出し～、手形ば、Mes～eの終ろ日若しくは夫れより一定日敷

　　存経i過ぜろ日を以て満期日とすろが、i春し何等ザの理由1こ俵り　：Messeの

　　期間が延長ぜらろ』時は、此手形の滴期日か亦延期ぜられアこ事となろo

　　（VgL　Gr豆R加t：＿WechseIsr㏄ht，1鵡ipzig．1897．Bd　L　S373。dort　Zi・

　　観e，）

第一款英 國

　Chi土tブs　sもutes，Vo1．XVIII（19144916）pp。166．＆472477．

第一、支沸猶豫法（八月三日）

　一九一四年世界の大戦勃登と同時に、英國は八月三日先づ議

會の協賛を経てPostponemen七〇f：paymen乞s　Ac七（p．pA、を公

布し、其第一條に依為政府は勅令を以て、爲替手形其飽の流通

謹券、拉に一切の契約に基く支沸の延期をなし、且つ随時其規
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
定を憂更するの権を委任せられた。之れに基き爾後敷同に亘勢

以下違ぶるが如きPrOd勘mationが登せられた。一般に此等を

P「oc臨m頗on　as　to　moratorium　と：欝して居る。

第二、手形勅令（八月二日）。

　其第一鞭として此法律の公布の先立っ事一日、同月二日に政

府は、所謂B皿一proc1＆m薇on（B』P．）なる布告を登し、之れによ

）、爲替手形（小切手拉に一覧彿手形を除く）にして同八月四日

以前に引受濟のものは、再引受を爲すに依つて、一切の手形關

係人に封し元來の満期日より一ケ月目に満期日到來するものと

見徹す、但し再引受の日から新満期日迄の間、再引受當ロに於

ける英蘭銀行割引歩合に依つて算出した利子を原手形金額に那

箕したものを新手形金額となす旨を定めた。

第…、第一回勅令（八月六日）。

　綾いて八月六日、同じくP・P・A・に基き、所謂：Firs七gener＆X

proclamation（：F．G』P・）を以て次の如く定めだ。即ち之れによ極

「モラトソウム」の範園籏張せられ、八月四日以前に振出されね

爲替手形（小切手拉に一覧沸手形〉、同日以前の日附を有する流

逼謹券（爲替手形を除く）、若しぐは同日以前に締結せられた一

劫の契約に關し、其支彿日が九月四B前に到來する場合には、元

來の満期日より一ケ月目に満期日到來するものとなし、但し夫

れが九月四日以繭に當る時は九月四ロに満期日が到來したもの

と見徹した。但し別に利子の約定なき場合には、元來の支彿期
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臼が八月六日以前に到來せるものなれぱ伺日から、然らざる場

倉には元來の支彿期日から現に支沸はるぺき日迄の間、八月七

日に於ける英蘭銀行割合歩合による利子を附すべきものとし、

爾此布告は、債務者が満期日以薗に支彿を爲すを妨げすとした。

且っrモラトリウム」の適用を受けざる債務として．次の如きも

のを馨げた。

1）、

2）、

3）、

4）、

5〉、

螢銀拉に給料に關する支彿。

支彿に當り五碗を超過せざるべき債務の支沸。

諸税。

海上運邊料に關する支彿。

「ブジテン」諸島以外に住所を有する者、ヌ1は同島以外

に螢業の本擦を有する商店、會就拉に團髄の債務に關する

支沸。但し同島内に螢業風若しくは支店を有する者、商店

會肚若しくは團髄の同島内に於て生じた債務を除く。

6）、一八九三年の信託法第一節蛇に其飽現行の法律に基き

被信託者が投資する事を鴛べき株式、公債若しぐは債券に

饗し支沸はるべき配賞金若しくは利子の支彿。

7）、紙幣登行銀行の其螢行せる銀行券に關する債務。

8）、　政府が直接聞接支彿ふべき一切の支彿。此内には養老

年金をも掩含するものとする。

9〉、　一九一一年の國民保瞼法拉に其修正法に基き、個人若

しくは就團の爲すべき一切の支彿。
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　10）、一九〇六年の勢働者賠償法鮭に其修正法に基く一切の

　　支沸。

　11）、信託貯金銀行の預金着の預金引出に關する一切の支彿

　最後に以上の規定は同年八月二日のB』P．の規定を愛更すお

ものに非ざる旨を定めた。

第四、第二同勅令（入月十二日〉。

　入月一二日に至り、亦々Second　general　Proclalntio且（S・G・】λ）

登せられ、之を以て八月六日の：F慨1λは次に掲ぐるものにも

適用ある事乏した。帥ち

　1）、呈示のあつた際、引受人が八月二日のB・P・に基き再

　　引受を拒絶した爲替手形（小切手拉に一覧沸手形を除く）。

　　但し此場合には其手形の呈示せられた日以後の利子を附す

　　べきものとする。

　2）、大英國領土若しくは其保護領内に磐業の本櫨を有する

　　銀行の債務の支彿。

　以上の布告に依りて支沸を延期せられた債務は、九月四日以

後漸次に新支彿期日が到來する筈の所、政府は衙支彿猶豫を績

行するの必要ありと認め、此等支彿を延期せられた債務、拉に

九月四日から十月四日迄に支彿期日の到來すべき同種の債務に

就て、術一ケ月間満期支彿の期日を繰延べた。同時に此布告は

利子の支沸、拉に新支彿期日以前に支彿を爲す事を妨げざるも

のと定めた。
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第五、第四同勅令（九月舟日）。

　九月下旬に至り、政府は尚此支彿猶豫を績行する必要ありと

認め、九月三十日に最後の　Prodam醐onを公布し次の如く定

めアε。

　1）、八月六日のEG』R拉に八月十二日のS・αP・の第二

　　項に掲げられた債務にして、猶豫の結果なると否とを問は

　　す、十月四日から十一月四日迄の間に満期支沸の期日到來

　　するものに就ては、大禮同布告の規定を準用して尚一ケ月

　　間支彿期日を繰延べる。但し既に此等の布告により猶豫せ

　　られて來た債務に就ては最後の満期日より三日内に利子を

　　支彿は諏時は、債務者は此布告の利盆に均霧する事が出來

　　露ものとし、筒地代拉に小責商の責懸代金にも、亦此布告

　　は適用せられぬものとしね。

　2）、八月四日以前に引受られ十月三日以後に満期日の到來

　　する爲替手形（小切手拉に一覧沸手形を除く）に就ては、八

　　月二日のBJλが適用せられる。帥ち再引受を條件として

　　一ケ月間満期日が繰延べられる。而して此種の爲替手形が

　　満期日に呈示せられ、支彿もなく再引受もなき蒔に於て、

　　引受人が明自に再引受を拒絶せざる場合には、其手形の満

　期日は総ぺての關係人の爲め一ケ月間繰延べられ沈るもの

　　と見徹す。而して元來満期の日から現に支彿れべ：き日迄の

　　聞の、元來の満期日に於ける英蘭銀行割引歩合に依つて算
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　　出し泥利息を、原手形金額に加算したものを新手形金額と

　　する。

　　3）、十月四日以前に満期日が到來して、上蓮の諸布告によ

　　り支彿期日を延期せられた総ぺての爲替手形（小切手拉に

　　一覧沸手形を除く）にして、其最後の満期日に呈示せられ

　　ナaるも其支沸なかつ沈場合には、絡べての手形關係者の爲

　　め、満期日が其呈示の日から十四日間繰延べられπものと

　　する。但し其期間内は呈示の日に於ける英蘭銀行の割引歩

　　合に依つて算出しナご利、慰額が加算せられる。

第六、手形法に關する特則を定めたる法律（九月十三日）。

　以上を限うとして英國に於ては支沸猶豫は打切られたが、別

に同年九月十三日rブリクン諸島外に於て支彿はれぺき爲替手

形に關し、現今の戦雫に基ける特別規定を定めたる法律」〔註剛〕

を公布し陀。其第一條に於て、支沸地がrフつテン」諸島以外に

存する爲替手形に就ては、一八八二年のBill　of　Exc五＆nge　Ac七

第四六條の規定に基ぐの外、若し其支彿の爲めにする呈示が、

戦雫の直接間接の影響により期間内に行ふ事が出來のか、又同

様の事情によむ支沸地との連絡不安全の結果其呈示を爲す事を

得ざりし場合に於ても．何等逞滞なきものと見微す旨を規定し、

其第二條に於て、此種の手形が戦雫の直接間接の結果喪失した

る場合には、裁判所は手形訴訟に於て、公謹人の認謹せる手形

謄本、其池裁判所の相當と認むる立謹方法を以て、手形の成立
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を立謹せしむる事を得る旨を定めすZ。

　〔註一〕　An＆c七to　make　provisioゑin　connection　withも｝1e　preεenもw鑓　with

　　　respect　to　Bil珀　of　Exc五aPge　payable　outside　t五e　British　Iぎands．18th

　　　Sept．191生

　　　　　　　　第二款佛　　蘭　　西

　　　　　　Riviere：一1‘ois　usueUe3．　P離is．

　佛蘭西は一八七〇年以來、爾三度「モラトリウム」法を公布し

た。その大騰次の如ぐである。

第一、一八七〇年の「モラトリウム」法。

　佛蘭西は普佛戦箏の開戦當初、八月一三日r商業手形ノ期間

二關スノレ法律」（官報第一八四號）嘩一〕を公布した。之れは全

ニケ條よりなり、其第一條に於て

　　　本法公布前二署名セラレタノソー切ノ流通謹券二劃スノソ償

　　　還講求構保全ノ爲メニスル拒絶謹書ノ作成其他ノ行爲ヲ

　　　爲スヘキ期間・・一ケ月間之レヲ延長ス。此期間内二於テ

　　　ノ・裏書人其他ノ手形債務者二樹シ償還講求ヲナスコトヲ

　　　得ス。但シ満期日ヨリ支携ヲ爲シタノソ日迄ノ利息ヲ附ス

　　　ノレコトヲ要ス

と定め、第二條に於ては、從軍中の軍人軍薦に封し、戦孚の縫

績中何等の訴求を爲すぺからざる旨を規定しテ乙。術此の「モラ

トリウム」は、翌年七月迄敷同勅令を以て其の期間を延長せら

れた。
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〔註一〕：Loirela伽eaux6c五6ance曲齪tsdeoom皿ercedu13ao飢1870．

　（BuUet1n曲1・isN・。18猛）

第＝、一九一〇年の1モラトリクム」に關する法律。

一九一〇年に於て、一月廿七日と十二月廿四旧と二同に亘勢

法律を公布し、rモラトリ1ウム」に關する一般的規定を・置いた。

1其全文次の如くである。

「流通讃券二關スノレ償還講求灌保発ノ爲ニスノソ拒絶讃書ノ作成

其他ノ行爲ヲ爲スベキ期間延長ノ件」（一九一〇年一月昔七ロ）

Loidu27」鋤vier1910．rel醐ve為1易proro9醐o亘desdeヱ鵬

aespr・七6tsetdes錨esdes伽6s翫c・丑serverlesrec・鵬enma一
七

iらredevaleursnegcci乞bles．

第一條　軍隊ノ動員、公共ノ災厄、ヌ！・國、縣、市町村ノ管理

　若シクハ監督二薦スノソ公共事務ノ停止アリタノソ揚合二於

　テ、政府ハ命令ヲ以テ、流通謹券ノ償還請求灌保全ノ爲

　メニスノソ挺絶謹書ノ作成其飽ノ行爲ヲ爲スヘキ期闘ヲ、

　全國二亘り、若シクノ・一地方二限リ延長スノソ・トヲ得。

　　議會開會中ニアリテヘ前項ノ延長・・満辮日ヲ超過ス

　ノγコトヲ得ス。閉曾中ニア”ノ・延長期聞ヲ更新スノソコ

　トヲ妨ケス。

第二條本法ノ・「アノソヂエリー」轟モ之レヲ適用ス

r水害地方二於ケノソ支沸期日延長ノ件」（一九一〇年十二月廿四

日）Lddu24d6cembre1910，tend＆n塘bpr・r・gati・ndes
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6ch6ancedanslesd6P鑓七me紬三n・血d酷

　　右ト圃一事情アノソトキノ・、同一條件二從ヒ流逼謹券ノ支擢

　　期日ヲ延長スノンコトヲ審尋。

　此等法律第一同の適用として、璽十一年一月、巴里の大洪水

に際し、政府は閣令を以て、支彿地を巴里とし、同一月廿六日

より二月十六日迄の間に満期日の到來すべき爲替手形に就て、

二十日間支彿の猶豫を爲した。其規定は簡軍のもの故、此庭に

は省略する。

第置、一九一一四年の「モラトリ：ウム」法。

　一九一四年世界の大戦勃登に當り、政府は、上記一九一〇年

の法律に擦り大統領合を鵬て、一・九一四年八月一日以前に振缶

され、幟国〕同日より同月十五日迄の間に漏期日の到來すべき

流通讃券に就ては、償還講求樫保全の爲めにする担絶讃書の作

成其飽の行爲を爲すべき期間を三十日間延長し、且つ同一期間

支彿期βを延長した。

　〔誼剛〕入月五日大統領令を以て「七月三十一日以窮」と修正ぜられアこo

　同八月一日の大統領令を以て、七月舟一日大統領令の定むる

支彿の猶豫は、銀行拉に信用機關に封する預金蚊に當座勘定残

高にも適用せらる、ものとし、但し総額二百五十法以下の時は

全額、夫れを超過する場合には其五分の沸出を請求し得る事を

認めすZ。

　八月五日に至り議會の協賛を経て1一流通讃券の支彿猶豫に關
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する法律」を公布し、其第一條に於て、銀行拉に信用機關に封

する預金若しくは當座勘定獲高、其飽の預金謹書、並に金額沸

戻の爲めに作成した小切手領牧書、其飽の謹券は、一九一〇年

一・月膏七日蚊に岡年十二月廿四日の法律の適用に關しては流通

謹券と認めらる、旨を規定し、第二條に於て、政府は動員の縫

綾中拉に戦時栽態の絡了する迄は、公共の利盆…の爲め、麗令を

以て商事拉に民事に關する義務の履行を簡易にし、若しくは之

れに關する規定の敷力を一時停止し、其池時敷、訴訟手績、拉

に登記．登録に關し適當の規定を設ぐる事を得る旨を規定し

ナz。

　此法律に基き、八月九日に至り大統領令を以て、可なも詳細

の規定を設くると同時に、み述七月飛一日、八月一日拉に五日

の大統領令を磨止した。大膿を掲くれば次の如くである。

第一條　一九一四年八月四日以前二振出サレ、同年七月珊一

　日以後九月一日以前二満期日ノ到來スル流通謹券二就テハ

　其期限ヲ三十日間延長ス。本條二謂フ流通謹券トノ・爲替手

　形、約束手形、小切手（但シ振出人自身ノ呈示シタノソモノ

　ヲ除ク）、逡金小切手、倉庫質入謹書トス。

　　國庫宛二護行シタノソ流通謹券ハ本條ノ適用ナキモノト

　スo
　第二條商人間二於テー九一四年八月四日以前二供給セラレ

　タノレ商品ノ代憤支沸ノ義務・・、三十日聞之レヲ猶豫セラノソ。
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　　　本條ノ規定ノ・特別法律ノ支配ヲ受クベキ株式取引所叉ハ

　　商品取引所二於プ行ノ・レタノソ諸取引ニノ・適用ナキモノト

　　スo

　第三條に於て、三十旧間の支彿猫豫は同年八月一日以前に成

立せる一切の私法上の金銭債構に就て適用ある旨を規定し、第

四條に於て銀行預金の引出に關する詳細の規定を設けず～。

　叉八月十四日に至り、同じく大統領令を以て、一定金額以下

の家賃に關し九十日間の支沸豫猫を規定しすこ。

　街八月廿九日に至り大統領令を以て、以上の支携猫豫期間は

街三十日間延期せられ、最後に十月廿七日の大統領令を以て向

ふ六十日間延期せられ、之れを以て畢りを告ぐるに至つた。

　此等「モラ砂クム」法は「アノソヂエリー」にも適用せられ、且

つ以上述べた外、會就配嘗金の支彿播豫、利息の支彿方法、滑

滅時敷の進行停止等に關する大統領令が公布せられた。

第三款猫 逸

Sinもe瓢is：一F血皿【u．Wir魯chaf鵠pQIi蝕he　Kriegsg㏄e伽

　　　　　1914．Berlin，S．65－97．

　濁逸の「モラトリウムJ法に：就て注意すべ：き事は、濁i逸に於ては、一般の私法

　的金銭債務に就ては、裁劉上の支携猶豫なろ「特別支沸猶豫」に麗すぺももの

　㌧み認められ、他國の如き「一一般支搬猶豫」は：或種の外國：爲替に就てのみ認め

　らる、事に注意か要するo

燭蓮では開戦すると早速に、八月四日議會の協賛を経て、r戦
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胤二際シ聯邦墾議院二経濟上ノ塵分ヲナスノ権ヲ附與シ、拉二

手形拉昌小切手法二定ムノソ期間ヲ延長スノソノ法律」〔註麟〕を登

しrこ。

　〔置一〕Gesetz芭berdie：Erm軸tigungdes：Bundes蝋szuwirtsc五a銑1ich㎝

　　M朗snahmeゑund丘ber　die　Verl乞ugerung　der：Fr三sten　d鈴Wechse1．u：1d

　　Scheckrec11七s　im：Falle　krieger三scher　Ereignisse▽．4．Augus七，1914．（RG

　　BLS．327．）

其第一條に於て、r戦箏二基ク事憂ニヨリ、手形上ノ椹利拉二

小切手二關スノソ償還請求穫ノ行使叉ノ・保存二必要ナノソ行爲力、

不可抗カニヨリ期聞内二之ヲ爲スコトヲ得ザリシトキノ・、其行

爲ヲ爲スベキ法定期間ノ・、其障磯ノ去リタノソ後右行爲ヲ爲スニ

必要ナノソ期間丈、但シ少クトモ其障凝ノ去リタノソ時ヨリ六日（但

シ日曜祭日ヲ除ク）ノ間幟胴〕之ヲ延長ス。」と定め、績いて其所

謂不可抗力の例として

　1）、手形行爲ヲ爲スベキ地、敵軍二占領セラレタノソ片。但

　シ交通二必要ナノソ施設ノ行ノ・ノソ・場合・・此限リニ非ズ。

　2）、手形行爲ヲ爲スニ就テ必要ナノソ郵便連絡ガ、正規ノ如

　ク行ハレサル場合。

を學げたが、八月七日の告示を以て、荷之れに

　3）、爲替手形若シクノ・小切手上ノ椹利ノ行使若シクハ保存

　二必要ナノソ行爲力、外國二於ケノソ法令ノ規定ニョリ適嘗ナ

　ノソ時二爲スコトヲ妨ケラレタノン片。

を附湘した。績いて第二條に於て第一條に定めね期間は、聯邦
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墾議院の同意を以て勅令を以て必要に懸じ延長し得る旨を定

め、第三條に於て聯邦墾議院が戦孚繊績中、経濟的損害を可及

的少なからしむる爲め必要と認むる所の法律上の庭分を爲すの

権を鮒與し、但し次期の帝國議會に之れを提出して、其要求あ

る時は取溝すべき旨を定め、第四條に於て此法律は公布により

即時敷力を生する旨を定め覚。以下違ぶる所の聯邦墾議院の告

示は．就れも上述第三條に擦つて螢せられたものである。

　〔該皿・〕　第二燦の規定に基き、入月二b干1九日に至り、皆示な以て、第一燦に定：

　　　め表六日の期問態二…墨問に延長し索。

　八月六日に至り告示を以て、〔註姻〕r手形上ノ権利若シクノ・

小切手ノ償還講求穰ノ行使若クノ・保存ヲ爲スニ必要ナノソ行爲ノ

期間ノ・、夫レカー九一四年七月珊一日迄二経過セサリシモノニ

限ヲ、三十日間之ヲ延長ス。」とん、定した。

　〔謎劇〕Bしkantmac五ung　belre艶d　Ve磁ロgerung　der：Fr1sten　des　Wee五sel・uud

　　　Seheekr㏄五tes凧Augusロ9工璽。（RGBL鼠357）

　八月七日に至り全四ケ條よりなる告示を出し、職岬〕金銭債

務に闘し、裁判上の支彿猶豫、債務者側に於ける支沸猶豫の申

立、強制執行の猫豫等を規定した（詳細は後違）。

　〔註＿〕　　Bek我ntm泓ehung疑ber　die　geri（ぬ1三eLe｝3ew姓ligung　▽ou　Za五1uぬgsfris船n

　　　v・乳Augusも191生（：RG硯急359。）

　以上の如くで、猫逸では原鍋としてr…般支携猫豫」を認めす、

裁判上の支沸猫豫なるC特別支彿猫豫」の部類に属するもののみ

を規定したが、劃外債務に封しては特に差別的に債椹者に不魂
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盆なる規定を設けた。即ち以下の如くである。

八月七日の告示を以て、〔註一〕劉外債務に就て次の如く規定

した。鄭ち其第一條に於丁「外國二住所ヲ有スノソ自然人、蚊二外

國二螢業ノ本擦ヲ有スノソ法人ノ・、一九一四年七月舟一日以前二

登生シタノソ財産上ノ講求穫二關シ、同年十月舟一日迄ノ・濁逸裁

判所二出訴スノソコトヲ得ス。此規定ノ敷カヲ生ジタノソ際既ユ裁

判所二繋驕セノソ請求昌關シテノ・、其訴訟手績ヲ同年十月珊一日

迄休止ス」と規定し、第二條に於てr此規定ハ上記ノ自然人若シ

クハ法人力内國二於テ有スル螢業所ノ馨業ヨリ生シタノン講求論

關シテノ・之ヲ適用セス」と定め、第三條に於て此等の請求権が

飽人に承縫せられても、其承繊が七月飛一目以後に行はれたも

のなる場合には、此等制限は侮其承縫人にも及ぶと釘を刺し沈。

　〔註四〕　　£ek乱n訟tmachung逓ber　die　Geltendma、chung　voP　Anspr廿chen　vcn　Per噂

　　sonen，die　im　A曲nde　ihren　Wo㎞sitz　h批ben，v．7．Augus七，1914。（RG

　　B1・S．360）

樹外國爲替に關しては、八月十日の告示を以て、〔註一〕r一九

一四年七月舟一日以前二外國二於テ振出サレ内國二於テ支彿ハ

レヘキー切ノ爲替手形二就テノ・、其満期日力同年七月舟一日迄

二到來セサノソモノニ限ヲ、其満期日ヲ三ケ月間延期ス」と定め、

同十二日の告示を以て、〔諾〕此等の外國手形に封し多少の例

外は除いて、延期期聞内年六分の利子を附すべき事を定めナε。

之れ濁逸に於てr一般支彿猫豫、1を認めた唯一の例である。
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　〔麗幽〕B欲我雌mac五uDg血bαdie：F乞111gkeiもim　Au重亀漁窪又Is曾estel1毛er　We．1レ

　　　se！，v．10，Augusち1914（RGB1・8・388・）・

　〔離嵩〕　Bek蹴ntm鼠c夏斑槍be甘ef距nd　Aus1鋤dswec五sel，v．1盆　August，1914．（R

　　　GβL369）

　以上がrモラトリウム」に關する主なる規定であるが、其飽之

れに關連して二三の規定が存する。

　郎ち八月十八日の告示を以て勧〔註ゆ〕「モラトリウム」施行期

間内に於δる債務者の債務不履行に關し、大禮次の数き規定を

置いた。

　〔駐司残k＆nn伽chung並berdie：Folgendern油七ree馳eitige蹴Z面unge・

　　　einer　Geld｛brderu猛g，肌18。Aug鵬t，1914（RGBL鼠377。）

　第一條　遍常裁判膀二縫綾シ若シク・・縫綾スヘキ私法上ノ箏

　　訟事傍二就キ、本案ノ裁判駈・・．債務者ノ申立二蝶リ判決

　　ヲ以テ、（一九一四年八月七賎ノ告示二擦ズ罐限ノ外磁闘〕〉

　　一九一四年七月搬一日以前二成立セノソ金銭債権ノ不支沸若

　　クノ・支彿遅延二因ソ、契約上若シクハ法律上生スベキ特別

　　ノ法律的敷果（家賃ノ不支沸二函ノン家ノ朋渡、利息ノ不支

　　i沸二因ル元本期限ノ到i來等）力到來セサノレモノト決定スノソ

　　コトヲ得。叉裁判所・・、既等ノ数果ハ、三ケ月以内ノ期間

　　内二債務者力其義務ヲ履行セサノレ揚合二限ソ到來スノソモノ

　　ト定ムノソコトヲ得ノソモノ｝．ス。

　　　〔註咽〕　裁タ騒膀：が裁鋼上支沸猶檬チ與フ汐ノ権限チ鐙スo

　第三條債罐者力其請求樫二就キ蟹二執行カアノソ正本ノ付與
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　　ヲ受ケタノソ場合ニノ・．債務着ノ・執行文付與二到スル異議（民

　　訴第七三二條）ヲ以テ、不支彿若シクハ支彿逞延ノ法律的敷

　　果擁除ヲ寧シ立ツノソコトヲ得。但シ此規定ノ・、第一條二定

　　ムノソ決定アジタノソ揚合ニハ其適用ナキモノトス。

　又別に八月九日全十ニケ條の告示を以て、嘩四〕破産豫防を

漏的とする、債務者の螢業の監督に關する規定を設けテε（詳緬後

述）。

　〔駐閥〕Bek鵬伽紬ui・gbetre舳d磁eAnordゑu血gei益er琶esc嫉鋤u漁ic五t

　　　雛r　Abwend撒g　des　Ko雌u蛇ve1魚五re簸s▽．8。Augus重，1914．（RGBL鼠

　　　363。）

　大騰以上の勲ζであつて偽濁逸に於ては、厭期として「一般：支

沸猶豫」の存在しなかつセ事．蛙に「モラトリウム」に闘しては姻

々の告示を以て規定し、何等統一ぜる法令を唇布しなかつた事

に溢…意を要する。

第四款襖　地利

　　　’DieKriegsgesetzeOesterreicぬs．Wien，1916．S．689－82L

第一．第一同「モラトリジム」法（七月珊一日）。

　填地利は此rモラトリウム．」に關1し、最も詳糸更なる規1定を統一

せる形式に於て設けた國である。一九…四年七月珊一日の第一

同の緊急勅令から、敷次に亘り、増加竣に修正サられπ。以下

其大騰の構成を鼓遽し、詳細は次簾以下に違べやうと思ふ。
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填地利では七月舟一日開戦と同時に、取敢へす五ケ條よりな

る緊急勅令を登して、〔註働〕「モラトリウム」に關する規定を設

け沈。簡輩ながら要領を得て居る。倉卒の間になつゴa貼で、我

國の支彿延期令と鍛て居る故、一寸比較研究の爲め全文を課出

して見る。

〔駐劇〕　Ka…ser11che　Verordllm｝g　vom31．Juli，1914』R．G』BL　NL193，並ber

　　e：neStUndU鍛9Pr三▽atr㏄批1油erFOrderUngen・

第一條一九一四年八月一日以前二登生セノソ私法上ノ金銭債

　権ニシテ、同日以前二i辮濟期ノ到來セノソモノニ就テノ・八月

　十四日迄、叉八月一日ヨリ十四日迄二辮濟期ノ到架スヘキ

　モノ昌就テノ・辮濟日ヨジ十四日聞支沸ヲ延期ス．

　八月一日ヨリ十四日迄ノ間二満期日ノ到來スヘキ爲替手

　形拉二小切手二就2・プ、支沸期日、引受若シクノ・支彿ノ爲

　メニスノソ呈示拉二拒絶謹書作成期間ヲ十四日間延長ス。

　支沸猶豫ノ期間ヲ計算スノソニ就テノ・、支沸猶豫期間ノ初

　日鮭二最絡日ヲ算入スヘキモノトスo

第二條第一條ノ規定・・次ノ債穰二就テノ・之ヲ適用セス。

　1、信用組合其他二封スノソ預金中ヨリスノソニニ百rク・

　　Pネ」以下ノ引出、拉二當座取引ヨリ生スノソ預金ノ引出

　2、永綾的蚊二一時的螢務契約二基ク債権。

　3、賃貸借契約二基ク債椹。

　4、　定期金債権、蚊二扶養料痢蕃ク債構g
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　　5、　國債拉二國家ノ保謹セノソ債務二基ク利子支彿蛇二元

　　金償還ノ講求椹。

　　政府・・爾命令ヲ以テ此以外ノ除外例ヲ設クノγコトヲ得。

第三條　支彿猫豫ニョリ支彿ノ延期セラレタノレ期間内・・、法

　定利子若シクハ約定利子軌レカソノ高傘ナルモノヲ附スヘ

　キモノト．ス。

第四條　支沸猫豫ノ期聞ノ・、時敷期間拉二出訴二關スノソ法定

　期間ノ計算二之ヲ算入セス。

第五條憂布帥日二敷カヲ生スヘキ此ノ勅令ノ施行二就グ

　ノ・、司法大臣拉二關係諸大臣二之ヲ委託ス。

第二　第二同rモラトリウム」法（八月十三日）。

以上の勅令による支沸猶豫期聞は僅かに十四日間であつて、

當時の纒濟欺態は筒其縫綾を必要とし沈が爲め、政府は八月十

三日新ナZに全十五ケ條よりなる勅令を公布し、同十五日より施

行すると同時に、第一同法は之を磨止した。是れにより〔註一〕rモ

ラトリウム」に關し、各方面に亘つて詳細の規定が設けられた。

　〔駐一〕K駐iserlicheVer・rdnungv・m13・August，1914・R・住BLNL2凪萱・

　　b町di命StuudungPri鴨trecぬtlichen「・rdαunge島

第一條に於て

1、一九一四年八月一日以前二登生セノソ私法上ノ金銭債権

　（手形若シクハ小切手ヨリ生スノレ債権、拉二此日以前二締

　結セラレタノレ保瞼契約二基ク金銭債構ヲモ抱含ス）ニシテ、



ワを 「唾ラト闘ムJに關する研究

　一九一睡年八罵一日以前二辮濟期力到寒セノソモノニ就テ・・

　九月辮日遙、又八月一日ヨリ九月珊日迄ノ問二辮濟期ノ到

　來スヘキモノニ就』テ’ハ、満期日ヨリ六十一目間支彿ヲ延期

　ス　〔註働〕

　　0
2、　一九一四年八月一日以前二振欝サレタノソ爲替手形雄二小

　切手ニシテ、八月一日ヨヲ九月飛日逡ノ闘二満期日ノ到寒

　スノンモノ轟就テ・・、引受若シクハ支彿ノ爲メニス〆呈示拉

　二…拒縄讃書作成二關スノレ期間ヲ六ヤー日闇延長ス。

3、　支彿蓉酋豫ノ期間ヲ計箕スノソニ競』テノ・も支垂弗猫豫期間ノ初

　日拉二最絡日ヲ算入スヘキモノトス。

　〔註画〕　六十一日と孚端に建めれのは策：三項に規定すろ如ζ、本法でば支耕i猶

　　　豫期聞の計算に當り起算旧蛇に最終口かも算入すろが故である。

と規定し、第二條に於て「モラ砂ウム」の適用を受けざる債灌

として次のものを畢げて居る。

1、　永績的拉二一時的勢務契約二基ク債擢。

2、賃貸借蚊二用盒賃貸借二基ク債椹。

3、賃貸若シクノ・用釜賃貸セノソ土地二劃シ、抵當樫ヲ設定シ

　　タノソ債構ノ利子拉嵩年賦金。但シ債構者二於夕實際上二牧

　盆セノ｝／賃貸拉二薦盆賃貸料力、租税公課ヲ差引ク片ノ・、利

　子拉二年賦金ヲ支彿フニ足ラサノソコトヲ立讃シタノソ片ノ・此

　限リニ非ス。

4、　定期金債権、蛇二鼓養二墓ク講求灌。
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　5、　赤千字瀧、拉二覇員セラレシ者ノ家族保護、若シク・・戦

　　雫二基ク救護ノ事業ノ基金二直接聞接屡スノソ債礎。

　6、生命保瞼契約二基ク沸込金ノ沸戻、若シクハ最高二膏rク

　　・一ネ」迄ノ貸爵蚊二保験金額五百rク・炉ネ」迄ノ支彿講

　　求権。爾特二戦時二於ケル死亡ヲ契約ノ目的トセル保険契

　　糸診ニアリテハ其全額、其飽1ノ種類ノ保瞼ニアリテノ・四百「ク

　　　　　　　　　　　　ゆ　　η一ネ」逡ノ賠償ノ講求穫。

　7、國債並二國家ノ保謹セル債券、及ヒ其他後見財産ノ投資

　　ヲ認メラノレノ、謹券二基ク禾寧子並二元本償還金ノ支彿請求穫

　爾第三條乃至第五條に於て銀行預金の引出に就て詳細の劉限

を設けた上、次の：部類に属する預金引出は何等金額嗣ヒの鋼限を

受けざる旨を定めた。

　玉）預金者ノ経螢スノソ事業二關スノソ俸給拉二給料ノ支沸、若

　　シクノ・預金者ノ支沸フヘキ賃借、若シクノ・用盆賃借料ノ支

　　沸二必要ナノソ旨ヲ謹朋シタノソ片。

　2）租税公課ヲ取扱金庫二振替納入スノソ場合。

　3）地方公共團騰力、其債務ノ利彿、元本償還等其他一切ノ

　　債務ノ履行二必要ナノ｝ノカ、叉ノ・公共保瞼團髄力被保陰者拉

　　二其家族二封スノソ彿踏ノ爲メニ必要ナノソ片。

　第八條には燭逸と同様に、手形行爲か戦凱の結果障凝せられ

た場合には、i其障畷iの存績中蚊に其後十日聞其行爲期間を延長

する旨を定め、第九條第十條は七月舞一日の勅令第三條四條と
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同榛猶豫期問内の利子蚊に時敷の問題を規定し、第十一條に於

てrモラトリウム」の施行期間内の契約解除に關し、r此勅令ノ

適用ヲ受クヘキ金銭債椹二就テ、一九一四年八月一日ヨリ九月

舟日迄ノ間二契約解除ノ意思ヲ表示セラレシモノハ、同十月一

日二表示セラレシモノト見徹ス」と規定した。

ヌ第十二條十三條には、「モラトリウム」の適用を受くへき債

権に關し、其猶豫期間内に於ける訴訟拉に強剃執行手績に就て

規定してある。帥ち次の如くである。

第十二條　支彿ヲ猶豫セラレタノソ債椹ユ關スノソ訴訟手績・・、

　猫豫期間ノ絡了迄之レヲ休止スヘキモノトス。但シ債務者

　二於テ休止セノレ手績ノ再開ヲ申立テタノソトキノ・此限リニ非

　ス。尤モー九一四年入月一日以前二、民事訴訟法第二百珊

　九條二定ムノレ期日若シクノ・口頭辮論開始セラレタノソ場合ニ

　ノ・其訴訟手績ヲ進行シ、判決二於テ元本蚊二訴訟費用二封

　シ、支沸猫豫期間絡了ヲ以テ開始スノレ支彿期間ヲ附スヘキ

　モノトスo

　支沸猫豫ヲ受ケタノソ債橿二關シ、蛯勅令施行後二提起セ

　ラレタノソ訴訟ハ之レヲ却下スヘキモノトス。

第十三條　支彿猫豫ヲ受ケタノソ債権ノ爲メニスノレ強制執行拉

　二假差押ノ・、猶豫期間内之レヲ許可セサノソモノトシ、既二許

　可セラレタノソモノニ就テノ・、之レヲ執行セサノソモノトス。

　繋驕中ノ強制執行手績ハ、強制管理拉二彊制用盆賃貸ヲ除
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　ク外績行セサノンモノトス。既二逡達セラレタノレ轄付命令ハ

　其敷カヲ持績ス。執行二依リ既二取立テラレタノソ金額ハ之

　レヲ酉己當スヘキモノトス。

　　此勅令力執行裁判所二不知ナリシ聞二、該執行裁判所二

　依ツプ執行セラレタノレ強鋼執行ハ其敷カヲ失・・ス。

　　圓支沸猫豫ヲ受をタノソ債権ノ爲メニスノソ假塵分ハ、之ヲ許

　可シ執行スノソコトヲ得。

ヌ第十四條には外國のrモラトリウム」法との交衝規定を設

け、第十七條に於て、政府は臨機本勅令の規定を攣更する事あ

るべきを定め泥o

第罵、第三同「モラトリシム」法（九月廿七日）。

此第二回rモラトリウム」法の施行期間の絡了に垂とする九月

二十七日、政府は筒此規定存績の必要あbと認め、新たに二十

ニケ條よりなる勅令を登し、十月一日より施行すると同時に奮

法を磨止し、以て支彿猫豫期聞の延長を計り、且つ其規定に大

修正を加へ、その聞に起つた疑問並に不足の黙を補つた。

新法に依れぱ奮法の如く債樺の全額が同標に猫豫せらる、事

なく、之を分割して償還せしむるの方法を採つπ。帥ち第一條

に於て

1）一九一四年八月一日以前二登生セノン私法上ノ金銭債橿

　（手形若シクノ・小切手ヨリ生スノレ債構、拉二此日以’前二締

　結セラレタノレ保瞼契約二基ク金銭債権ヲモ抱含ス）ノ・以下
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ノ規定二從ツテ支彿ヲ猫豫セラノソ。

2）以下二別段ノ定メナキトキノ・、債灌金額中次二掲ケタノソ

部分蚊二支彿ノ肩二至ノソ迄ノ全額二封スノソ利息及ヒ手数料

ノ・支沸猫豫ノ適用ヨリ除外セラノソ・モノトシ、

編）手形拉二小切手二就テノ・金額ノニ割五分、但シ最小額

　百rク・一ネ、ワ第八條第一項5定メタノソ日二職一〕

あ）　其飽ノ債樺二就テノ・

　其債椹力同入月十四日迄5辮濟期日ノ到i來セノソモノナレ

　ノ・同一翫月十四日二債灌全額ノー割、十一月十四日二街其

　上一割五分ヲ

　其債椹力八月十五日ヨジ九月舟日迄ノ問二辮濟期日ノ

　i到來スノソモノナレノ㌔其ノ辮濟期日ヨリ六浄・一日後二於

　テ．又其債罐力十月一日ヨリ十一月辮日迄ノ間二辮濟期

　日ノ到廉スノソモノナレノ・、其i辮濟期旧但シ十月十四日，以

　後二於テ、債穰全額ノニ割五分ヲ

支沸フベキモノトスQ

　（本項ノ・十月十三随附内閣令’ヲ以テ修正セラレタノソ規定

　ナソ）

3）　残額二就テハ

　其債穰カー九一四年十月一日以前二辮濟期ノ到來スヘキ

モノ5アリプノ・十一月ヤ日遙、叉

　其債構力十月一日ヨソ十一月舟日迄二辮濟期ノ到察スヘ
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　キ牽ノ藷アヲグ・ハ支彿期日ヨヲ六ヤー《旧聞支沸ヲ猫豫ス、

4）支彿猶豫ノ期間ヲ謙算スノレニ就テ・・．支彿猫豫期間ノ初

　日並二最絡日ヲ箕入スヘキモノトス◎

　〔註鞘〕　同燦では「モラトリツム」の適用をi受くろ手形の第一同支彿Rか規

　　　定してあろ、以下参照

と定め、第二條拉に三條第…項に於て、rモラトリウム」の適用

を受けぬ債権を掲出した。大健奮法と同一で只規定を同國一流

に詳細ならしめたるに逼きぬがも新たに加へられたものとして

淫意を要するは、第二條第三號の

　　一九一圏年八月一日以前二締結セラレ・タ契約二基キ蜜去Bセ

　　ラレシ物品、若鞍クノ・供給セラレシ商品ニシテ、七月鑑一

　　日以後二引渡若シクノ・供給セラレタノソ場合ノ代金請求穰i。

　　但シ其物品ガ同八月一日以前二引渡若シクハ供給セラノソヘ

　　カヲシモノニ就テノ・此限二非ス。

の規定であつて、．叉第三條第二項三項には支沸猶豫によつて保

瞼料を期日に支沸はざる場合の規定として

　2〉生命保瞼料ノ全部若シクノ・一部力期闘内二支彿ハレサリ

　　シ片♪・、保険者バ十月飛一跳迄轟、又右保瞼料力十月十四

　　日以後二於テ支彿期間力維了スノン揚合ニハ其絡了後十四日

　　間内二、被保険者二封シ、書面ヲ以テ保瞼契約ヲ縫綾スノソ

　　ヤ否ヤヲーケ月間内二同答スヘキ旨催告スノレコトヲ得。上

　　記ノ期間内二被保験者ヵ契約ヲ鰺了セシムヘキ旨ノ意思表
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　示ヲナサ・ジシ場含二2・、被保険者ノ・保険料支沸ノ義務ヲ

　生スノγモノトス。右ノ同答要求書ニノ・其法律上ノ敷果ヲ記

　載スノソコヲ要スノソモノトシ、保険料支沸ノ延滞二就キ契約

　ヲ以テ定メタノン法律上ノ不利盆ハ、此勅令ノ敷力縫陵期間

　内・・、被保険着力保瞼契約ヲ存績セシメサノソ可キ旨ノ意思

　表示ヲ爲シタノソ片二限り、保瞼者之ヲ援用スノソ事ヲ得。

3〉第二項二定メタノソ同答要求ヲナササソシ場合痢ハ、保険

　者・・裁判上保瞼料支沸ノ請求ヲナス事ヲ得ス。

と定め、第四條乃至第六條に於て銀行預金に關し奮法より詳細

なる規定を設け、第八條に於て手形竣に小切手に關する特則を

設けた。其詳細は後遠するとして、特に濫意すべきは、其第一

項に於て「モラ”ウム」の適用と受くべき手形に關し、第一同

の支沸期日を明定し、之れによりその以前師ち術全額の支彿猫

豫せられつ、ある間は、支彿の爲めにする呈示拉に拒絶謹書の

作成を爲し得ざる事を間接に規定しナa。第一同の支沸日として

次の如ぐ定められた。

一九一四年八月一日以前二振出サレタノソ手形ニシテ、第一條

第二項ニョリ支彿猶豫ヨヲ除外セラレタノソ金額二就テノ・、其

手形力同八月十四日迄二満期日ノ到來セノソモノナラ・・同十月

　十四日ヲ、叉其手形力同八月十五日ヨリ九月升昆迄ノ間二満

　期日力到來セノ炉モノナ』ラノ、ち其満期日ヨヲ六十一幽日ヲ経過セ

　ノソ日ヲ、叉同十月一日ヨリ十一月欝日迄ノ 間二満期日力到楽
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　スノソモノナラハ其満期日ヲ（但シ早クトモ十月十四日以後ト

　ス）支沸日トナス。

叉第九條では大罐第二同法第八條と同様、手形行爲が戦飢に

基く不可抗力に依り障害せられたる場合の規定を設けた。即ち

　　支沸地拉二支彿期日ノ如何ヲ問・・ス、総ヘプノ爲替手形蚊

　　二小切手二關シ、其呈示拉二拒絶讃書ノ作成力、戦凱二當

　　リ避クヘカラサノレ障害（不可抗力）二遭遇シタノソ湯合ニハ、

　　引受若シク2・支沸ノ爲メニスノン呈示、又ハ拒絶謹書ノ作成

　　ヲ爲スヘキ期間ノ・、其障害ノ去リタル後該手形行爲ヲ爲ス

　　ニ必要ナノソ間、但シ少クトモ其障害去リタノレ後十日間（但

　　シ日曜大祭ヲ除ク）延長セラノレ・モノトス。拒絶讃書ニハ

　　此障害蚊二其存績期間ヲ可及的詳細二記入スヘキモノトス

と定め、叉第十條十一條は奮法第八條九條と同標に猫豫期間内

の利子蚊に時敷に關する規定をなし、第十二條では施行期間中

の契約解除に就て奮法第十一條より詳細の規定を設け、第十三

條には相殺、第十四條十七條十八條には猫豫期間中の訴訟手績

拉に強制執行に就て、奮法第十二條十三條と些か異つた内容を

以て詳細規定した。第十五條十六條では濁逸法に倣ひ、新たな

る裁判上の支彿猫豫、拉に債務者側に於ける支彿猫豫の申立を

規定し、第十九條には戦地に於ける裁判上の支彿猫豫、第二十

條では薔法第十四條と同様國際私法的規定を設けた。

第四、其他の特別令。
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　懊地利では，以上を以て支垂弗猫豫は、打切られ’た。但し其間二三

の修正令が出されたが、鯨む重要のものでなき敵之れを省略す

るとし、此外rガリチア」其飽の異法地域に劃し、別にrモラト

リウム」法が公布せられたが、〔註一〕其内容は大膿、上述九月

二十七日の「モラトリウム」法と岡一である。

　〔試一〕Ver・臨ungdesGes高m禰Riste血mv・m1＆0翫・ber191生（R田零1．

　　　NL279ウ

第五欺　牙利

　　　　Un騨isc五eReic飴gese協瓢皿1ung鋤曲Ja祉191生

　　　　（deutsc五e　Ubersetzほng）7Bud窃pest・

第一、第一同rモラトリウム」法（七月藩一日〉。

　飼牙利は素よ鉱喚地利と其法制を異にするも、此「モラトソ

ウムjに關しては、其條文の騰裁は頗る異なるが大髄に於て懊

地利と同標の穫路を執つて居る。即ち開戦と同時七月飛一日に

先づ全五ケ條よりなるrモラト疏ウム」法を登して、〔註一〕焼眉

の急に慮じ泥。其内容は大鰹填地利の第一同法と同様で、十四

日間の支沸猫豫を規定したのである。

　〔註＿〕Verordmng　des　klg。ungarlsc互en　Ministeriums，v。31．Ju11，1914．Z．

　　　5315！1914，豊ber　gew批hrung　e1nes　Auflso1〕ubes　zur　ErfuUung　privatrecht－

　　　lichefVeアpH轍ungen．

第＝、第二同rモラトリクム」法（八月＋二日〉。

　八月十二属に至う全†五ケ條ようなる第二隅「モラ砂クム」
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法を登し、〔註聯〕同十五日より施行すると同時に第一同法を磨

止しπ。之れは大騰に於て埃地利の第二岡法（八月十三日〉と其

軌を一にし、原鋤として八月一日』以前に登生し、九月珊日迄に

辮濟期の到家する一切の私法上の金銭債権に甥し．六十日間の

支沸猫豫を與へた。

〔置匙亟〕　Verordnung　de3kgl．uま】gar王schen　M1nおteriu迦s，vo皿12・Augusち　19・

　　1生Z出6045／191生並berdiegewぬungeinesAu角c五ubes（Moratori－

　u皿s）四r　er徹11ung　Pri▽錨rec五tlic1｝er　Verp雌ch塊ngen・

　即ち其第一條第一一項に於て

　既二辮濟日ノ到來シ、若シクノ・一九一四年九月珊日迄二辮濟

　日ノ到來スヘキ金銭債務昌シテ．岡入月一日以前二振出サレ

　タノン爲替手形、ヌン・同日以前二成立セノソ商業差圖謹券、小切

　手、倉荷預讃券若シクハ商行爲其他私法上ノ権限ニヨリテ生

　シタノンモノニ就プノ・、ニケ月間支沸ヲ猫豫ス（モラトリウム〉。

　支沸猫豫ノ期間ハ満期日ヨリ起算シ、若シ満期日力八月一日

　以前ナノソトキノ・同日ヨ1り起算ス。

と規定してある。而して懊地利の「モラトリウム」法に比し足ら

ざる灘と云へぱ．先づ戦働に基く不可抗力により手形行爲を障

磯せられだ場合の規定（鑑霧課〉、rモラトリウム」施行期間内に

於て、其適用を受ζべき私法的金銭債務に關し、訴訟行爲拉に執

行行爲を停止するの規定（讐纂課）、拉に同じ《此期聞内に於け

る契約解除に關する規定（豊藻露寧塗藻＋）を訣き、埃地利法と異な



841 fモラトリ’ウム」に關すろ研究

る瓢としては、猫豫期間内元擁利息の約定なき揚合に限り法定

利息を附するものとし、叉支彿猫豫の適用を受けたる爲替手形

拉に商業謹券の手形行爲期問を、支彿猫豫期間の煽了日よ今十

日間と定め、且つ猫豫期聞内に於ける、支沸の爲めにする呈示拉

に拒絶謹書作成は法律上数力なき事明かにし、〔註曜〕又賃借料

に就ては出征軍人に關し或程度迄rモラトリウム」の適用を認め

た黙に存する。此外懊地利の第二同法には未た存せざる保瞼料

の支沸猫豫の場合に關し、其第八條に於て「支沸猫豫ノ適用ヲ受

ケタノレ保瞼料ノ支彿二關シテ2・、被保験者ノ・支彿猫豫期間満了

後右保険契約ハ保瞼料ノ不支沸ニヨリ解約セラレタジトノ理由

ヲ以テ其支彿ヲ担ムコトヲ得ス。但シ被保瞼者力、保険料支彿

期間若シク・・保険者ニヨリテ與ヘラレタノソ支沸猶豫期間終了後

十四日問内二被保験者二封シ、保験契約ノ終了ヲ望ム旨ノ意思

ヲ表示シ、若シク・・同一期間内二同様ノ内容ヲ有スノン書面ヲ保

瞼者二宛テ郵邊シタノソ片・・此限ヲニ非ス」と濫意深く規定した。

　〔註一1〕　舞地1利に，於ては第三同法に至り、初めて此黒猷こ關し、問接に，之れと同

　　　様の規定を設けお悌入條第一項）。

第…、第三同「モラトリウム」法（九月辮日）。

　此第二同rモラトリウム」法の適用期間の絡了日に當る九月舟

日、登三十ニケ條よりなる第三同「モラトリウム」法を登し、

〔註一〕十月一日より施行すると同時に第二同法を康止しナち此

第三同法も亦喚地利の第三同法ぐ九月廿七日）と砦か異つて居る
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黙がある故、以下に其概略を述ぷる事とする。

　〔駐一〕　Verordordnung　des　kg1。mg．班inisもeriums，vom30・Sept・1914謁Z・

　　　7205／1914．

　其第一條を以て、第二同rモラトリウム」法により支沸を猶豫

せられた債権に就ては、其猫豫期間を術ニケ月間延期し、之れ

と同一の條件に適合する債権にして、九月舟日より十一月舟日

i迄に辮濟期の到來するものに：就ては、新たに其漏期日からニケ

月間支彿を猫豫した。

　第二條に於て手形債務者保護の規定として、手形所持人は相

手方の要求ある時は、支彿猶豫期間内と錐も拒縄謹書を作成す

べき義務ありとし、白地手形に就ては、八月一日以前に白地に

て受取う泥る手形所持人は、支沸猶豫の適用を受くる程度に於

て要件補充の椹限を有し、之れに反しπる補充は當事者間の合

意に反したるものと推定し、又支沸猫豫の適用を受けざる爲替

手形、商業指圖謹券拉に倉荷預讃券〔註一〕にして、一九一四年

十二月一日以前に満期日の到來するものに就ては、夫れがrモラ

トリウム」の適用を受けたる場合に於けると同一の期間内に拒

絶謹書を作成すれば足るものとした。〔註二〕

　〔註一〕例之、入月一日以後に沸出され？こ手形其他は此部類に入ろ。

　〔註二〕「オーストリアJ法にば既規定がなく、「プラーグ」の商業會議所ば、此

　　　規定の必要なろか建議しアこ事があると云ふ。

　第四條乃至第八條に於て、rモラト覚ウム」の適用を受けざる

債権、拉に一部のみが其適用を受くる債穰に關し、詳細の規定
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が設けてあるが、繁を虞れて之れを省略づる。

第十二條乃至十四條には、双務契約に關するrモラトリシム」

の適用を規定し、第十七條に於て「モラトリウム」の適用により

満期磯こ債務を履行せざる執一切法律上の不利盆生ぜざるべ

き事を定め、〔註騨〕第十八條ではrモラトリウム」の適用を受げ

ざる債椹に關し、債穫者が其不履行を理由として債務者に封し、

法律上不利盆の敷果の登生しナこるものと見徴す事を得ざる揚合

を規定した。駐二〕術封外債権債務に關する國際私法的規定は

可なり詳細を極めて居る。

　〔註一」此事は「す一ストリア」法でば當然の事として何等の規定がない。

　〔註二〕　凋i逸には之れと似伽規定があろも填地利には存ゼぬ。

　以上を以て　牙利は「モラトリウム」の適用を打切つた。

第六欺其他の諸國

　世界の大戦に當り以上の諸國の外、瑞西（手形に關してのみ）

伊太利、rセノンピア」、rノソーマニア」、「モンテネグロ」、r土耳古」

rプノソガリア」埃及（八月九日）希臓（八月舟日）rスエデン」、rノノン

ウェー」、「アノソぜンチン」、「プラジリエン」等が、此「モラトリウ

ム」法を施行した事は概に述べたが、其原文を手に得ざりしが

爲め、愛に鐸出し得ざるを逡憾とする。以下念の爲め、我國過

般關東大震災の際に於けるrモラト覚ウム」に關する法令の全文

を掲げて置く。
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緊急勅令第四〇四號（九月七日）

第一條大正十二年九月一日以前二登生ツ同日ヨリ同年同月三十日迄ノ闘

　二於テ支携チナスヘキ私法上ノ金鏡債務ニシテ、債務者力東京府、騨奈

　川縣、静岡縣、埼玉縣、千葉縣及ヒ震災ノ影響⇒因り纏濟上ノ不安チ生

　ス膨虞アアレ勅令チ以テ指定スル地匝二住所叉ハ螢業所チ有スかモノニ替

　テハ三十日間其ノ支携チ鍾期ス但シ債務者力其地匿外二他ノ螢業所チ有

　スか場合二於テ該螢業班ノ取引二關ス1レ債務二付キテハ此ノ限二在ラス

　震災ノ影響二囚り必要ア7レトキハ勅令ノ定ムか所二俵号前項ノ規定＾

　大正十二年十月一日以後二支沸チ爲ス＾キ私法上ノ金幾債務二付テ適罵

　スシコトチ得

　前項ノ規定中三十日ノ期問ハ之チ延長スツコトチ得

第二條　左二揚ク7レ支沸二付テハ前條ノ規定チ適用セス

　1、國、府、縣其ノ他ノ公共團艦ノ債務ノ支沸

　2、　給料及勢銀ノ支挽

　3、　給料及勢銀ノ支携ノ爲ニスル銀行預金ノ支沸

　氏　前號以外ノ銀行預金ノ支沸ニジテー日百圓以下ノモノ

第三條　手形其ノ飽之二準ス＾キ有債謹券二關シ大正十二年九月一日ヨ聖

　同年岡月三十日マテノ問二第一條二規定スル地匪二於テ櫨利保存ノ爲議

　爲ス＾キ行爲ハ其ノ行爲チ：爲ナス＾キ時期ヨリ三十日内二之チ：爲スニ囲

　リテ其効カチ：有ス

　第一條第二條ノ規定ハ前項ノ揚含二之チ準用ス

　　附　　則
　本令ハ公布ノ日ヨ書之チ施行ス

緊急勅令第四二九號（九月二十七日）

　大正十二年勅令第四〇四號第三條第一項ノ規定ハ手形其ノ旭之二準ス轟

キ有債謹券二關シ大正十二年シ月一日ヨリ同年同月三十一日迄ノ問二同令

第一條二規定ス欧地匿二於テ櫨利保存ノ：爲判爲スヘキ行爲ゴ付之チ適用λ

同令第三條第一項中三十日ノ期問ハ手形其ノ弛之二準ス＾キ有債翻二闘

》大正十二年九月一日ヨリ岡年同月三十日迄ノ間二同令第一際二規定ス財
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地獲二於テ櫨利保存ノ爲二：爲ス＾キ行：爲二付テハ之チ六十日二延長ス

　　附　　　則
　本令ハ公布ノ日ヨリ之チ施行ス

緊急勅令第四七五號（十月十二日）

　大正十二年九目一口以後二於テ法人ノ財産チ以テ其ノ債務チ究濟ス｝レコ

ト能ハサルニ至リタァレ法人二野γデハ大正十四年八月三十一巳二葦ル迄ノ

問破産ノ宣告チ爲スコトテ得ス但ジ其法人力支沸チ爲スコト能ハサァレ場合

ハ此ノ限リニ非ス

　前項ノ法人ノ理事又ハ之二準スヘキ者ハ前項ノ期間其ノ法人二封γ破産

ノ申立チ爲スコトチ要セス

　前二項ノ規定ハ清算中ノ法人及大正十二年九月ノ震災ノ影響二因ラスシ

テ債務チ完齊スシコト能ハサ1レニ至リタ膨コト明ナか法人二付テハ之チ適

用セス

　　附　　　則
　本令ハ公布ノ日ヨリ之チ施行ス

第二籔　「モラトリウム」の適用

　　　を受くべき債僅

第一、債権登生時期に擦る適用の限界。

rモラトリウム」の適用を受くべき債穫は、澹革上より將た叉

現今各國法制上より見るも、これを私法的金銭債務に限るを原

則とする事は既に述べた如くであつて、〔註一〕郎ち契約、不法

行爲、判決若しくは逡言に依つて生する金銭債務に限り適用が

ある。而して此rモラトリウム」の目的とする所、一八七〇年の

佛蘭酉のrモラトリウム」法以來其以前とは些か異なつて、〔註二】
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戦雫其侮の突登事憂により経濟事情の激憂せるに當転それを

豫想せざbし纒濟事情の下に成立した債椹關係が、之れによつ

て再び立つ能はざる底の打撃を蒙らざる檬、此状態が多少ZF欝

に蹄する迄相鴬の慮急救濟策を講ぜんとするにあるを以て、そ

れが適用を受くる債権は、問題たる事憂の登生前に成立したも

のなるべきは當然の要件である。故に前節に掲げた各國の法尉

を見るに、軌れも其覇を一にして、肩を劃し（即ち事攣の突登

せる日）、其日以前に登生せる私法的金銭債務に限蔭適用あるべ

き旨を定のてあるo

　〔註一〕遽般世界大戦の際に於けろ各國の「モラトリウム」法中、其適用範園炬

　　　金銭債櫨婁外に及ぼぜろ賓例あろ由であろが、何分其資料か得られざ嚇

　　　　し故叢に揚ぐろ事を得～つ（濁逸の例ば雀麦述すろ）o

　〔註二〕「一般支携猶豫」が漸く法的構成か●なすに至つ字こ三テ年戦争當瞭婁來、

　　　一入〇七年の善魯西の「毛ラトリウム」法に至る迄の問、「一般支携猶豫」

　　　の目的とする所版、戦雫其纏不測の事饗により纒濟界捜：胤ぜられ、危機

　　　に瀕し六際、原則として既事髪にぶり掻害を蒙れろ債務關係な保全ぜん

　　　　とすろにめつて、現今の如く不測の経濟的危機により、之れを豫想ぜざ

　　　　りし債務關係に手痛き打撃か蒙らざらしめんとするか目的とすろものと

　　　ば、先づ治療策と豫防策との差異が存すろ。

　於是乎、績権登生時期なる問題が生して來る。帥ち問題たる

債権が定められた日以前に登生し沈ものやら、夫れ以後に成立

したものやら一寸詳ら鳳かがあり得る。此問題は私法全禮の原

理より論すべきもので、本論の範園とする所ではないが、以下

其二三の例と掲げて見やう。
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　1）　先づ金銭溝費貸借契約に就て見るに、既契約は金銭の受

　　授を以て成立するものであるが、次の如き場合には何時金

　　銭の受授があつナZかや問題であらう。

　　島）振替貯金を以て金銭の引渡を行つた場合、

　　も）手形の引受を以て金銭の受授に代へた場合、

　　c〉　記名式有償謹券を金銭の代うに受授した揚合、

　　d）　債務の引受を以て金銭Z）受授に代へた揚合。

　2）　手形關係に就ては最も困難である。手形學説に依つて手

　　形成立時期に關する見解を異にするが故、實際上に於て、

　　或る手形が「モラトリウム」の適用を受くるか否かに就て、

　　問題πる事往々にしてあらう。我國の例を採つて見れぱ・

　　大正十二年九月一日以前に手形要件を完了し、同日以後に

　　第三者の手中に入つた揚合、或は同日以前に爲替手形が振

　　忠され、同日以後に引受けられた場合等敷多ある。其詳細

　　に關する研究は後節に之れを譲る。

　其他猫豫期間内に於て更改、事務管理、連帯債務者の一人の

辮濟等があつた場合、新債権は「モラトリウム」の適用を受くる

か否かの問題もあるが、それは要するに新債椹は奮債椹に縫績

せるものか、或は新たに登生したものと見るかの問題である。

それは一般の研究に委する事とし、只債権成立の日が、その解

麗如何により「モラトリウム」法施行開始の爲以前にありと見る

とそれ以後にありと見るとに依つて、「モラトリウム」の適用不
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適用の根本問題が生する事を附言するに止めて置ζ。

第＝、債椹の種類に嬢る適用の限界。

　以上の條件に適っテa一切の私法的金銭債構は、悉く「モラト

リ：ウム」の適用を受くるとは定まつて居ら鍛。公盆其飽の理由

から、或る特種のものは全然其適用から除外せられ、』叉或るも

のは一部に限つて其適用を認められる。其範園は、國により、時

によb異なり、ヌ規定の形式に於ても、原則として一切り私法

的金銭債務に封し之れを適用し、只之れに例外を認むる場合と、

之れと反封に、其適用あるべき債権の種類を摘記するの場合と

ある。詳細は前節各國の立法例を墾照あリナaい。

第三節　所謂「支沸延期」Stmdung

　　　　　　　第一欺r支沸延期」の意義

　rモラトソウム」に於て第一に問題となるは、其規定する所の

r支沸延期」叉はr支沸猫豫」S七undung，Zahlungsaufsc｝・ubの法律上

の意義である。部ち「モラトリウム」は、辮濟期そのものを其猶豫

期間丈延期し鍵更したものなるか、又は辮濟期そのものは之れ

を饗更せす、軍に猫豫期間内は辮濟せざるも法律上逞濫の敷果

を生ぜしめざるべきものと定めたに過ぎざるやが問題である。

読れの説を探るもよい榛であるが、其實之れには種々な問題が、

擦つて掛つて居るのである。詳細は後籔各場合に於いて論する

が、例之．利息の問題、相殺の問題、拒縄謹書作成時期じ關する問
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題等、貌れも此黙に關する見解如何によつて其結論を異にする

亥第であつて、頗る重要なる問題と云はざるを得ぬ。之れに關

しては先づrモラトリ：ウム」の根本観念憂遷の洛革から研究の歩

を進むるを以て最も適賞とする。

第一、「モラトリウム」の根本観念の攣遷。

　羅馬法以來、近世に至る迄存在しナzr特別支沸猶豫」に就ては、

それが債務者の情願により勅定若しくは保護状の形式を以て許

與せらる、所から、rモラトリクム」とは、辮濟期到來するも術

一定期間内、債務者は不支沸に依つて何等法律上逞滞の責に任

せざるべき身上特椹なりと見る事も得べく、斯ぐ解繹すれぱ、

それは何等債権に封する直接制限の要素を含ます、債務者側の

身上的抗辮穫の一種となる。

　併しながら此観念は「特別支彿猶豫」に於ても、必すしも徹底

的に存在しナε鐸ではなかつナε。既に羅馬法に於ても、「皇帝は債

権者に封し、（債務履行の）五ケ年延期若しくは債務者の財産分

離の貌れかを選揮すべき事を命じ云々」磁劇〕の規定ある所から

見て、「モラトリウム」は多少債椹者側に封する制限の観念を抱

含した事明臼である。此傾向は、中世を経て近世の「特別支彿猶

豫」に於て盆々顯著である。印ち前述の如くrモラト覚ウム」を

許與するに當り、保護状を以て、債権者に封しては、訴訟の内

外を問はす債権の履行講求を禁止し、叉裁判所に劉しては、か

》る訴訟の却下すべき事を命じ、進むでは猫豫期間内に於ける
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債椹の譲渡移縛を制裁を以て禁じ、其位利害關係人がrモラト

リウム」の同避を昌的とする行爲をなす事を禁じた等、債権の

行使を直接制限するの観念歴然たるを見る。此の如く軍に形式

上に於てのみならす、此制度の根本思想上に於ても、近世に至

つては、之を以て輩に衡李の観念に出で、債務者の利盆にのみ

存するものと見す、之れを以て、債務者破産に基ぐ、雷に債穰

者のみならす肚會一般の損害鮭に秩序破壌を同避せん目的を有

するものとなし、少くとも學理上に於ては、一般的公盆的目的

を以てその主たるものとなした事は、既に述べた所である。邸

ち近世に於ける「特別支沸猫豫」は、少くとも純然たる債務者身

上的のものでなく、公盆的理由をも有し、且つ債務者側の不履

行に劉する債椹者の耐忍と云ふ事計りではなく、進むで債権行

使の直接制限と云ふ要素を抱含して居る事は明自である。

　〔註繭〕　1。8。Ccdex　L．VIL　Tit．71．

　此傾向は近世に登達しナび一般支彿猫豫」に於て盆々明瞭であ

る。帥ち此制度は「特別支沸猫豫」と異なり、全然魁會公盆の基

礎の上に立つて居るのである。即ち一般の人民、若しくは或る

階級の者、』叉は一般の債務關係若しくは一部の債務關係が、戦

雫の如き事憂によつて損害を蒙つた場合、其損害の同復を容易

ならしめ、以て一般繧濟界の棄飢を防止せんとするが此制度の

目的であつて、其封照とする所肚會経濟全騰であつて、個々の

債務者夫れ自騰ではなくなつたのである。即ち「モラトリウム」
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はr一般支沸猫豫」の形式を備ふるに至つて、公盆上の立場に立

つて全く客観化せられ、其適用不適用をば公盆…上の理由に依う

て決定し、個人の意思に依らしめざるに至つた。換言すれば債

務者の身上的特椹若くは抗i辮穗なる観念を全く失つて、純然た

る客観的立脚黙に基く債務關係の非常制限、即ち純然たる債椹

夫れ自髄に醤する制限たるに至つた。此傾向は一八〇七年の普

魯西のrモラトリウム」法に於て明瞭である。帥ち

　L　同法には其第…條に於て、軍にr支彿を延期す」と規定し

　　たのみで、途に中世拉に近世に於けるrモラトソウム」許與

　　の保護状に見るが如き、債権者に封する出訴禁止、其飽債

　　権の行使を妨ぐる規定が存せの。蓋しか》る規定はrモラ

　　トリウム」が債務者個人の身上的特灌から、一般的なる債

　　権夫れ自騰の制限規定に移る過渡期に於て、確言的規定と

　　して必要であつたので、債務者個人の立場を離れた以上當

　　然の事として、此種の規定を不必要と見たのであらう。

　2）　加之、同法第三條四條に於ては、特に債樺者が訴訟の内

　　外に於て支沸を請求し得る場合、蚊に債穰の種類を規定し

　　た所から見ると、之れ以外は講求を許さざる法意と見るぺ

　　きである。

　以上の貼蚊に洛革より見て、同法が軍に債務者に封し抗辮礎

を許輿せるものとなす事到底不可能である。併しながら此時に

至る迄の「モラトリウム」法に於ては、人的要素が全然清滅しナこ
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諜ではなく、事鍵により損害を蒙れる者、i若しぐは事憂により損

害を蒙れる債務關係の債務者を救濟せんとの目的を有したもの

であつナこが、前蓮の如ぐ一八七〇年の佛蘭西の「モラトリウム」

法に至つて、全然其経濟的立脚瓢を改むるに至り、事鍵に依今

正に到殊し』叉は到i來せんとする経濟的恐慌を切抜けんが爲めに

する此事憂を豫想せざりし、又時としては、それをも豫想せし

〔註一〕債務關係に劉する非常規定の性質を有するに至つて、全

く人的要素の痕跡を失つたのである。

　〔註一〕旬牙利第三同法第二條第四項支沸猶豫の適用か受けざる爲替手形其飽

　　　に關すろ規定参照。

第二、支沸猶豫Stund聡gの性質に關する論孚。

　上に述べ來つすaが如く、此「モラトジウム」は其登生に於て債

務者の身上的特穰iであつた所、中世近世を経て漸次客観化し來

勤、近世のr一般支彿猶豫」に至つて、先づ純然たる客観的規定

となつた。併し…八〇七年の普魯西の「モラトリウム」法の登布

の當時迄の學者は、未ナε此黙に氣附かなかつナこかしC、殆んど

此瓢に就て論する者もなく、著しく製人的性質を有する、當時

行はれたr裁判上の支沸猫豫」と、これとを混同して別に怪まな

力為っブこらしい。

　併しながら第十九世紀初頭「ナポレオン」法典の出現以後法學

の進歩目畳しく、此黙にも種々異論生するに至つた。而して最

も世人の注目を惹き、且つ論雫を惹起し泥のが、帥ち一八七〇
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年七一年の佛蘭西のrモラトリウム」法であつた。同法第一條に

は、漫然と、

　　本法公布前二署名セラレタノソー切ノ流通讃券二封スノレ償還

　請求権ノ保全ノ爲メニス／レ拒絶謹書ノ作成、其飽ノ行爲ヲ爲

　スヘキ期間ノ・一ケ月間之レヲ延長ス。此期間内二於テ2・裏書

　人其他ノ債務者二封スノレ償還請求ヲ爲スコトヲ得ス。

と規定してあつて、支沸期日の延期とも、支彿の猶豫とも明か

にしてなかつたが爲め、學者拉に一般商業界に大議論を醸し沈

のであっ沈。帥ち此法律は、支沸期日を延期したものか、或は

軍に所謂恩悪日Respektも勘geを異常に延長したものに過ぎぬか

が問題となつた。

　此瓢に關し佛國の學者蚊に一般實業界の意見は、一致して此

法律の規定する所、支彿期日の延期ではなく、戦箏なる不可抗

力に基き異常なる程度に於て恩恵日が延長せられナこに過ぎ組と

聡し、磁一〕外國に於ても一二之れに賛するものなきにしも非

すトであつ泥。〔註二〕

　〔註一〕　其根濠として、或は不可抗力にエリ儀櫨者の訴構が停1止ぜられ糞もの

　　　　となし、或ば此法令自臨が債櫨行爲を妨ぐろ不可抗力なりなど＼論じアこ。

　　　　爾當時の佛蘭西の大勢を知ろに興啄ある一籔か「ウイーン」の控訴院鋼決

　　　　の一音91こ見出されろ　（S圭ehe　DL　Calms－Ur総il　des　Handelsgerich｛s　zu

　　　　、Vien，etc。2」我hrgan、．1872．Nr　8u．11）o皇口ち

　　　　　　　　　　　　へ
　　　　此「モラムトリウム」法ノ公布二關連ツ、佛蘭西ノ商業會議所二於テ爲

　　　　サソタァレ演説、報告、研究等ハ、一致シテ此法律ニヨリ形式的ノ抗辮

　　　　椹力形成セラレタァレモノニシテ、實艦的効カチ生セツモノニ非ストナ
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　　　亀り、之ソニ反醤ナル、帥チ支沸ロノ延期セラソタリトス〃設ハ凡ゐ

　　　テノ黒占ヨリ抗争セラソタリo

（註二〕Swobod＆：一Bedeutung　und　Wirku捻g　der　sog・Wechselprolongation　und

　　der　Morator三en　ete．Leipzig，1873。S。230驚nena：一Tmtt我to　di　diri七to

　　commerci41eintemationale，Firenze，19σ5・Bd・III・鼠1901auchUrteil

　　der63terreichlschen　obersten　Gerichtsho考28。M：ai，1S72．（Seufibrt＝・Arc込iv

　　Bd．XXVU：，NL168）

　而して此問題は國際手形に關連して外國に於て問題を生じた

（第八節第一欺参照）。而して濁逸學者は畢つて佛蘭西の蓮説に

反封し、此佛蘭西のrモラトリウム」法を以て、手形の支彿期日を

延期するものとなした。〔註四〕「ジヤック」氏は、元來手形の恩

悪日なるものは、債務者が支彿の準備をなすに必要なる程度に

於て認むべきものであつて、それ以上に及むで事實上債務の支

沸を延期せしむるに至らば、名は恩悪日でも其實支沸期日の延

期に外ならないと論じ、〔註二〕且つ佛蘭西の「モラトリウム」法

が名實共に支彿期日の延期なる事の謹左として、次の諸錨を摘

出しナa。

　1、關係法律の一泥る、一八七一年七月四日の法律は、自禮が

　　「満期日ノ延期二關スノレ法律」Loi　sur　la　prorog磁on　des6－

　　ch6勘nceと稽する事。

　2、・一入七〇年八月十三日の法律により、猫豫期聞内、挺絶

　　謹書の作成のみならす、債務者に劃する償還請求をも禁せ

　　られたる事。
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　3、上記一入七一年七月四日の法律に依り、支沸猫豫期間の

　　外爾十四日間の拒絶謹書作成期間を附加した事。

　〔駐一〕J＆ques：一Diedurchdie費＆nzbsiscbenM・rat・r・enve漁gu亘genぬervor－

　　　g。ru蝕1e：Regress丘agen，Wienシ1872．（Separ漁bdruckaus　der　a王1替osterL

　　　Gerichtszeitung）3Fick：一〇ber圭nter蹴ionales　Wec五5elrecht，187鉱

　〔註二〕　」乱que3：一a．aO・S・17・「デイエナ」（風乱O　Bd　IIL　S・190）o㍉恩峯日

　　　の長短は其性質に攣更な與ふろものでなく、二日乃至十日と定め得らろ

　　　ろヲよらじじ、七9乃至十〃・月と定めそ暮・ざろ法1叉ヲよいと論すろ1寅、談童辮アごと

　　　樗して居ろ。

　又rライプチヒ」の濁逸聯邦裁判所は、一八七一年二月廿一日

の判決に於て、此問題に關し、同標の説を探つて居る。〔註一〕

即ち

　　雌法律ノ規定スか所チ以テ満期日ノ延期二非ストスルノ論擦ハ、敦レモ莫理

　　由ナシ。然か二此法律ハ實際二於テ、支携不能ノ（佛蘭西ノ）手形債務者ノ爲

　　メ、期間チ限り猫豫セルモノナルコト明白ニシテ、之レニ關ス7レ討論二於テ

　　モ、常二d61ai，surs1s，surs6ゐnee．suspe甑sion　de　poursite等ノ語力反覆使用セ

　　ラソタンレカ、此等ノ語ハ此を去孝掌ノ眞．意チ表明ス7レモノ『ト云フ〈・〃、系吉局二於

　　テ；其意味タ即ヤ、「モラ田トリウム』倉Pチ支i沸期日ノ延期チ指スニ外ナラスo

　〔註一〕　Seuffbrも：一Archi▽f量r　Entseheidungen　etc．Bd．XXV、S．249．fL

　以上の如ぐで佛蘭西の此「モラトリウム」を以て、實質上支沸

期日を延期するものと倣すの説、論理整然たるものがあつて、佛

蘭西の通説は何等理論的根擦に乏しい。之れ蓋し後述の如ぐ、

主として政策上の立場に立脚しナZ便宜論であつたので、（第八節

第一欺）爾來之れに左担するの説を見出さ囎。

第三、一九一四年に各國に於て公布せられし「モラ”ウム」法
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　の此黙に關する規定。

　如上の論雫を経て、世界の大戦に當り各國の公布したrモノ

トリウム」法に於ては、此黙に就ては如何なる規定を置いたか

は最も興味ある貼である。

　英國は同年八月二日のBill：Proclama七ionに於て”sh＆U　be

deemed七〇be　due挑nd　be　payable　on　a　d＆七e　one　cεしlender　lnon紐1

＆

銑er　the　dbte　of　its　original　ma七uri七y　ins七ead　of　i七s　original

mぬri七y，“と規定し、爾後の布告は貌11しも此形式に微つね。而

して此規定ナこるや、猫豫期間終了の日を以て、新支彿期日と定

め把ものであること毫も疑がない。

　叉濁逸は、唯一のr一般支彿猫豫」の規定である八月十日の「外

國二於プ振出サレタノレ爲替手形ノ満期目5關スノソ告示」の第一

條に於て、Die驚11igkei施11er　WeohseL＿．um　drei　Monate

五inausgeschoben‘‘と明言してあるが故に、英國の夫れ’と同一の

主義に擦れ・る事明臼である。

　佛蘭西は、前掲一九一〇年十二月昔四日の法律に　pror・gaレ

io豆des6ck6＆nceとあり、又前掲一九一四年八月九日の大統領

令第一條にも同一字旬が用ゐてある。而して此等は流通讃券に

關する條項であるが、右第一條の規定は第三條に擦り、其飽の

私法上の金銭債務に適用せられてある。此字句に就ては多少異

論があるかも知れぬが、前後の關係からして、如何とするもr支

沸期日の延期」を意味するものと解繹せざるを得の。

　反之懊地利は、依然奮態を持し、三同に亘る「モラトリウム」
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法を通じて…其第一條に於て、“Vor　dem　L　Augu就1914en七stan一

媛ene　priv乱trechtliche　Geldfoτderungen　＿．．werden　＿．．ges七un－

deL”と規定し、麦に多少なりと議論の生ずる鯨地を飴した。

併しながら他方此本質論に關する論議をして實盆を失はしむる

爲め、各方面に亘り規定を設け．結局に於てr支沸期日ノ延期」を

規定すると同一の結果を生ぜしめんとしたが、樹各方面に議論

起り、不徹底なりと攻撃せられた。〔註一〕而して實際上最も問題

となつたのは手形關係であつたが爲め、九月廿七田の第三同法

には誤第八條第一項で、爲替手形の支彿日は猫豫期聞の絡了日

なる旨を規定して異論を去う、其難關を切抜けた。即ち填地利

でぱ途に全禮としてb統一的に「支彿期日延期」なる旨を言明し

なかつたが、爲替手形に就ては第三同法に於て支彿日の延期な

る旨を明定し、其飽に就ては間接に之れを承認したのであつた。

　　牙利も亦填地利と同機である。但し同國では第二同法以來

猫豫期間内の拒絶謹書作成を認めす、且つ其飽の規定からして、

填地利同膿r支彿日ノ延期」と原則とするの意が推測せられる。

叉佛蘭西は、全然此問題に鯛れす、r支沸ノ猶豫」ともr支沸日

ノ延期」とも規定せす、間接的に規定せる事は、前節を塞照す

れは明かである。併しその全騰から推して、先づ「支沸日ノ延

期」を標準とせるものと見られる。

第四、現今の「モラトリクム」法に於ける「支沸猫豫」Sもun各

　Un9の性質。

　以上「モラトリウム」の根本観念の攣遷拉に最近各國の法規の
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内容を比較考量すれぱ、少くも最近のrモラトリウムご法は、軌れ

も支彿日の延期を規定したるものと断ぜざるを得鳳。即ち理論

より云ふも最近の「モラトリウム」法は．以上の如く要するに一

般の経濟秩序維持なる目的を有し、債務關係夫れ自騰に封する

純客観的なる非常制限である。帥ち此規定は、萄くも其條件に

適合すべき総ての債務闘係に適用せらる、ものであつて、其適

用不適用を債務者各個の自由意思に擦らしむべきの鯨地豪末も

存せぬ。從つて「モラトリウム」の規定する支沸延期によつて、一

派の云ふが如く債務者に辮濟期に於ける不支彿の自由を認むる

ものではなくして、債橿關係に於て當然支沸が延期せらる》の

である。債権關係に於て・當事者の意思に基かすして支彿が延期

せられ、現實に支沸を爲すべき事が一定期間の終了後にあるの

事實は、其期間内は未だ履行期が到來せざるに外ならない。故に

rモラUウム」法に所謂r支沸ノ延期叉ノ・猫豫」Stundung　ode翌

Zahlungs＆ufsc五ubとは、結局に於て、「支沸日ノ延期」を意昧する

ものと断ぜざるを得ない。〔註一〕況んや英濁の法規は此の旨を

朋言し、其他の諸國は此事を直接明言せざるも、種々の規定を設

けて、それと同一の結果を生ぜしめんとして居ること上述の如

くであるに於ては、此の黙に豪末の疑を容る》の蝕地を存せ露。

　〔註一〕遙般の歓洲大戦迄は「モラトリウム」法は、主として爲替手形にのみ適

　　　用せられアこ結果、此問題ば主として爲替手形に就てのみ論ぜられ7こが、勃

　　　れも同説であろo　Vg1．Eheuberg＝一H：andbuc五der　Handelsrech飴，Le－

　　　ipzig1913．：Bd　L　S3941Meyer：詞Das　Weltw㏄hselrecht，：Leip颪9，190・
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9．Bd．∬．S．54．叉一九一四年の「毛ラトリウム」法に就ては、英佛蜀

に於ては、明文上異論はない。叉此跳の明丈ね昏填地利に於ても、i通説

に支沸期日の延期と見て居るo（Z盈ma血：一a・・a・O・）蜀り「グリユンフート」

は、「モラトリウム」には輩純なろ支沸の猶豫と、支沸日の延期との二種

ある旨存述べて居ろが、何等の訊明もなく。叉資料なも供して當らぬ。是

れば澹革上の説明であろとぶ雪外思へぬ。從つて今日に於ては當らぬo

（Gr加hut；一Wechselrec璃Leipzig，1897，Bd。皿S2必．N・t3）

第五、支沸猫豫Sもundungの性質に關し論雫の生ぜし理由。

　現今のrモラトリウム」に關し、如上の如く學理上に將た』叉各

國法規の内容上に就ても、何等疑問の挿む鯨地なかるべき此黙

に就て、兎に角今日迄學説の二派に分れた理由は奈邊にあるの

であらうか。一八七〇年の佛蘭西のrモラトリウム」法に關し、

債務者の身上抗辮灌説が、主として既述の如ぐ封外的政策に立

脚したる事實は之を別として、これ主として洛革上の理由に基

くものであらう。帥ち現今の「モラトリウム」は、債務者に劃し

一の身上的穰i利を附與する破産法上の協階契約、強制和議乃至

は十九世紀の初頭迄存在した裁判上の支沸猫豫と、其起原が同

一i若しくは略ほ湘似ナこものであるのみならすレ、亙ora七〇riUmと云

ふ文字自醤が、過去債務者の身上的特権たりし「特別支沸猶豫」

の當時から傅承せるものであら、而かも最近の實例に於て、英

猫の外「支彿日ノ延期」なる旨を確言的に規定せす、懊地利拉に

旬牙利の如き、依然過去の「特別支沸猫豫」に於て用ひられた「支

携ノ猫豫jSしu・1面ngなる文字を襲用しすZが爲め、一慮現今の「モ
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ラトリウム」を以て、債務者に抗辮穫を附與するものなりとの

説も立ち得る鯨地を與へた鐸である。

　併しながら以上述べた所で、「モラトリウム」を以て、支彿猶豫

期間の設定なり、債務者に封し抗辮灌を許與するものなもと云

ふ説が、少くとも現今の「モラトヲクム」に就ては立ち得ざる事

明瞭であつて、此黙に就ては、今日に於ては既に異論のないこ

と、思ふ。〔註繍〕只理想としては「モラトリウム」の性質、全く

以前r特別支沸猫豫」と相似たる當時と異なるに至つた今目、英

猫の如く、か、る誤謬に陥わ易き文字を用ゐざるを可とする。

〔註一鱒〕　柏原文な鮭氏1裏「’法學研究J第二巻第三、四合併号震中の『『モラトサウムの

　　研究と日英佛の實例」に於て、「モラトリウムに關すろ學説は、1辮濟期延

　　長訊と支沸猶濠訳1との二つあろなりJと云はれ索が、夫れは過去の養死魔

　　としては結樽であるが、最近の訊明としては前撮「グリユンフート．ρ譲1

　　と同様當らざるの観あろ。其引用すろ駈、我國の墨者の勝訊は反駁する

　　の必要なしとして、氏は氏の所謂支沸猫豫設の一例としてSp＆Idi益9震

　　の著書を引用ぜられアこが、氏の著書為通譲するに、氏が特に所謂支携猛

　　豫説か探れろ謹左がない。第一章に述べ7こ如くb英國に「モラトサウム』

　　なる制度の輸入ぜられ憐のば至つて最近の事であつて、其丈中のsuspe雌

　　は帥ち濁逸語のs毛undenの羅字に外ならぬ。此文字を捕へて食の所設撫

　　覗はんとすろは、印ち問か以て問に答へろ類であろo

第六、支彿猶豫Stundu皿9の性質に關する學説の批評。

　以上の如く、現今の「モラトリウム」法の定むる「支彿ノ猶豫」

は、即ちr支彿日ノ延期」を意味する事明瞭なる以上、之れか反封

説を批評するの必要はない謬だが、只念の爲め、その重なるも
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のを愛に掲げて簡輩に批評して置く事とする。

　1）rモラトリウム」は債権に劃し、其辮濟期日後或る支沸期

　　間を附したものとなす説。

　　　此説に依れぱ、猫豫期間は手形法上の所謂恩悪日　Res一

　　脚ktもageと同穣、只債務者が此期間内債務を辮濟せざるも

　　逞滞に隔らすと云ふに遙ぎないので、此期間内債穫者の履

　　行講求を妨げ譲。これ少くとも最近法鋼に於けるrモラト

　　ヲウム」の本質とは爾立せ鳳。元來此説は一八七〇年の佛

　　蘭西フ）「モラトリウム」法に關し、政策上の立場から唱導せ

　　られた議論であつて、當時既に完膚なく論駁せられデ乙もの

　　なることは上述の麦口ぐである。

2）rモラト疏ウム」は債灌者に封し、猶豫期間内訴求の灌を

　剥奪するものであつて、之れを訴訟外に請求する事は任意

　　であるとの説。

　　　吾人は訴椹を行使し得ざる請求耀…は、未だ辮濟期の到來

　　せざる場合の外之れを認めの故、〔註一〕此黙に就て論する

　　必要がない。且つ上來述ぶる所により「モラトジウム」は・

　　営然猶豫期間内債椹自禮の活動を停止するものなる事萌か

　　なる故、訴議外でも履行の講求を爲し得ざるもので、事實

　　債権者が講求するとも、履行期到來前の債権の履行講求と

　　同榛、何等法律上の敷果を有せぬ。尤も之れに封して債務

　　者が支彿つ泥とすれば、辮潜期i到來前の辮濟と同様、夫れ
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は債務者任意の問題で、法律の關する所でない。

〔註一〕猫逸民事訴訟法は、一定の場合i辮濟期到來前に於けろ給付の訴の

　　提起か認めて居ろo（ZP・0．馨257）

　3）「モラトリウム」は、債務者に封し支沸の爲め或る期間を

　　許與したものであつて、rT度債権着が債務者に封して與ふ

　　る輩なる支彿の猫豫と同機な法律上の敷果」を生するもの

　　と爲す説。

　　之れは眞野氏の主張する所で、〔註四〕洵に巧みな言ひ表

　　し方であるが、遺憾なからr同標の法律上の敷果」と云ふの

　　みでは、其本質明かとならぬ。其本質如何、蚊に何故に「同

　　様の法律上の敷果」を生するやに就ての氏の見解は、氏の

　蓮ぶるを以て推察する事を得譲。從つて「同礎の法律上の

　　敷果」を有する故を以て、「支沸延期」は軍純な債務者の抗

　辮灌に過ぎ濾との所論は反駁するの必要がない。

　〔謎一〕　同氏著「震災と法律問題」五九頁、雌に法律新聞第二千百入十五號虜載、

　　　同，氏論：交「支沸延期手形の姫縄謹書作成時期に就て」馨照o

　此外我國に於て、樹此問題に就て論ぜらる、學者も見えるが、

多くは當らす障らすの説明か、又は眞意を捕捉するに苦しむ議

論である。蓋し我國には從來實例なく・これに關して未知であつ

たが爲めであらう。叉多くは「支彿猫豫」Sもund職g，Z＆Hungs．

筋ufschub，Suspension　of：P町menもなる文字に誤られて居るが如

くである。部ち此文字は、上蓮の如く沿革上襲踏せられて居る
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ので、過去r特別支彿猫豫」に用ゐられて居つた當時の此文字元

家の意義と、今日は全く異つた意昧を表示して居るの黙に、漢

意が至然彿はれて居らぬ様である。〔謎皿〕

〔駐一〕　例之、眞野氏が、支沸掴豫令か以て支沸猶豫Z議h玉ungs＆u亀ehubを輿へ

　　7こものとなしアこの1ミ、帥ち問を以て問に答ヘアこものであつて、之れに次

　　いで「支携撮豫」節ち「債樒者が債務者に衡して與ふろ支携の猶豫Stund・

　　ungと同機な法律上の効力態有す」となしアこのは、Stundung，Au鋤hubな

　　ろ文字の澹革に注意ぜざりし誤謬であろ（法律新聞第二千貢八十五號前

　　揚同氏論丈参舅翼）。三又ネ自原茂1実「’モラトリウム」の規定》ずろ『。支沸蓉醤豫j

　　Stundung　の設明に、石坂氏目本民法論中履行猫豫に關すろ所論な引用

　　し7このも、亦此「支携猫豫」Stu漁mgねろ丈字が「モラトリウム』法に於

　　て特殊なろ意義の攣化か生じ伽ろ悪占に氣付ザなかつ7こに基く的外れの引

　　用であろ。（法學研究第二巻第三、四合併號同氏論文「モラトリウム3の概

　　念と日英佛の實例参照）

第七、結　　論。

　最近rモラ砂ウム」の規定する所、輩純なる支沸の猶豫でな

くて、其實r支沸期日ノ延期」に外ならすとすれぱ、英、濁、佛の

如く其意義を明確にして、填旬の如く奮套に捉はれ、r支沸ノ猫

豫」翫undung　なる文字を用ゐざるを適當とする。濁り懊地利

動に旬牙利は、一・九一四年のrモラトリウム」法にも、依然とし

て「支沸ノ猫豫」Sもun伽ng，なる交字を用ゐ、而かも百方規定を

設けて、「支沸日ノ延期」なる實を畢げんとし、而かも及ばざら

んとして汲々とし、之れに關し敷回の司法省訓示を登したるが

如きは、磁一〕洵に英濁の簡明なるに及ぱざる事遙かなりと云
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ふへしである。

　〔註一〕D三e：Kriegsge3etze6sterreic五，鳳αB嵐工鼠689飢

　翻つて我國今同の「モラトリ：ウム」法が、其範を愛に述ぷる欧

洲の「モラトリウム」法に探つテZ事は、論を侯た訟塵であるが、

其規定を設くるに當つて、過去の溜革にのみ心を奪はれたもの

か、或は推敲至らざりしものか、懊旬の拙策に追從してr支彿

ヲ延期ス」と規定し、而かも彼の如く歎多の規定を以て之れを

補はす書放しとしたが爲め、此制度に就て全く不知であつた我

國學界拉に司法界は、之れに封して何等纏つた意見を吐露する

事を得す、荘然腕を撲くの外なかつたのである。而して我國今

岡の「モラトリウム」法が範を厭洲の夫れに探つたものである以

上、其性質蚊に法的構成も、亦彼と同一であるべきは當然の事で

あつて、我國の該規定がr支沸期日ノ延期」を目途とせる事は論

を侯たぬ。勿論如上の次第故、其規定不完全なる事は事實であ

るが、眞野氏の如く、之れを以てr支彿期日ノ延期」として解する

時は種々の不都合を生するとて、二三の例を翠げられたのは、も

の、本末を轄倒した議論であらうと思ふ。〔註一〕之れは軍に規

定の不備に蹄すべき事柄であつて、これに依りrモラトリウム」

の本質に差異を生するものとは考へられぬ。況んや其の主張せ

らる＞所、自分の意見を以てせぱ、多くは後違の如く當らざる

の議論であるに於てをやである。
　　　　　　　σ
　〔註一ユ同氏は法律新聞第二千百入十五號前揚論交で、欝濟期の攣更と解すろ
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時は不都合か生すろ場合として、次の三鮎か奉げられ染oそれに封すろ

反駁は後節各其項目下に之れを蓮べる。

ユ、同法第三條が無意味に錨すべき事0

2、猫豫期問内に債務者が任意辮濟すろも、猶豫期間末了迄の利子を支

　沸ふべき不都合。

3、　手形債務に關し猶豫期問内、：利，自、の生ぜざるべ：き不都合。

　爾rモラトソウム」法は、元來非常例外の規定であつて、從來

の取引歌態に一時異常の制限を加へ、異常の状態に立至らしむ

るもの故、それがr支沸日ノ延期」を規定すると同時に、その異

常の航態に適癒する様、爾之れに附随して各方面に亘つて規定

を設ぐるの必要ある事當然である。以下各國の法制を墾考し、

以下に於て此黙に關する研究の歩を進めて見たいと思ふ。

第二欺支沸延期の範園拉に其方法

上述の如く「モラトリウム」法は、事攣に基く一般纏濟界の危

機に封する慮急策であつて、債務者に劉し特殊の利釜を與へん

とするものでないが故に、その範園もその過渡の期に慮する程

度に於て充分である。帥ち一定の期間内に辮濟期の到來する債

権者に劃し、一定期間丈辮濟期日を延期すれぱ充分である。愛に

鍼假りに前者をrモラトリクム」法のr施行期間」後者をr支沸猫

豫期間」と欝して見る。而して各國の法制を見るに・爾者とも

二週間乃至ニケ月位であつて、必要に慮し之れを延期して居ろ。

畏に注意すべきは各國の法制とも此爾者の日敷は大概同一であ
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る。〔註一〕此鮎に關する各國の法制の大髄を述べて見ると次の

如くである。

　〔註一〕例外として、世界大戦の初頭に於ける佛蘭西の七月冊一日附大統領令

　　　は、施行期間か十五日間、猫豫期間か……十日問としたc叉善佛戦孚に際

　　　ぜろ佛蘭西の「モラトリウム」法、蛇に世界大戦の初頭に於けろ猫遙の、

　　　八月十日附聯邦参議院の「外國二於テ振串サソタか爲替手形ノ満期日二

　　　關スPレ告示」では、適用期問なろものか特に限定しな廿っ宋。

第一、施行期間開始前既に辮濟期フ）到來せる債権。

　rモラトリウム」法施行期問中に辮濟期の到來せる債穫に封し、

rモラトリウム」の適用あるべきものであるが、術施行期間開始

’前既に辮濟期の到來せるものに就ても、術その適用あるべき事

は、英、懊、旬の「モラトリウム」法にあつては明文上明かである。

盤司而して新辮濟期日は、その規定の方式には國により差異

あるが、結局施行期間終了の翌日に當る様規定せられてある。

我國の「モラ砂クム」法には、此羅占に關する規定はないが、上

來蓮べ來っナごモラトリウム」の根本精紳に照し、此種の債権に

も適用あるものと見るべきは當然である。醗二〕

　〔註一〕　軍に著蜀逸ては、前揚入月十Bの聯手区参議院告示は、特1こ「モラトリウ

　　　ム」の施行期問を限定ぜざろと同蒔に、その施行せらろべ：き最初の日迄

　　　に既に満期日の到來せろものにi封してばその適用を除外しアこ。

　〔註二〕此鮎に關連し、清永郁氏は施行期間内に履行期到來ぜる金銭債務全部

　　　に適用あろものでなく、右期間内に履行か爲さ攣ろ時ば債務者に涯諾の

　　　責か生すろ債務に限り本令の適用あろものと説廿れアこ。要すろに元來の

　　　辮濟期が此施行期間中にあると、叉その以前にあるとか問はす、相手方

　　　の履行請求其他に因つて、此施行期問中に康務者が遅滞…に階ろべき駅態
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　　　　に立入つアこ場合にのみ適用を見るとの設であるが、是れは同氏も亦認む

　　　　るが如く　岡氏が「モラトリウム」を以て一種の債務者抗辮櫨なりと認む

　　　　ろが爲に生する結講で、「モラトリウム」の規定すろ駈は「支沸賢ノ延期」

　　　　であるが故に、曲説の成立ぜざろや明白であろ。且つ此設に俵れぱ同馬

　　　　も亦認むろが如く、若し同一債務でありながら債穰者が施行期問内に履

　　　　行の諸求を爲ぜば此「モラトリウム」の適用か受け、施行期間経過後初め

　　　　て履行の諸求を爲す蒔は「モラトリウム』の適用かi受けざろの不公準を生

　　　　すろo爾此訊の‘生じ7こ一因は、我『モラ’トリウムJ法に，於て「支塗弗チ：爲ス

　　　　ベキ私法上ノ金鏡籏務」と規定し鷲が爲めであつて、此黒占に就ては、填

　　　　匂の如く「辮濟期日ノ到來ス＾キ」と規定すろ方適當であらうo（同賃著非

　　　　公刊謄爲版「支沸延期令二就テ」三頁四頁）

第＝、上述の所謂「モラトリウム」施行期間絡了すると同時に、

その適用を受けた債構の辮濟期が一時に到來するものとする時

は、債務者にに過度の負罐を強ゆる事となり、反つて財界を棄

飢せしむるの虞れあるが故に、最近に於ける各國の法制を通じ

て、其猫豫期間は夫々の債権に就き、其元來の辮濟期日より起

鋒するものとし・且つ新辮濟期日は早ぐとも施行期間絡了の翌

日に當る様特に規定が設けられてある。磁曝〕

　〔註一〕濁i逸の如く、施行期問無制限で、而ゴも適用開始の日以前に満期日の

　　　　到來ぜろのに就て、「モラトリウム」の適用なき規定の場合、此黒占に關す

　　　　るi規定の存ぜざろは當然であろ。猫逸を除いむ各國の法制に於て、猶豫

　　　期問は大髄に於て施行期聞と同一日数に定められて居ろが故に、此特別

　　　　qなろ規定は、施行期問開始前醜に辮濟期日の到來ぜろ債櫨に當嶺ろ丈で

　　　　あろ。

第……、以上の規定のみを以てしては、施行期間維了後當分の間

債務者は、支彿を延期せられた債権の辮濟と、「モラトリウム・
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施行期問絡了後に辮濟期日の到來する、帥ちその適用を受けざ

る債権の辮濟と二重の負搬を強いらる、事となり、rモラトyク

ム」施行期間内の容易なりしに引換へ、著しき困難に陪る虞れ

がある。此黒占に關し我國の大正十二年九月膏七日勅令第四二四

號r日本銀行ノ割引保謹二關スノン件」の如き相當の救濟策ではあ

るが、之れ，が恩恵を蒙る着はザー部商人就中銀行取引ある者に

限らる》の憾がある。之れと異つπ一般的封策として、埃地利

では九丹廿七日の第二同法で、金額を分つて漸次分割支彿を爲

さしむるの規定を設けた。之れ債務者に一時に過重の負擢を強

ゐざる、揚合によつては適當なる方法であらう。　　　

第四節　契約と「モラトリウム」

　私法上の金銭債務は、主として當事着間の契約に因つて生じ、

「モラトリウム」は私法上の金銭債務に關する特別規定故、「モラ

トリウム」と契約の一般原則との問には種々問題の生ぜざるを

得ない。以下その重なるものを述べて見たい｝思ふ。

第一款猫豫期間内に於ける逞滞

　rモラトリウム」はr支彿日ノ延期」を規定するもの故、その猶

豫期間内、債務者が、假令債権者の履行要求があつても、不履

行に因る逞滞の責に任ぜざるべきは當然である。叉rモラトリ

ウム」適用開始の當時既に債務者が遅行逞滞に照れる債権に就
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ても、同しくrモラトリウム」の適用あるものと見るべき事は前

籔に述べた所である。即ち此場合には、猫豫期間中債権は再ぴ

履行期未到の状態に復鋸し、債務者は此期間内何等逞滞の責に

任ぜの。但しその適用以前に於ける渥滞の敷果は、之れに依つ

て消滅するものでなく依然存在すべきは當然である。

　以上債務者側に就ては問題は簡軍であるが、若し猫豫期間中

債務者が履行の提供をなし、債椹者が之れに感ぜなかつπ場合、

債椹者渥滞を生すべきか否かや問題である。英濁ではr支彿日

ノ延期」と銘を打つてあるが故こ問題はない。但し英國では再引

受のあつた爲替手形（小切手拉二一覧彿手形を除く）を除き猫豫

期間内の辮濟を妨げすと特別に規定してある。又喚旬では「支沸

日ノ延期」なる旨の明文なき故、此瓢に就き疑義の生する蝕地

がある。而して此黙の解決に待つ所のものは、主として猫豫期

間内の利息、時歎の起算黙、双務契約、蚊に手形行爲に關する所

から、填旬では此等の場合に關する規定を特に設けて疑義を去

つて居る。麟つて我國の「モラトリウム」法では英濁の如くr支

彿日ノ延期」と直言せす、而かも懊旬の如く猶豫期間内の利息

其他に就いて規定を置かす、又手形行爲に關する規定も不充分

なる所から、實際上に於て種々の疑義を生ぜしめたのは、洵に

重大なる敏隔と云はねばならぬ。

第二款　猶豫期間内の：利恩
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　rモラトリウム」に因る支彿猫豫期間中の利息は如何なるべき

か。此黙に就き英國は約定利息の存せざる限り英蘭銀行の割引

利率により利息を附するものとし、再引受のあつた爲替手形r小

切手蛇に一覧彿手形を除く）を除いて、猫豫期間内に辮濟あつ

た場合には、現に辮濟せられたる日迄の利息を附するものと定

められてある。佛蘭西では九月廿七日の大統領で、総べて支沸猫

豫を受けたる債務に就ては契約若しくは法定利怠を支彿ふべき

旨を規定し沈。猜逸に於てはr一般支沸猫豫」の適用ある外國爲

替に就ては、僅少の例外を除いて猶豫期間内年六分の利息を附

すべきものとし、裁判上のr特別支沸猫豫」に就ては、支沸期間

の決定は利息の進行を妨げすとの規定あるが故に、結局債穫者

は一般原則に從つて辮濟期日から現實に支彿を受けたる日迄の

約定若しくは法定利息を受くる事が轟來る。填地利に於ては支

沸猫豫を受け沈債権には、その支彿はれたる日に至る迄の約定

i若しぐは法定1利息中高率のものを支沸ふべき旨を定め、飼1牙利

では同一期間中約定利息、若し之れか存せざる時は法定利息が

支沸はれべき旨が定められてある。

　而して濁逸に於ける「特別支沸猶豫」の場合を除けぱ、rモラト

ジウム」に因る支沸猫豫期間中、債務者側に逞滞が存せの故、此

期間内の利、慰は逞延利、息でない事明瞭である。〔駐四〕而して「モ

ジトリウム」は支沸期日を延期するもの故、其猫豫期問内約定

利息の存する揚合約定利息を附すべきは當然であると同時に、
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手形若しくは無利息債権に就ては約定利息なるものなきが赦

に、特に公挙の見地から此期間内法定：利息を附すべしと定むる

のも、亦當然である。但し此規定たるや素公李の見地に出でた

もの故、猫豫期間内に辮濟を認めた場合には、その現に辮濟あ

つた日迄の約定若しくは法定利息を附すれば充分なる事亦言を

侯たぬ。

　〔駐一〕Zalm翫n：一a．a。O。Bd，LS。81．

　此等の黙に關し何等の規定を設けてないのは、猫り我國のrモ

ラトリウム」法であつて、規定なき以上猫豫期間内に於て辮濟

をなすも、猫豫期間全部に亘つて利息を支沸ふべきものと一慮

論結せざるを得ぬ。是れ手形關係若しくは双務契約に於けるが

如く、履行に債権者の行爲を必要とする場合は別として、債構者

r何等の積極的共力を必要とせざる場合に、債務者が猫豫期間

終了前に支沸をなさんとするも、猫豫期間発部に封する利息を

支沸ふべきものとするは、眞野氏の謂はる、が動く〔註㎜〕洵に

不都合ではあるが、之れは法文の不備に蹄すべく、之れを以て氏

の如く「モラトリウム」の本質を決定すべき理由とは思はれぬ。

之れとても債権者の積極的共力を必要とせざる辮濟に就τは、

猶豫期間内に於ける債務者の履行提供によう、其債権に就ては

特に辮濟期日到來するものと見るの所論立ち難きに非すとすれ

ば、既に辮濟せる疑以後猫豫期間満了迄の間の利、慧は、當然支

沸ふの必要なき事となる鐸である。
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〔註一〕　法律新聞第二千百八十五號同氏前揚論丈滲照

第三款消滅時敷拉に除斥期間

　「モラトリ：ウム」に因る支彿猶豫期聞中、消滅時敷拉に所謂除

斥期間Pr謝翻vfris七が進行するや否やは、一慮吟味して見る必

要がある。而して取得時敷はrモジトリウム」と何等關係なき

故、愛に論するの必要はない。

第一、消滅時敷。

　rモラトリウム」は支沸期日を延期するもの故、その清滅時敷

は、猶豫期間の満了を以て蓬行を初むるものと見るを相嘗とす

る．r支彿期日ノ延期」を明確に言明せる英法が、艶鮎に關し何等

の規定のないのは當然の事理であつて、ヌ，濁逸にあつては、「一

般支彿猫豫」の適用ある外國爲替には、之れと同様の理由によ

り此黙に關し規定を置かざると同時に、r特別支彿猫豫」の適用

ある揚合には、債務者は猫豫期間内履行の必要なきを以て、溝滅

時敷は右期問の終了を以て進行を初むべきは何等論を侯た鶏

併しながら懊　にあつては、r支沸期日ノ延期」を明言せざる關

係上、疑義の生するを慮つて、支沸猫豫の期間内は消滅時敷の

計算に算入せざる旨を定め、〔註一〕以て一方原則として潰滅時

敷は猫豫期間の満了を以て進行すべき事を定むると同時に、既

に一旦漕滅時敷の進行せる債樺に就ても、猫豫期間内は進行せ

ざる旨を’明力》にしナZ。
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　〔註二〕勾牙利では九月骨日の第三同法第廿一燦に初めて此規定を置いアこ。

　我國のrモラトリウム」法は、英猫の如く其本質を朋かにせざ

るにも拘らす、填旬の如き此黙に關する浬意的規定を鉄き、疑義

を生する鯨地を生ぜしめたのは遺憾である。

第二、除斥期間。Pr証klusivfris鉱

　民法第五六六條、六百條、六三七條鮭に商法第二八八條等に

於て所謂除斥期間を定められた損害賠償若しくは費用償還講求

権が、若し「モラ｝リウム」に櫨る支彿猫豫期間中に實牙テせらる

るも、rモラトリウム」法の適用により、その支彿が延期せらる

ぺきは論を侯たぬ。然るに民法は除斥期間に就ては、原則として

その中断停止を認めす、且つその性質潰滅時敷と異なり．rモラ

リウム」に擦る支沸の猶豫に依つて、除斥期聞の進行が中断若

しくは中止するものとは見られぬ所から．埃　のrモラトリシ

ム」法は、支彿猫豫期間中の日数は、時敷と相蚊むで除斥期間の

内に算入せざる旨を規定し紀。〔註剛〕蓋し適當の規定と云ふぺ

きである。

　〔註一〕條丈には「訴チ提起スベキ法定期問」と定めてあろが、通説は夫れを以

　　　て掻害賠儂若しくは費用償還等金鐘債櫨の行使若しくぱ實現を爲すべき

　　　除斥期間を指すと同時に、契約解除等、直接金銭債櫨か實行すろに非ざろ

　　　除斥期間はその内に抱含ぜざるものとなしてある。（Z轟1凪en：一a・翫（λ

　　　lBd・LS．86ウ

第四款施行期間内に於ける双務契約の履行
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　當事者聞で双務契約が締結せられ．當事者の一方が金銭支彿

の義務を負罐し、億方が金銭以外の物の引渡を約束し、その敦

れも末た履行せられざるに先立ち、「モラトリウム」法が施行せ

られ、その金銭債務が「モラトヲウム」の適用を受くる揚合に於

て問題が生する。

　若し夫れが同時履行の抗辮を提出し得る場合の時は、當事者

一方の負搬する金鏡債務が「モラトリウム」法に擦って支彿を猫

豫せらる、に封し、相手方は同時履行の抗辮を以て之れに劉抗

し得ると見るを相當とする。併しながら爾者の履行時期が目を

異にして定められ’てあつセ場合には、同時履行の抗辮擢を利用

し得ぬが爲め、當事者の一方はrモラトソウム」の適用に因り約

定の日時に劃憤の給付を受け得ざるに反し、自己は契約の文言

に遙つて、約定の日時に金銭以外の物の引渡の義務を有する。是

れ頗る不公李なると同時に、「モラ』トヲウム」の施行せらる》時

は経濟界動揺の時であるが故に、其者は之に依つて不測の損害

を蒙らぬとも限られぬ。何とか此瓢に相當の規定が望ましい。

　英法には此瓢に關し何等の規定がない。濁逸にあつては此問

題の生するのは裁判上の支彿猫豫の場合に限るが、此裁判上で

支彿猫豫を許與するに就ては、債権者に劃し異常の損害を生ぜ

ざるべき事を條件とし、且つ裁判所は債務者に封し相當なる携

保の提供を命ずる事を得る旨を規定してあるが故に、之れによ

う如上の場合も相手方は相當保護せられる事となる。
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懊地利に於ては、八月十三日の第二同法迄は此鮎に關し規定

がなかつねが、九月五日の司法省会で以て此黙に關する規定を

設け、同丹廿七日の第三回法第二條に引繊が蜘た。帥ち双務契約

に於て如上の如き場合には、物の引渡がrモラト営ウム」施行期

間開始前に行はるべかりし場合の外、劉債支沸の債務はrモラ

トぴウム」の適用から除外した。

　又旬牙利に於ては九月珊日の第三同法第十三條乃至十四條に

於て初めて此黙に關し規定を設けπ。即ちrモラト覚ウム」施行

幾間中は、樹償給付の義務を負へる當事者は、其劉慣を相手方

の履行と同時若しくは以前に給付するか、又契約の趣旨に基き

相手方の履行後に封慣を給付すべき場合には、それに封しrモラ

トリウム」の適用を樋棄するに非ざれぱ、相手方の履行を請求

するを得ざると同時に、相手方が「モラトリウム」の適用に慮ぜ

ざる時は契約を解除し得る旨を定め、衛金銭以外の物の引渡の

義務を有する當事者は、相手方がその負搬する劃憤の給付に

rモラトリ：ウムJの適用を主張した時は、契約の解除を爲し得

べく、且つ其履行すべき期日に先立つて、八日の期間を以て相

手方に封しrモラトリクム」適用の携除に同意するや否やの同答

を催告し、無同答なるか又は同意を得ざる場合にも、亦契約を

解除し蕃尋る旨を定めてある。

　以上填旬の規定は多少異なるが貌鱈も適切の規定であつて、

今後「モラトリウム」法を鋼定するに當つては、此織に關し考慮
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を沸σて、相當の規定を置く必要がある。

第五款　債務者逞滞鮭に契約解除の問題

　「キラトリウム」施行期間内に、何等かの理由に因り契約の解

除あつだ場合、その解除に因つて生する請求穫は施行期間開雄

後に登生したもの故、「モラ砂ウム」の適用なき事明かである。

茄之財界の危機に當つては、債務者は契約の趣旨に遵つて履行

する事困難で、兎角債擢者側に契約解除の機會を與へ勝ちのも

の故、「モラトリウム」施行期間内は、契約の解除に關し相當の

制限を設くる必要あるものとし、濁、填、旬デ）「モラトリウムま渓

には之鵠に關する規定が置いてδ）る。

　填地利に於ては、八月十三日の第二同法第十一條では・輩純に

rモラトリウム」の適用あるべき金銭債椹に就き、施行期間内に

通告せられた契約の解除は、右期間纏了の翌冒に通告せられた

ものと見徹す旨規定せられ泥が、九月背七日の第三同法第十二

條に於ては街其外に、「モラトリウム」の適用あると否とを問は

す総べての金銭債権に就て、施行期間内に支沸はれべき：利息、

有期定期金、割賦金が期限に支沸はれざるとも、債権者は之蜘

を原因として契約の解除を爲ず事を得ざる旨を定めた。

　旬牙利は九月珊日の第三回法第十七條十八條に於て、些か之

れと異つた規定を設けた。印ちrモラトリ：ウム」の適用ある場含

に於ては、債務者が期日に債務を履行せざるも、之れにより何1
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等法律上の不利釜を生せざるものとし、文「モラトリウム」の適

用なき場合に就ては、施行期問内債務者側に不履行あるも．閣

令を以て別に規定を設くる迄、之れを原因として債務者に封し、

一切の法律上の不利盆を蒙らしむる事を得ぬ。但し既に支沸期

の到察せる利息、割賦金拉に其飽の費用の講震を妨げすと規定

した。

　猫逸にあつては、一九一囚年八月十八日の告示を以て、此黙に

關する規定を設けた。帥ち同年七月舟一日以前に登生せる金銭

債務に關し、本案の裁判所は、債務者の申立に依り判淡を以て・

債務者遅滞に就て定められナε法律上拉に契約上の敷果が登生せ

ざるものと決定する事を得る。又裁判所は三ケ月以内の期間を

定め、此期間内に債務者が履行せざる時は、此逞滞の敷果が登

生ぜるものと見徹す旨の條件を購する事も出豪る。街債罐者が

既に執行力ある正本の付與を受けた揚合には、債務者は執行文

付輿に劃する異議の訴を以て、履行渥滞の敷果を排除すべき旨

の申立を爲す事を得る。此等の規定に依つて、家賃の不支彿若

しくはi利息の滞納等によう、家の明渡若しくは元本の皆濟を講

求せらる＞の憂を噺つナa。

　我國今同の大震災に當り、九月分の家賃若しくは利、慰等の支

沸殆んど不可能であつた場合もあるべく、ヌ九月中に契約を解

除せらる、も、法律ヌ．は契約の定むる所に逡ひ債務者に即時履

行を彊ゆるは鯨うに酷に失しセ場合多いかと思はれる故、鮨の
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：如き規定を設くる事は、最も望ましいものと云はざるを得ぬ。

第六款　ぎ酋豫期間内に・於けるネ目殺

　営事着の双方が相手方に封し金銭債務を負搬し、其間相殺を

なすに適し沈場合、一方の債務のみが「モラトリウム」の適用を

受くる結果、元來相殺し得べきものが相殺1、得ざるに至弧當

事着の一方が先づ一一懸相手方に辮濟し、猫豫期問の経了後、再

び相手方の辮濟に依り之れを同牧するのは、不便でもあり不公

李でもありと見て、埃地利では第三同法第十三條に於て、「債権

力本勅令轟糠リテ支彿ヲ猫豫セラノン・ノ事惰…　夫レカ他ノ債

穰ト季目殺セ：1ラノソ、ヲ妨クノソコトナシ’」と定め、旬牙年頚でも第三同

法第二十條に同様の規定を設けた。蓋し適當なる規定と云べふ

きである◎

第七款　生命保険に關する問題

生命保瞼契約に於て、被保瞼者が所定の期聞内に保瞼料を支

彿はなかつた場合には、保険者は保瞼契約の解除を爲し得るの

外、訴を以て保瞼料の支彿を請蓉する事を得ぬ。然らば鼓保瞼者

の保瞼金沸込義務を以て、金銭債務なりとして「モラ｝少ウム」

の適用あるべきか否かは問題である。果して「モラトリウみ」の

適用を受くるものとすれば。若し被保瞼者が猫豫期間纒過後保

瞼料を支沸はなかつた場合には、保険者は訴を以τ其支沸を講
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求し得ぬが敵、結局此期聞内は無償で保瞼義務を負搬し泥る事

塁なる講垂である。〔註一〕

〔駐閣一〕　之れと同じ檬な例に富籔に就ても起ろであろう。帥ち、富i銭の代慣が

　　敷何に分割支梯はれ、最後の支沸あつアこ後抽籔をなす規定であつアこ揚合、

　　其最後の支携金が「モラ｝リウムJに擦り支沸を猫豫ぜられ・而ザも摘i銭

　　：地が外國若しくは其施行地域外にあろ爲め、其袖籔が元來の期日（「モラ

　　『トリウム』に依ろ支沸猫豫期間中）1こ行はれアこ暗｝、富i銭の所持人ば、當籔す

　　れば蔑金を支携ひ、．當銭ぜざれば疫金か支沸はぬと云ふやう’な；事が起．覇

　　得ろ鐸であろo

　填地利に於ても艶問題に議論が生じπ爲め、第三同法第三條

霰こ於て、生命保験料支彿の義務に「モラトリウム」の適用ありや

否やを明定せすして、只一方保険着が相當の期問内に一ケ且以

爵の期間を定めて、被保瞼者に封し保険契約存綾せしむるや否

やの同答を催告し、此期間内に被保瞼者が右契約を解除する旨

の同答を登せざる時は、保瞼料支沸の義務を生するものと定め
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

弛方保瞼者は被保険者が契約解除意思表示を爲したる場合の

外、rモラトリウム」施行期問内、保瞼料不支沸に因ξ契約の解

i除其他の法律的敷果のi到來を主張し得ぬと定めすZ。

　旬牙利では保瞼料はrモラ”ウム」の適用を受ぐるものとの

見地に於て、既に第二同法第八條には、被保瞼者は保瞼料支彿

期間め最鰺目から十五日以内に、契約解除の意思表示・を爲した

場合の外、猫豫期間終了後保瞼料の支彿を拒む事を得すと定め

てある。
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軌れの規定が、より適當なりやは別問題として、「モラトリジ

ム」法は・此瓢に關しても亦相當の考慮を計る必要が充分存在す

る。

　　　　第五笛　手形關係と「モラトリウム」

　手形關係は、其飽の債穫債務關係と頗る異なる黙多き故、手

形債務もrモラトリシム」の適用を受くる以上∀それに關し特異

の規定を必要とする黙多々ある。以下その大穣を叙違して見る。

第一款　手形關係成立時期と「モラトリウム」の適用

　手形債務は手形債務者の如何に依り、手形關係の成立と同時

若しくはその後に登生する。然らぱ手形關係夫れ自騰が、rモラ

トリウム」法の施行せられて以：後に成立した場合には、それよ）

生じた手形債務には全然「モラトソウム」の適用なき鐸である。

於是乎、手形關係成立時期に就て考察するの必要を生じて來る。

　手形關係は通常振欝人の手形振出行爲を以て成立するもので

あつて、尋常の場合には問題はないが、試みに次に揚ぐるが如

き場合、その手形關係は「モラトリウム」法施行開始以前に成立

したものか、それ以後に成立したものか一慮問題であらう。印

ち

　1）「モラトリウム」法施行期間開始以前の振出日附を有する

　　自己指圏爲替手形が、右期間開始後に第三者に裏書譲渡せ
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　　られた揚合。

　2）　同機の自己指圏爲替手形が、同じζ右期間開始前に支彿

　　人の引受を了し、右期間開始後初めて第三者に裏書譲渡せ

　　られた揚合。

等に於て、手形關係の成立に關する貌れの手形學説を探るかに

依つて、その結論を異にするであらう。艶庭には手形學説の内

容に立入つて研究するの鯨裕はないが、先づ寺尾激授の斯説の

如く、日附の如何に拘らす、手形成立要伴を備えた上、其手形を

第三者の手中に入らしむべく自己の手を離れた時に手形關係が

成立するものとすれぱ、嘩一〕以上の例に在つては、その手形關

係は』鶉れも「モラトツウム」法施行期闘開始後に成立しπので、

從つて、これによう生する手形債務には「モラトジウム」の適用

なきものとすべきである。果して然らば如上の第二例に於て、引

受人の手形債務は振出人の裏書譲渡の逞速に因つて、或は「モラ

トリタム」の利盆を享有し、或はその享有より除外せらる、事と

1なるであらう。〔鼠1二〕

　〔註嘩〕　岡教授著手形法提要九六頁

　〔謎二〕尤も同教授の所訊が、手形關係夫れ自髄は要盤か備えすころ時既に潜在

　　　的に成立し、只其手形が『他入昌向ケテ獲行セラか・」に俵りて、封外的

　　　闘係か獲得ずろものと謂ふに在ろなれば、其結論亦自ら異ならざるか得

　　　ぬo
　以上の如く此瓢に就では種々議論の紛更を招き易いもの故、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ
後蓮の如く旬牙利法が臼地手形の補充に關し特に規定を設けた
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が如ぐ、此紛更を避くべぐ相當の規定をrモラ｝リウム」法に掻

入するを適當とし、か〉る規定なき以上學説の趣く所に選つて

不看B合をr生するも亦如何とも爲し難き…欠第である。

第二欺　「墨ラトリウム」の適用を受くべき手形債務

　手形債務は手形行爲に因つて登生する。故に振出人、引受人、

裏書人と手形債務者の異なるに從つて、其者の手形債務の螢生

鋳期を異にすると同時に、手形行爲濁立の原財に依つて、手形

受取人、被裏書人の手形債椹は夫々時を異にして成立する。而

してrモラトリウム」は此等手形債務に劉し一標に適用せらるぺ

きものであらうカ㌔

　此鐵に關しては、英猫佛勾のrモラトリウム」法の規定は簡軍

朋腺である。部ち此等の規定は手形關係に就て特に規定を設

η、「モラトリウム」法施行期聞開始前に振出されたる手形に封

し、rモラトリウム」法の適用あるもの故、その手形關係よ為生

じた手形上の債礎債務は、その登生時期の前後を周はす一榛に

「モラトリウム」の適用ある鐸である。

　然るに懊地利では、第二同法迄は此黙些か瞬昧で、r一九一四

年八月一日以前二登生セノソ手形債灌」と規定せる爲め、同日以前

に振出された爲替手形で軌一方同月以後に引受あつた場合、其

引受人の手形債務は「モラトリウム」の適用を受けざるが如く．

叉侮方同月以後に裏書譲渡を受け沈手形債権者に劃してはrモ
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ラトリウム」の利盆を主張し得ざる，かの疑を生じた。之れ一般の

債権關係と性質を異にする手形關係に就き、特に規定を設けな

かつた罪であつて、第三回法ではその第八條に特に規定を設け、

r入月一日以前二振田鼻レタノン爲替手形」に就ては、猫豫期間の

絡了の日を以て支沸日とする云々と規定したが故、か、る疑問

は総べて溝失し？こ。

　然るに我國の「モラトリウム」法は此黙に關する浬意を敏き、

手形債務も其他一般の金銭債務も一親同仁に、「大正十二年九月

一日以前二登生シ、伺日、ヨリ同年同月珊日迄ノ間二於テ支沸ヲ

爲スヘギ私法上ノ金鏡債務」と規定したが爲め、瑛地利に於ける

と同楼の疑問蚊に不都合を生ぜざるを得ぬ。例之九月一日域前

に振出され、同日以後に引受あつた爲替手形に就ては、引受人

に就ては當然rモラトリウム」の適用なく、去れぱとて引受人が

支沸を拒縄し、振出人に向つて償還請求を爲す時は、振出人は

「モラトリクム」を以て之れに封抗し得ると云ふ面臼い現象を呈

する。而かも此場合支沸人の手形債務に關しrモラトリウム」の

適用なしとすれば、手形取引上好ましからぬ引受挺絶を強いて

誘螢する事にもならう。此外九月一日以前に振出拉に引受の上

第三者の手中に在る爲替手形に就ても、手形行爲猫立性に關す

る見解の如何により、同日以後に裏書譲渡を受けた被裏書人に

劉しては、手形債権者は「モラトリウム」を主張し得ぬとも論じ

得やう。此後の「モラトリウム」法は此融に充分の没意を要する。
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第三欺　自地手形の補充

　臼地手形の有敷なる事は學説判例の認むる所であるが、その

補充権者の補充の如何によう、其手形は或は「モラトリクム」の

適用を受け、或は受けざるの結果を生する事があり得る。去れ

ぱ之れに關し「モラトリウム」法に於て、多少特別な規定を置く

必要なきかは問題である。

　此黙に闘し英、濁、佛、埃の「モラじウム」法には何等の規定

なぐ、又遺憾ながら之れに關する判例をも捜串する事が欝來な

かった。軍も旬牙利では其第三同法第二條に於て、「一九一四年

八月一日議前二未補充ニテ引渡ヲ受ケタノソ手形肛持人・・其手形

■支彿猫豫ノ適用ヲ受クベキ範園内二於プ補充ノ権ヲ有ス、之

レニ反シタノレ補充ノ・當事者間ノ合意二反シタノソモノト推定ス」

と規定した。淫意深き規定と云ふべきである。

第四欺　手形喪失の場合に關する特別規定

　事憂に原因してrモラトソウム」法の施行せらる、際、此事i攣

の結果、手形それ自髄が紛矢若しくは喪失する事あるべきは想

像するに難くない。此場合に就ては民事訴訟法第七七七條以下

に「讃書ノ無敷宣言ノ爲二爲ス公示催告手績」に就ての規定存す

るが、か、る非常の場合には街例外的なる簡易手績存して可な

る場合もあり得やう。
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　英國に於ては一九一四年九月十四日のBm　o£：Exchange　Ac七，

1914　の第三條に、封外爲替手形に就て此種の規定が存する。之

れに依れぱ、rプヲプン」諸島以外の地を支沸地とする爲替手形

が、その直接聞接を問はす｝戦孚に因つて喪失したるものと認め

得べき場合には、裁判所は、公謹人其他裁判所の相當と認むる

方法に依つて謹明せられた謄本を以て、手形の成立を立謹する

事を許可し得る。但し債樺者は相手方の請求ある時は、裁判所の

命する携保を供與する義務を有する。

第五欺　手形行爲とrモラトリウムJ

　　　第一猫豫手形に關する支彿拒絶謹書作成時期

　支彿拒絶謹書は、手形の満期日若しくは其後一定期間内に、支

彿を求むる爲め其手形を呈示し、若し手形金額の支彿なかりし

時に於て、初めて作成すべきものである。部ち支沸の爲めにす

る呈示並に拒絶讃書の作成は、手形の漏期日が到來して初めて

爲すべき手形行爲である。然らばrモラトリウムJの適用を受く

べき手形債権に就て衝よ、支彿人の支彿なかりし場合、支彿拒縄謹

書は元來の満瑚H若しぐは其後一定期間内に作成すべきである

か、或は猶豫期間絡了後に作成すべきであるかの疑問を生する。

　英、濁、佛のrモラトリウム」法に於ては、r支彿期日ノ延期」な

る旨明言せられあるが故に、猫豫期間後絡了の日若しくは其後

一定期間内に作成すぺきものなる事は言を須ひぬ。術佛蘭西で
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は御丁寧にも十月骨七日の大統会に於て、猫豫期間中支沸擾繕

謹書作成に調する規定の適用を停止する旨を規定した。問題の

あつ沈のは填旬二國で、前述の如く爾國とも第二同法迄條文曖

隊であつたが爲め・既織に就き議論を生じた結果、填地利では

第三回法の第八條に於て「モラトリウム」の適用を受くる手形に

就ては、猫豫期間絡了の日が支彿期日に當る旨の規定を設け、

駐萄旬牙利では同じく第三同法の第二條で猶豫期間内に於て

支沸拒絶謹書を作成する事を禁じ、異論を去つた。

　〔註二〕　同時に塊地利第三同法でば、第二同法第一條第二項の猫豫手形に關し

　　　て猶豫期間丈拒絶謹書作成期周を延期すろ冒の規定か婁て誤解を生し易

　　　きものとして除去しプこ。

　元來rモラトリウム」は支沸期日を延期するもの故、支彿蓮絶

謹書は、當然猫豫期間終了の日若しくは其後一定期間内に作成

すべきものであつて、換　の如く規定の不完全なるを補ふ意昧

に於てならば格別、然らざれぱ何等の規定を要せざる鐸である。

今同我國のrモラトリウム」法に就て・大阪地方裁判所が判事聯

合會議を以て「拒縄謹書は勅令による延期の日又は其後二日内

に作るべきものと決定しナa」のは。嘩麟〕其理由如何は不明であ

るが結論に於て正當である。それに劃し眞野氏は反駁を加へら

れて居るが、〔註二〕其の主張の根擦は前述の如く「モラトリウ

ム」を以て債権者の身、L的抗辮権を成立せしむるものとなすに
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
あつて、其鮎に劉しては既に反駁の要がない、〔註三〕

　〔註一〕…法律新聞第二千百六＋八號記事参照

　〔註二〕　法律新聞第二・干’百入十玉號同晟前掲論丈参照

　〔駐罵〕　億氏は大阪地方裁判勝の解繹に依れば、同勅令第三條の手形行爲期問

　　　　延長に關する規定が無意味に露すると云はれて居るが・其當らざる專は

　　　　後蓮する本款第二の註奄参照ぜられアこセ、。

　　　　　　第二事憂に因る手形行爲期間の延長

　「モラトリウム」法を施行するが如き非常の場合に於ては、手

形行爲が、其事憂に基く直接間接の障磯に因つて阻凝せらる、

事があり得る。而して手形法には、佛國拉に其法系諸國及び英

米の如く、手形行爲が不可抗力に因り阻凝せらる》も失椹せざ

る旨を定むる主義と、濁法系（一二の例外を除く）拉に我國の如

く絶封的に失権せしむる主義とある。〔註一〕前者にあってはi其

必要なしとするも、後者にあつては、rモラトリウム」を施行す

るが如き非常の場合には、特に此黙に關し寛大なる例外的規定

を設くる事を要する。〔謹二〕英．濁、懊、旬のrモラトリウム」法

には、符節を合はしね標に此黙に關する規定を見る。

　〔駐一〕　此黒占に就ては後述本章第入飾第一款参照。

　〔註二〕　雌問題は猫豫手形に關する支彿掘絶謹書作成時期の問題とは何等關係

　　　　なく、且つ其適用か受くろ手形は元來「モラトリウムJの適用か受くろも

　　　　のなろと否とな問はざろ事に注意か要する●

第一、個別的なる期間延長の規定。

　佛蘭西に於ては明文はないが、學説判例とも一般不可抗力の

揚合には、所持人は法定の時期に支沸呈示』叉は担絶謹書の作成
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一

爲さすとも、其止みたる後保全手績を陵めぱ足るものとなす故

問題はない。〔註一〕英國に於ては内國手形に就ては支彿拒絶謹

書の作成を必要とせざる故之れを除外し、軍にrブリブン」島以

外の地を支沸地とする爲替手形に就ては、一九一四年八月十三

日のBill　o｛：Exc肱nge　AGもの第一條を以て、一八八二年の：BiH

・£：EX⑳ange　Act第四十六條の規定を鑛大し、廣き範園に於て

戦箏の直接間接の結果に因り、適當の時期に手形行爲を爲し得

ざうし場合に失灌せしめざるの例外規定を設けてある。詳細は

第一節を参照ありたい。叉猫逸では同年八月四日の法律を以て、

叉埃地利では第三同法第九條に於て、一切の手形に嗣し、それ

にrモラトヲウム」の適用あると否とに關せす、手形行爲が戦謝

に基く不可抗力に因り妨げられπ場合には、その手形關係に就

て、其障凝の存在中拉に其後一定期間内、〔註識手形行爲期間

が延長せらる、旨を規定した。〔註勧

　〔註一〕填地利第二同法にあつては、其第一條第二項蛇に第八條と合して、第

　　　三同法第九條と略ぽ同一趣旨の規定となつて居ろ。

　〔註二〕濁逸では此朗問は最初に六日間（日曜大祭を除く）と定められ、其後二

　　　濁間に攣更ぜられ7こ。叉輿地利では＋日問（日曜大祭日を除く）と規定ぜ

　　　られてあろ。

　〔註罠〕如上英・濁・濁・填¢）規定は、外國に於て「モラトリウム」法が施行ぜ

　　　られ、其結果として、法定の時期に支沸拒絶謹書か作成し得ざりし場合

　　　にも適用あるものであろ。其詳細に後遽本章第八節第…款を参照あり索

　　　いo

第＝、一般的なる期間延長の規定。
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併しながら第一に掲げた規定を以てしては・不可抗力の存在不

存在は、各個の手形行爲に就て定めなければなら蹟が、事鍵の

最中で不可抗カン）常に存在をするものと見るべき場合には、各

個の場合に於てその立謹の煩を避くるが爲め、一般的に期間を

限つて手形行爲期間を延長するを適當とする場合もあり得る。

此意昧に於て、猫逸では同じく八月四日の聯邦墾議院の告示を

以て。同七月珊一・日迄に経過せざる手形行爲期間は一般的に欝

臼聞之れを延長する旨を定めた。嘩囲〕

　〔誌一〕　塊地利では第二同法第一際第二項に於て、猶豫手形の手形行爲期間を

　　　　：六十一日間延長すろ旨か定め☆が、此期間ば丁度支沸猶豫期問と一致し・

　　　　元來支沸猶豫期聞内には支沸挫羅詮書か作成し得ざろものならば、引受

　　　　の爲めにすろ呈示に就てのみ此規定な設くろは無意味とし、第三同法に

　　　　於てば、全然」比規定撫除去しアこo

　第三、特に事憂の生ぜる地域に於て爲すべき手形行爲期間の

　　延長。

　敵軍の侵入せる地域、或は今同我國の大震災に於ける震災地

域等に就ては、一般的に手形行爲期闇を延長する必要特に存す

る。即ち濁逸では、八月廿九目の聯邦墾議院の告示を以て、「エ

ノンザス、・一トソンゲン」東普魯西等敵軍侵入地を支彿地とす

る爲替手形蛙に小切手に關し、爲替手形法上の擢利、虹に小切

手の償還請求椹の行使拉に保存の爲めに必要なる手形行爲にし

て、七月恐一日迄に経過せざるものに就ては、六十日間之れを

延長する旨を規定し記。叉懊地利では、敵軍浸入地たるrガリ
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チア」地方に就では、特別法を以て一般に長期の手形行爲期間

：を規定しナZ。〔註一〕

　〔駐働〕　de「Ve「ordnungen　des　ges我mtlninisteriu鵬vomsユ3．Qk乱1914。RG・

　　　B1．Nr。279．

　我國では勅令第四〇四號第五條に於て、手形其他之れに準す

べき有償謹券に關し、磁一〕震災地域に於て其灌利保存の爲め

に爲すべき行爲の磁二〕期間を三十日間延長し、九月廿七日に

至り勅令第四二九號を以て、改めてそれを六十日間に延長し

沈。〔註三〕

　〔註一1　島規定の適用撫受くろ手形1実、軍に第一條の規定に該當すろ猫豫手形

　　　に限らす総ての手形に就て震災地城に於て櫨利保霧行爲態なすべき場合

　　　に適用あろべきものであろo故に眞野氏が、第一傑に該當すろ手形に關

　　　し支沸拒絶誰書を猶豫期問満了の時に作成すべきものとね鷹ば、第三條

　　　の痛用の場合か失ひ、其存在の意義な失ふと云はれ7このば全く根擦がな

　　　い◎況んや此期間は爾後六十日に延長ぜられ、第一傑に該當すろ猶豫手

　　　形にも亦第三條の規定が活用ぜらろ、事となつ7こに於ておやである。

　〔蚕器〕　第三魔には「櫨利保存ノ爲昌爲スベキ行爲」とあろが故に、此規定に商

　　　法第四六二條の拒絶謹書作成期間経過後の裏書とは何等交渉な春ものと

　　　見るべきであらう（同説溝永郁氏）

　〔駐三〕蝿禦三傑の規定は、震災地域外に於て手形行爲乞爲すべき手骸に就て

　　　は適用がない。併しながら交通の柱繕其他の理由に侯り、此等の手形に

　　　就て亦手形行爲を妨げらろ㌧事あり得ろが故に、我國の「モラトリゥム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』
　　　活に於て上述第一若しくは第二に掲ぐろが如き規定な設けなザつ決のは

　　　失策であろ（略同訊清水郁氏）
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第六節　民事訴訟と「モラトリウム』

第一欺　「モラトリウム」の適用を受くべき

　　　債灌に關する訴訟手績

　事攣突登してrモラトリウム」の施行せらる、に當り、其適用

を受くべき債権關係が既に裁判所に繋属せる事あり得べきが故

に、之れに關して相當の規定を設くるの必要がある。我國に於

けるが如く震災地域に於ては裁判事務が、其施行期間中殆んど

休止せられ沈場合でも、此種の事件は事攣の突螢せる地域の裁

判所にのみ繋薦するものと定まらぬ故、樹必要であらう。〔註一〕

　〔註一〕濁逸では原則として裁判上の支携猶豫のみ認めらろ』が故艶種の規定

　　　は不要であろo

　此規定は填地利のrモラトリウム」法に於てのみ登見する。而

して第二同法第十二條と第三同法第十四條との規定には多少の

相違があるが、要するに支沸猶豫期間内、支沸猫豫を受け沈る債

穫額に關する訴訟手績を中止し、且つ此期間内に提起せられナz

る新訴は之れを却下するか、若しくは此期間内訴訟手績を進行

し判決を言渡す場合には、判決を以て「モラトリウム」に擦る猫

豫期間に相當する支沸猫豫期間を附すべき旨を規定してある。

詳細は第一節を参照せられナZい。

第二欺　裁判上の支沸猫豫
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　濁逸に於ては前述の如く、外國爲替に封しての外r一般支沸

猫豫」を認めす、特別支沸猫豫の部類に薦すべき此r裁判上ノ

支沸猫豫」のみ認めて居る。懊地利は第三同法に至つて其第十

五條に於て、支彿猶豫の適用を受けざる、拉に支沸猶豫の適用

を受けたるも既に新辮濟期日の到來したる部分の債権に關し、

濁逸と略ぼ同一の’制度を認めた。

　八月七日の濁逸聯邦参議院の告示拉に填地利の第三同法第十

五條十六條の定むる所に依れば此制度の構成大髄次の如くであ

る。

第一、既にi裁牛通所に訴訟が繋薦し、：又は新たに繋属しナZ時、i欠

の條件が備はれば、債務者は裁判所に封し支彿期聞の許與を申

立つる事を得る。

　1）私法上の金銭債務なる事。

　　　此事は今更言を侯πぬが、之れが例外として、濁逸では

　　一九一四年入月十一日の商務省告示に依）、〔註鴎〕商品引

　　渡の債務に就ても、其不履行の場合金銭債務に愛更する事

　　を得る場合には、此裁判上の支彿猶豫の規定を準用すべき

　　旨を定められすε。

　　　〔註一〕　Verf銭guロg　des　I海ndelsminis乏ers　vom11・August1914・（JMBI・

　　　　　NL678）

　2）rモラトリウム」の原因たる事憂登生前に戒立した債権な

　　る事。
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　　　是れ亦rモラトリウム」の原則に照して當然の事である。

　勾　債務渚の欺態が支彿猫豫を必要とする事。

　　　而して債務者が支彿猶豫を必要とするや否やは裁判所の

　　職穫調査事項とし、猫」喚とも此黙に就て鳳條：文に明定して

　　ある。

4）支沸猫豫に依つて債権者に異常の損害を蒙らしめざる事

　5）裁判所が必要なりと認めた揚合には、債務者は裁判所の

　　相嘗ξ認むろ程度の捲保を供する事。

第＝、以上の諸黙に就ては債務者が塚謹の責任があるものと

し、裁剰勝は債務者よう共申立と同時に充分なる立謹ありねる

時は、其昌由なる意見を以て本案の判決と同時に、其債権の全

額若しくは一一部に就て、濁逸にあつては三ケ月以内、填地利に

あつては「モラトリウム」法の定むる所に越えざる範園内に於て

支沸期間を許與する事を得る。而して裁判所が債務者に封し支

彿期聞を許輿し泥時には、次の敷果を生する。

　1〉　現に支彿を爲したる日迄の約定i替しくは法定利息を附す

　　ることを要する9

　2）債務者は此の期間内に債務の辮濟を爲せば足むると同時

　　に、此期聞を経過した時は、債灌者は直ちに強制執行を爲

　　す事を得る。

｛註｝　填地篇濾｛し依れば、曲支沸期問の許否に關すろ裁凋に上許か静さす、

　　且つ爲替手形鼓小切手に關する債模には誌規憲は瀟用蕊られぬ9
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第箋、爾ヌ未だ訴議に繋薦せざる事件に就て、支彿期間許輿を

條件とする債務者の訴訟提起を許可するの規定が濁填共に存：す

る。即ち未だ訴訟に繋属せざるも上述の條件具備した場合、債

務者は債権者の普蓮裁判籍を有する地の魑裁判所に封し、其債

権者に封する債務認諾の上、支沸期間の許輿を申立つることを

嚇る。此場合裁判所は認諾判決と同時に、相嘗の支彿期間を許

與する事を要する。

　〔註〕　之れ債務者側の出訴を認めすこ給付訴訟の唯一の劔であろo而して債懐者

　　　出頭ぜす、若しくば支沸期間に就て當事者間に協議調はざろ時は、債務

　　　者の申立か却下すべきものとぜられてあろ（Si且tenis：一・a・a・O・S・72ウ

第三欺　強制執行の停止

　既瓢に關する規定は蓉蜀填に於てのみ螢見する。濁填の民事訴

訟法は所謂差押質穰主義を探つて居るが故に、其規定を以て直

ちに我國に當つる事は不可能であるが、此種の規定は必要であ

る。

　濁逸に於ては前掲八月七日の告示第三條に於て、既に裁判所

に於て支彿猫豫の許輿を受けた場合の外、執行裁判所は債務者

の申立により、三ケ月聞以内債務者の財産に劉する強制執行を

停止する事を得る旨を定めた。

　叉填地利では。其第二同法第十三條と第三同法第十七條と大

禮同一一であつて“モラトリウム」の適用を受ぐべき債穰に就て

は・其猫豫期聞内強劒執行蚊に假差押を執行せざる規定となつ
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て居る。其詳細は本章第一節を参照せられたい。又第三同法第

十八條では「モラト死ウム」の適用を受くる債権に關し、既に

新辮濟期の到來せる部分に封し、執行裁判所は債務者の申立に

よりニケ月以内強鋼執行を延期する事を得。但し執行の目的物

が動産なる場合、彊制用盆賃貸を目的とする場合、蚊に既に裁

判所の支沸猫豫の許與を受けた場合は此限りに非すと定めてあ

る。尚叉第二同法第三同法を樋して、「此勅令力執行裁判所二不

知ナリシ間二、其執行裁判所二依ツテ執行セラレタノソ強制執行

’・其敷カヲ失トス」との規定がある。是れは、強制執行に關す

る例外を定め泥規定が公布施行せられし際事攣の爲め執行裁判

所の知る所とならす、其結果之れに反した庭分を爲し鷺る場合

の便宜規定であつて、戦時若しくは今同我國の大震災に於ける

が如く交通の杜絶せる場合に於て最も必要なる規定である。

第四敷事攣突登地の債務者に封する裁

　　　判上の履行猫豫

　兵焚を蒙れる地、或は今同の我國に於ける大震災地域等、rモ

ラトリ：ウム」の原因セる事養が最亀災厄を逞しふせる地方に住

せる債務者に封し、我民事訴訟法第百八十四條に定むる訴訟手

績の中止の外、術相當の保護規定を設くる事時としては適當で

ある。帥ち此見地から填地利では第三同法第十九條に於て、

　　戦飢ノ結果裁判所ノ行務ヲ止メタノレ地域二住所（居所）若シ
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　クノ・縫讃セノン螢業所ヲ有スノソ債務者二封シ、本案ノ裁判斯

　ハ、判決ヲ以テ其者ノ総ベテノ債務二就テ履行猫豫ヲ與へ、

　且ツ履行渥滞ノ場合ぢ就テ約定セノソ法律上ノ不利盆ノ・、渥

　延利息支彿ノ義務ノ外、未タ到來セサノソモノ、若シクノ・取

　清サレタノレモノト言渡スコトヲ得、

と規定し、街此等債務者に劃しては、其一切の債務に就き無條

件に裁判上支沸猶豫の規定を準用すべき旨を定めてある。

第七節　破産豫防の規定

突然の鍵災あつて一般財界が混飢の朕を呈した際、rモラトリ

ジム」法施行せらる、も、夫れは軍に支沸の猶豫に止まり、特

に打撃を蒙り支沸不能に陥つた債務者を保護するに足らぬ。此

の如き非常時に於ては、か、る揚合に就ても亦相當の救濟方策

を講する事徒爾ならすである。濁逸拉に我國に於て此種の規定

を登見する。

第一、猫逸に於ける規定。

濁逸は一九一四年八月四日の告示を以て、之れが規定を設け

沈。全十ニケ條で可なり詳細のものであつて、其大鰹次の如く

である。

　1〉、戦飢の結果支彿不能に陥つた債務者は、債権者表、財

　産目録蚊に財産状態に關する説明書を添へ、破産裁判所に

　封して破産豫防を目的とする業務監督手績の開始を申請す



き権0 「毛ラトリウム」に關すろ研究

る事を得る。

2〉、裁判勝は、債務者が戦箏絡了σ）上は支沸能力を同復す

ぺき見込充分なる場合に限り、其自由なる意見を以て許否

を淡すべきものとする。

3）、　裁判所が此申講を許可した時は、一人若しくは歎人を

選任して債務者の業務執行を監督せしめ、且つ債椹者に封

し業務監督規定蚊に監督入の氏名を告知するものとし、一

般に之れを公告せの。

4）、此業務監督期間中は、債務者の財産に封し破産手績は

山般に開始せられざるものとし、且つ之れに封する假差押

竣に強制執行は、特に規定を以で此手績の範園外に置かれ

セ債構者の：利釜の爲めの外執行せられざるものとする。

5）・此手績の範園外に置かれた債穫者とは、次に掲げ詑る

着を云ふ。

勘）、債務者が、業務監督手績開始後、監督人の同意を以て

　若しくは其同意を要せすして爲し沈法律行爲に依つて生

　・じπ債務に就ての債権着。

b〉、破産法第四十三條に依り被産手綾に於て取戻請求権を

　有する債構者。

o）、・破産手綾に於て別除辮濟を講求し得る債穫者。

の、破産法第六十一條第一號二號に掲げたる債権者の債権

　にして、業務監督規定により辮濟期の到來せるもの。
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　6）、業務監督人は、債務者の業務執行を監督し、之輪を補

　　助し、衛必要ある場合には業務執行の全部若しぐは一部を

　　飽人に委する等、相當の手段を探る事を得る。此監督手綾

　　には、破産法の規定の一部が準用せらる、ものとし、且つ

　　業務監督人は費用並に報酬の講求擢を有する。

　7）、債務者は業務監督人に封し、随時帳簿其池を閲寛せし

　　め、且つ其財産並に螢業状態に就て報告を爲すの義務を有

　　する。

　8）、債務者は、業務監督人の同意なくんば、無償彪分をな

　　し、不動産若しくは不動産上の椹利を塵分し、叉は債務の

　　辮濟若しくは搬保の提供を爲す事を褐の。但し業務の縫績

　　若しくは債務者並に其家族の最小限度の生活を爲すに映く

　　可からざる程度の取引は此限りでない。

　9）、螢業の縫綾及び債務者拉に其家族の最小限度の生潜の

　　爲めに必要なる部分を控除せる利盆金残額は、之れを債槽

　　着に分配の上債務の辮濟に充つるものとし、其辮濟の範園

　　拉に順位は、業務監督人が公李に決するものとする。箏ゐ

　　る時は裁判所之れを決定する。

　10）、債務者に不信の行爲あう、若しくは其他相當の理由存

　　する時は、裁判所は此手綾を取滑す事が出察る。

　11）、此手績に關する裁判所の裁判には、上訴抗告を許さぬ。

第二、我國に於ける規定。
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　我國に於ては大正十二年十月十二日緊急勅令第四七五號を以

てr法人二劉スノソ破産宣告二關スノソ件」を公布し陀が、此規定の

適用を受くるものは、僅か法人にのみ限り、且つr其法人力支彿

ヲ爲スコト能ノ・サノレ場合・・此ノ限二非ス」との但書があつて、

之れが爲め本法は殆んど其敷用を現はさす、實際上に於て殆ん

ど破産豫防の目的を達せざる有穣である。　〔註一〕（條文に就て

は本章第一節参照）

　〔註醐〕　法律新聞第二千二百四號記事滲照

　　　第入節　「モラトリウム」の封外關係

　　　　　　第一歎　國際私法に關する問題

　國内法の支彿を受くる債構關係、手形關係が、其國のrモラ

トリウム」法の規定に運擦せしめらるべきは論を侯たのが、反

之國際債権若しくは手形關係に就き、一國のrモラトリウム」法

が適用せらるべきや否やは、之れと自ら場合を異にする。是れ

は國際私法上の問題であつて、其解繹は要するに國際債灌拉に

手形の準擦法如何の問題に蹄するものである。

第一、國際債櫻拉に手形の準擦法。

　國際債構拉に手形の準擦法は．其債穰の登生原因如何に因つ

て異なれるが故に、先づ

　　1、契約に塞く債穫關係。

　　乳　不法行爲・事務管理若しくは不當利益に基く債穫關係。
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　3、手形關係。

とに隔別して論するを便宜とする。

1）、契約に基く債罐關係の準擦法。

　　契約に基く債灌關係に就ては、先づ當事者の意思に擦つ

　　て其準擦法定を定むるとする事最近學説の一致する所であ

　　る。〔註一〕然しながら若し此黙に就て當事者の意思を推測

　　し得ぺからざる場合には、軌れの法律を以て準擦法とすべ

　　きかは問題であつて、契約締結地法、債務履行地法、法廷地

　法等古來種々の學説も存し、駐二〕又今日に於ても衙敷多

　の異論蛇に提案もあるが、〔註三〕先づ今日の所、濁逸法系

　以外に於ては、此揚合、當事者の意思明自ならざる限り、

　行爲地法を以て準擦法と徹すを以て通説とする様である。

　〔註四〕

　　〔設繭〕　Bar－1£五rbuch　des　iuternationalen　Pri▽at・und　StrafreehちStutt鱒

　　　　gar右，189鼠鼠10危£．l　Walker2－Iaternぬoml鈴Priv＆｛r㏄ht，Wi・

　　　　ea，1921．鼠346．侮我國法例第七陳、画田博士講義

　　〔註二〕　Bar3－a。a．O．鼠107。f£

　　〔註三〕Walker＆一＆臥O・鼠34S・f£

　　〔註四〕　山田博士講義、我國法例策七條

2）、不法行爲、事務管理、若しくは不當利得に基く債務關係

　の準擦法。

　　此鮎に關しても種々議諭が存する穣であるが、〔註→結

　局現今に於ては、英國を除いては、行爲地法を以て準擦法
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　とするを通説とする。〔註二〕

　　〔註一〕Bar3－a．a．0。ε124・，Walker3一翫a．（凪440．飢

　　〔註二〕Walk鱗一缶翫0・S・44α我國法例第十一條

3）、手形關係に關する準擦法。

　　國際手形に就ては、夫れ自髄各地各國に縛々するの性質

　を有し・且つ飽の債罐關係と種々根本的に異なつた黙を有

　するが爲め、此問題の解決頗る困難である。以下此問題を

　再び

　　a）、手形の成立拉に敷力の問題。

　　b）、手形上の権利を行使し、若しくは保全する行爲の方

　　　式に關する問題。

　と分つて論する。

　　第一の手形の成立拉に敷力の問題に就ては、學説蚊に實

　際殆んど鰭一する所を：知らぬ。成立拉に敷力に就き同一の

準糠法に擦るべしとする説、同一なるを要せすとの説、振

　出地の法律に糠るべしとの説、各手形債務者の住所地法、

　或は各債務者の手形行爲地法に擦るべしと徹す説其飽指を

　屈するの暇がない。併しながら大騰に於て、手形行爲各個

　に就き其行爲地法を準擦法とする説が有力の標である。

　幟一〕但し此説を探るとしても、種々不明蚊に不都合の黙

　を生する。〔註二〕一九一二年和蘭の海牙に開催せられ乾第

　二萬國手形法會議に於て、手形法統一條約蚊に之れに附属
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する統一爲替手形約束手形規期が議決せられ、其の中には

髭等の黙に關する具髄案が設けられてあつ沈が、〔註三〕惜

哉、英米の反封を受じ’、今樹實施せらる、に至らぬ。

〔註一〕gr廿nhu七：一鵠O・Bd・且＆578亀Meyer：一DasWelもwec醜レ

　どec批．Leipz呈g，1909。Bd．：∬．S．368fLl　Bar1一翫a．O．鼠135．毛戸

　偲士著「統一手形法論」二九五頁以下・我法例第三條、第七條・廿九

　條、商施一二玉條参照

〔聾二〕Ehr㎝berg卜Handbuchdes恥d曲chもLe呈P滋9，191鼠B覗

　　鳳3g7弓Mleyer＝一a．a．（》：Bd．IIL　S369。例之、行：爲地とは眞に該

　手形行爲を爲しアこ地ザ否ザ、叉全然行爲地の記載なき場合如何等の

　問題があり、．叉行爲地法は確定し得ろとすろも、蝿原則によれぱ、

　裏書人が其後者に謝し償還義務為有すろも、其前者にi封しては之れ

　　な宥ぜぬ等と云ふ不都合か生じて來ろ虞れがあろ。

〔駐…二〕統一手形約束手形規則

　第七十四條　爲替手形約束手形昌關スツ人ノ能カハ其本國法二俵リデ

　之ヲ・ソ定ム。本國法力他國ノ法律二依7レ＾キ旨チ定メタルトキハ後

　　2法律チ適用ス。

　　前項昌定メタル法律二俵レバ無能者タか＾キ者力其者ノ能力者タ

　　ルあキ法律ノ行ハ躍・地二於デ債務チ員携シタかトキハ其債務ハ前

　　項ノ規定二拘ラス之チ有効トス

　第七十王條　：爲替手形約束ノ方式ハ…其約束菖署名シタ即地ノ法：律昌俵

　　リテ之チ定，ム

　　禽統一法案階則第二には原則として行爲地法か準擦法となす旨

　　と・粒に振出後に爲す手形行：爲の効力は・振出の効力より大なろ事

　　能はざる旨か定め、以て裏書人が其行爲地法に俵りて責任か員ふに

　　も拘はらす、振出人に罰して失椛すろ事か防いである。

反之第二の問題、帥ち手形法上の槽利を行使し、若しく
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　　は保全する行爲の方式に就ては、絡べて該行爲を爲せる地

　　の法律に擦るべきものとするに通説は一致して居る。〔註一〕

　　前掲r統一爲替手形約束手形規則」にも同一趣旨の條文存

　　する。磁二〕

　　　〔註一〕Meyer：一a轟O．Bd，エLS。375．3GrUn五ut2一一翻a・（XBdII．577

　　　　　dort　zi｛at・；Bar：一翫泓（瓦S．135．商施第一二六條参照。部ち此説

　　　　　に擦れば、引受請求の方式は引受地の法律、恩惑日、支沸請求の方

　　　　　式、管業時間、支携拒絶謹書の作成等は支携地の法律か以て準擦法

　　　　　となす事になろ。

　　　〔註二〕　第七十六條　拒縄謹書ノ方式及ヒ其作成期間並二爲替手形上ノ櫨

　　　　　利ノ行使叉ハ保全二必要ナヌレ他ノ行爲ノ方式ハ拒絶詮書チ作成も！ヌ

　　　　　ハ問題トナソル行爲チ：爲スコトチ要ス膨地ノ法律昌俵リテ之レチ定

　　　　　ムO

第＝、國際債穰拉に手形と「モラトリウム」。

　一國の「モラトリウム」法が、問題たる國際債権若しくは手形

に適用ありや否やは、要するに上述國際私法の原則に運つて、

その準擦法たりや否やに因つて決する。尤も「モラトリウム」法

の規定する所、輩にr支沸期日ノ延期」其他債権關係夫れ自身に

關する事項のみに止まらす、或は時敷に關し、或は訴訟手績に

關し、或は手形上樫利の行使若しくは保全に關する事項等に就

いても亦規定する事あるが故に、或る特定の國際債穰若しくは

手形關係に就て、「モラトリウム」法の一部は其準擦法として適

用せられ、他の部分は排斥せらる、揚合もなきにしもあらすで

ある。
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第…、準擦法如何に拘らす、裁牛斬所屡國の「モラ回クム」法

　を適用する揚合。

　國際私法に於ては、裁判所が準擦法たる外國法の適用を排斥

し得る揚合を認めて居る。嘩一〕即ち外國法の適用が・其國の

唇の秩序、善良の風俗に反する場合、嘩翻其國の法律の目的

精紳に反する場合等に當り、（註巨〕裁判所は準擦法たる外國法

の適用を排除し、必要の場合には國内法を適用し得ると云ふに

ある。此原則に擦つて、國際債穰若しくは手形に關する訴訟に

於て、その準擦法に非ざる自國のrモラトソシム」法を適用し得

る場合を生する。〔註四〕

　〔註一〕B咄一繍0。旺24飢l　Walker2－a・a・0・鼠241¢

　〔註二〕我國法例第三十條参照

　〔註三〕馨30：E．G・d。deut・B・G。B・

　〔註四〕例之、支沸地か東京市、支沸期日か大正十二年九月二：日とし、其準擦

　　　　法か當事：者の意思に擦り来國法と定め索國際債穰に關すろ訴訟が我國裁

　　　　列所に繋屡し敦場合、我國裁判所は法例第糠際に擦つて、来國法の適用

　　　　か排斥して我國内法か以て之れに換へ、其結果として該訴訟關係に就て

　　　　準擦法大らざろ我國の『モヲトリツム」法が適用ぜらる、事があ瞬得ろo

第四、手形關係に關する特別なる問題。

　rモラトリウム」と國際私法との關係大髄以上の如くでるがb

特に國際手形に關して種々困難なる場合を生じて家る。之れを

：分説すれば次の如くである。

　1〉、第一に手形上の権利行使若しくは保全するに必要なる行

　　爲の方式は、行爲地法に擦るを國際私法の原則とするも、之
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れには何等の制限なきか。例之、斯謂恩恵鍾Respek肱ge

の如き、支沸地の法律を以て蕾に二日三日乃至十日間に止

まらす、之れを・一月二月乃至は一ケ年にも延長するも、國

擦私法上之れを認むべきかの問題である。若し之れを是認

すれば、此期間の絡了迄前着に劃し償還請求を爲し得ざる

カ；故に、事實上支彿日を延期しナZと同様になる養睾である。

　此問題は一入七〇年七一年の佛蘭西のrモラトジウム」法

に關連して起つた問題であつて、佛蘭西の學者は主として

積極説を探り、曜一〕一二飽國に於ても之れが賛成者あつ

たが、猫逸の學者は暴つて之れを否認しナε事は衝蓮し詫所

で、濁逸學者の主張は蓋し正當である（本章第二部墾照）。

〔註二〕即ち恩悪日は支彿行爲を完了するに必要なる程度に

於て認めらるべきものであつて、國際私法上此限度内に限

り、便宜上其行爲地法舵る支彿地法を準擦法と倣しねもの

故、此限度を越え泥恩惑日は、其實支沸期日の延期であつ

て、之れに關しては手形成立地法を以て準擦法となすべき

であり、決して支彿地法を以て準檬法とすべきでは砥㌔

從つて手形債穰者は此「モラトリシム」法に依つて轟束せら

れす、事實支沸人より支彿を得ざる時は其前者に封し償還

請求を爲し冬等る謬である。

〔駐一〕　一八七〇年の佛蘭西の「鴫ラトリツムJl法は此考℃’ら條女には、「支

　　櫛欝の鶴期識とぜ支沸の猫豫．1とも糞鰍鉱弘劇聴縄謹審作成期
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　　間を延長し、同時に其間に於けろ拒絶謹書の作成か禁止して、以て

　　支沸期H延期と同様の結果か來さしめすこのであろo蓋し上述の如ζ

　　支沸期日ノ延期」若しくは「支沸ノ猶豫」等手形成立に關すろ問題

　　1弍、通説は振出地法を以て準擦法とし、支沸地法を以て準擦法とぜ

　　ぎろ爲め、施縄詮書作成の方式其飽に就ては支沸地法か準檬法とす

　　ろ所ザら、該「モラトリウム」法を此形式に於て制定し、以て一切の

　　巴里か支携地とする：爲替手形に適用ぜしめんしと☆のであろ。去れ

　　は國際手形に關し、此鮎に就き疑義生じ、猫逸法系諾國に於て極力

　　抗争ぜられれが、佛國の司法界商業界は．ガ』ろ政策上の理由ザら

　　して該法令は軍に恩恵日の延長し7ころもの、從つて國際私法、ヒ當然

　　総べて巴里か支携地とずろ國際手形に適用し得ろ事か力説しアこので

　　あつ7こ（本章第二節参照）。

〔註二〕猫逸に於ては、暴つて佛國の蓮説に反封しアこ事上述の如くであつ

　　て、既出「ライプチb」の聯邦大審院の鋼決丈中にも次の一節があろ。

　　コEntsc五eidunge職　des　］Reic至so｝erstegeric｝lts五〇f　vom．　21。Feb．1971

　　（SeuHbrt3－　Arehiv・Bd・XX「▽」E　249　飢）

　　　「本法力支携推縄謹書作成期間ノ延長ト云ヒ、且ツ満期Bノ到來

　　　チ抑止シ’タ7レ所チ見ソハ、一入七〇年入月十三三日2前二署名・セラ

　　　レ佛蘭西二於テ支携ハソ＾キ露替手形ハ、一ケ月間其滴期日力延

　　　期セラレタかモノト見ンレ＾ク、從ッテ該法令中ニハ當導者チ羅束

　　　スヘキ所謂行：爲地法ナ1レモノ存：在セス。・・一既グノ如グ支携拒繕

　　　謹書ノ作成チ抑止スル支彿地ノ法律力、行爲地法トジテ當事者チ

　　　羅束スPレカ如キハ・國際私法ノ原則ナリ｝見ル事能ハス云々．讐

2）、支彿地に於ける「モラトリウム」法に擦う、満期日に支彿

を受くる皐を得す、且つ適時に支沸拒絶謹書も亦作成し得

ざりし場合、其薗者に封する償還講求樺を失は臓かの問題

が生する。〔註麟〕此問題は結局に於て其前者に封する法廷
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地法が、手形行爲に關し不可抗力を認むるや否やの問題に

蹄震する。〔註二〕

　〔註一〕其前者が支沸人と法廷地法を一・にし7こ場合には、何等閲題を生ぜ

　　　ぬ事論を衡こx）。

　〔註二〕：Ellrenberg：一徽・0・Bd．∬・S396・

　佛國拉に佛法系を引ける諸國、及ぴ英米の認國では、不

可抗力に因ら手形行爲が阻磯せらる、事を認むるが故に、

rモラトリウム」法に依り支彿拒縄謹書を作成し得えざりし

場合は、其期間維過後逞講なく撞縄讃書を作成すれぱ、前

者に封する償還講求を妨げぬ。反之、濁法系の諸國（一二

の例外を除⇔拉に我國では、手形行爲に關し不可抗力を

認めぬ故、如上の場合、適時に拒絶謹書を作成し得ざりし

時は、前者に甥する償還講求灌を認めぬ。〔註一〕

　〔謎一〕Ehrenberg：一島。乱α：Bd．1．S．3963班eyer：一a．a．（λ：Bd工∈§0

　　　丘，u。Ba・m・S47・無毛戸博士著「統一手形法論」一七一頁以下

　併しながら斯く解繹すれば、此場合手形債務者の凪人は

其前者から償還講求を受けだるに封し、其法廷地法が手形

行爲に封する不可抗力を認むる結果之れに慮ぜざるを得鳳

にも拘らす、輻じて其’前者に封しては其者の法廷地法が不

可抗力を認めざる結果、償還講求を爲し得ざるが如き不都

合を生じ得る。〔註一〕此場合を慮つて、英、濁、填、旬のrモ

ラトリシム」法は、貌れも其國の手形法の規定如何に頓蕎

なくv手形行爲の不可抗力に依る妨害を認めて、相當の救
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濟規定が設けられてある事は既に述ぺた所である。

　〔駐一〕此場合の調租規定として、國際法協會は、不可抗力の効果に就て

　　　は1、振串地の法律か以て準擦法とすろ為適當とする旨を決議し距o

　　　（E｝1renberg：一a・＆0。’Bd：LS．397ウ

第二欺 外國人の債権債務に封するrモラト

リウム」適用の渕限

　蹴上は國際私法上の問題、帥ち「モラトヲウム」法の適用不適

用の問題であるが、之れとは別に、自國に於ける他國人の債構債

務に封し、自國のrモラトリウム」法の適用を制限する揚合があ

る。郎ち他國に於て全然「モラトジウム」法存在せざるか、若し

くは欧洲大戦初頭に於けるが如く、各國がrモラトリウム」法を

公布施行しπ際、其各國の規定には自ら廣狭輕重の差異あるが

故に、國際聞均等の原期からして、自國に於ける他國の債権養

若しくは債務者に麹し、無條件にて自國の「歪ラトリウム」法

を適用し得ざる揚合を生する鐸である。是れ所謂相互規定であ

つて、此の趣旨の規定を懊旬の「モラげウム」法に於て螢見す

る。〔註一〕

　〔註一〕　國際私法上、塊地利は住所地法主義、旬牙利は本國法主義か探って居

　　　　ろが故に、以下に於ては簡輩に同國人他國人とに繕するが、其意味自ら

　　　　爾國に於て異なろ諜である。

第一、自國に於ける他國人の債権に封するrモラトリクム」法適

　　用の制限。
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　印ち自國人ナaる債権者が、他國に於て其私法上の債灌を行使

するに當り、其國のrモラトソウムー法に擦緩自國に於ける以

上の・制限を蒙る場合には、其飽國に属する債構者は、自國に於

て其債権を行使するに當り、之＠と同一程度の醐限を蒙る＾ミし

と孝ふ規定が設けらる、事がある。懊地利法（第二同法第十四

條第三回法第廿條）鮭に旬牙利法（第三同法第廿七條〉に存する。

第二、自國に於ける他國人の債務に封するrモラトリウム」法適

　　用の制限：。

　即ち自國人たる債務者が、他國に於て履行すぺき其私法上の

債務に就き、其國には全然「モラトソウム」法存在せざるか、若

しくは其「モラトリウム」法に擦り、自國に於ける以下の保護を

受《る場合には、其他國に属する債務者は、自國に於て履行す

べき債務に就き、同様なる程度に於てのみ「モラトリウム」法

の利盆を輿ふへしと云ふ規定帥ち是れである。之れは旬牙利法

（第三同法第廿七條）に於τのみ蛮見する。

第三．外國裁判所の判決の自國内に於ける敷力の制限。

　此黙の規定は濁り旬牙利法（第三同法第廿八條〉に於てのみ登

見する。師ち外國裁判所が、自國債務者の意思に反して、自國

の「モラトリウム」法を全然適用せす、若しくは其適用を制限：

した場合には、其判決は、自國の強’制法規に反し、國内法の目

的精紳に背くものとして、自國に於て其敷力を認めすと云ふに

ゐる。〔註一〕
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〔駐一・〕其規定すろ勝些ザ不明であろが、要するに我國民事訴訟法第五一五傑

　　の補充かねし、法例第婚濠の規定と相並で自國の強行法規の保持を爲す

　　　ものであらう。郎ち國際貴樺若しくは手形に關し、外國裁勉所が夫れに

　　　畠國の『モラトリムJ法の適用か拒否し、以て自國の債務者に不利盆飽與

　　へ7こ揚含、此條：文か以て其鋼決の効力を自國に於て否認し、それか債務名

　　義窒する強制動行か自國に於て行はざらしめんとするにあろ（Zゐ1m繊乳

　　略．a。αS．216ウ。
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　fモラ》リウム」なるもの、沼革拉に概念、大騰以上の如ぐで

ある。此rモラトリウム」なる思想は、既に遠く羅馬時代、否夫

れ以前より存し、爾來種々なる痩遷を経て奈た。郎ち個人の経

濟的窮境を救はんとする封人的特許に濫籐しτ、途に今日に於

ては一國纏濟界の鍵霧しに庭する劉一般的なる非常立法手段たる

に至つた。

　i過去の事は愛に問はすとして、現在に就て之れを観るに、第

十九世紀以來、法律學拉に其制度の登展洵に目畳ましきものあ

つて、今日に於ては精緻精巧を極むる渾然たる一大組織を構成

して居る。之れに劃し一朝非常の事あつて、一片の法文を以て

債務の支沸延期を規定するも、夫れは支沸延期なる輩純なる結

果に止まる事なく、恰も季静鏡の如き池中に石塊を投じて池中

普く波紋を生ぜしむるが如く、輕重の差はありとするも其國法

律組織構成全禮に亘つて影響雄に動揺を輿へすんば止まぬであ

らう。而して動揺の生する所必す矛眉生し、在來の法律規範を

以ては如何とするも之れを調和するに由なき場合生す可き事も

亦想像するに難くない。去れぱrモラトリウム」の理想として

は、唯輩に支彿延期の範園拉に方法を規定するに止まらす、各

般の法律問題に就て・相當なる調和規定を附随せしむるの必要を
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生する。その中最も著しき黙、鮭にそれに封する各國立法の模

様は前章第三節以下に於て論じた勝である。

　術法律的見地から離れて経潜的方面に就て観るに、β屠ラトリ

：ウム」なるものが時代の繧濟事情をと如何なる關係を有し、又之

れに封し如何なる任務を背負ふかに就εは、古來敷多の憂遷を

経て、古代羅馬に於けると、中世に於けると、近代に於けると、

將レこ又現今に於けると著しき相違の存する事は、上來述べ來つ

たが如くである。而して今日に於て之を観るに、此制度にるや、

突然の獲災に基く財界の憂飢に庭すく淺非常的立法手段たるに

異論はないが、尚其間自ら、永き沼革を痙來つた債務者保護な

る観念が、此制度の背後那邊にか存する事疑ふべくもない。想

ふに突然財界の憂動bれば、一部人士は思はざるの利得を得、他

の一部人士は不測つ損害を蒙る事あるべきは萬否むを得ざる現

象である。此秋に當つて、多少なりと其損害の負罐が一部の者

に片重せらる、の弊を矯めんとするもの、郎ち此「モラトリウ

ム」法ではあるまいか。斯く考へれぱ繧濟方面に就て二重の責

務を有する諜である。

　如上の如ぐにして「モラトリウム」法は、時代の経濟事情と不

測不離の關係に立つものなる所、元來経濟事情なるものは攣輻

極りなく、就中憂飢に際しては今ロを以て遽かに明日を推す可

からざる朕態にあるものである。然らば此制度にして其敷果を

完ふせんとせば、常に纒濟事情の動揺に着目して、之れに適慮
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すべく努むるの必要が在つて存する。

　是れに因つて之れを観れば、rモラトリクム」なるものは、一

面各方面の法律問題の調和を計り、他面経濟事情の痩轄に適慮

するの必要あつて、其構成並に適用は至難の極と云遠，べく、洵

に立法技術家の手腕を待つ所である。宜なる哉、かの欧洲大戦

勃登するや、殴洲各國は其参戦7）有無に拘らす、先を競ひ旬日

ならすして第一同rモラトリウム」法を公布施行し、爾來機に慮

じ攣に臨みて少くとも数同、甚しきは填、佛の如く十数同に亘

て追加法規若しくは訓示を登し、其内容を充實し過渡期なる経

濟事情饗轄に適慮すべく汲々たるものあつたのである。

　麟つじ我國に於ては如何と云ふに、昨年九月一欄關東大震災

に當つて、震災當日よう日を経る事七日、九月七日に至つて所謂

「支沸延期令」なる緊急勅令を公布即日施行した。洵に機宜を得

沈措置：ではあつだが、その設くる所僅かに三ケ條。如何に法三

章を理想とするとしても僚りに大膿なる英断であつて、之れが

爲め、人をLて其規定の眞意那邊に存するや了解するに苦ませ、

叉之れに績いて起つた各般の問題に就て何等根擦ある解繹を施

こすに由なからしめた。併しながら震災直後にあつては一般の

経濟活動一時休止し、裁判所又其行務を止めたが爲め、當時に

於ては議論生する籐地もなかつた。其後幸にして人心の安定、

金融の復活案外に速かであつたが爲め、其猫豫も僅か一同其期

問一ケ月で畢つセ、卜、此天災に遭遇して一時的ながら我國民性
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たる互譲的精神が遺憾なく登揮せられたが爲め、別段に著しき

困難なる問題が起るべくして起らなかつねのは、當局の爲の衷

心慶賀の至りに耐えざる駈である。

　然りと錐も吾人の前途計り知る可からす。今後何時再びrモラ

ト跳ウム」の必要突登すべきかは、地震と同様遽かに逆賭し難

い。今に於て之れに關する相當の研究を重ね、秋に臨むで再び

過去の覆轍を践まざらん事彊ち無用の努力ではあるまいかと思

ふ。此意味に於て以上不完全なる研究が、多少にても役立つ事

あれば、自分は本懐の至りに耐えぬ。

　　　　践
　私が「ウィーン」に留學して居つアこ當蒔、圖書館で此Cモラトリカム」といふ項目

　か獲見し、何氣ねく面白い問題だと考へまし7こ。夫れ敬折りに鰯μ、之れに關

　すろ書物を猟りまし索が、極めて稀れで、僅ザ五六冊な手にすろか得伽に過ぎ

　ませんでし7こ。塵が昨年の大震災に當り、緊急勅か婁て駈謂「支携選期令」が公

　布ぜられ7このか見て、愈々これだねと思ひましすこ。そこで早速まだ箱詰の儘の

　書籍か覆））返へして捜しますと、幸にも二三滑か獲見致しまし象故、實はそれ丈

　で簡軍な論文かものすろ計劃で居vlまし距o塵が、失輩中村萬吉教授も亦、此

　匿題に興味か持ち二三の滲考書存捜出ゼられぽしブこので、それとこれと々蓑蜜み

　合ぜますと、正も『層モラトリウム」と¢3、ものは案外にブく問題で、思び掛こナぬ資＊導も

　現はれ、到底初めの豫定の様に五十頁や七十頁で切り．上げろ事は不可能で誌）ろ

　事ザ判りましナこ。而して當時同敏授1で勢働協約」の繧稿で脚多忙中でありまし

　？こから、私ガ同激授の聚められアこ材料秘其儘頂載に及むで、毅虜編當の苦心を経

　て漸く出來上つすこのが、此つまらぬ論丈であります。その不出來なのは、自ら

　のカの至らね：爲めとは重々心得えて居りますが、若し、あの大地震がもう敷日

　渥れて、私が彼の地で聚めアこ、そして當時恰も陸上中であつアこ筈の書籍が全部

　我家に搬び込まれて居つむねらば、その中には此問題に封すろ資料もあつアこ事
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　故、蕗論文もいくらザ出來榮え頁ザつアこではないザと口惜しく思ひますo

　　　　　　　　（魏蕎篭騒縢諜講瑛藩蛮糞）
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